
 

平成３０年度 上尾の教育 

夢・感動教育 あげお 

上尾市教育委員会 



「夢・感動教育 あげお」の実現を目指して 

今日、教育を取り巻く環境は、少子高齢化や高度情報化、グロバール化の進展などに

より、急激に変化しています。こうした中、上尾市教育委員会では、「夢・感動教育・

あげお」を基本理念とした「第２期上尾市教育振興基本計画」を昨年度より新たにスタ

ートさせ、「知・徳・体」の調和がとれ、夢や目標、志をもって自己実現を目指す、変

化の時代をたくましく生き抜く、自立した人間を育成する教育を実践しています。 

 学校教育につきましては、各学校が魅力ある学校づくりの委嘱研究に取り組み、校内研

修の充実を図っています。また、大型モニタやタブレット端末を活用した情報教育の充

実や全小学校に特別支援学級を設置するなど学習環境の整備に取り組んでいます。 

 今年度は、次期学習指導要領への移行及び完全実施を見据え、「社会に開かれた教育

課程」の編成に向けて、カリキュラム・マネジメントに基づく授業改革を進めていくと

ともに、「コミュニティ・スクール」の導入も想定しながら、「チーム学校」としての

一体感を強め、誇れる学校、信頼される学校を目指してまいります。 

 生涯学習につきましては、多様な文化芸術活動を支援し、多くの市民の皆様にそれぞ

れに望む文化・芸術を享受できる充実した環境を提供し、「生きがい」や「つながり」、

「心豊かなくらし」を学びで創ることができるよう、生涯学習をサポートします。 

 新図書館複合施設の整備については、今年度より本格的な工事に着手する予定であり、

子供からお年寄りまでのあらゆる世代を引き付ける魅力ある施設を目指し、上尾の「知

的拠点」として準備を進めてまいります。 

生涯スポーツにつきましては、市民のだれもが、それぞれのライフステージに合わせ

身近にいつでもスポーツに親むことができる環境づくりに努めてまいります。 

また、指導者やスポーツ・レクリエーション団体の育成にも努め、地域に根差した生

涯スポーツを一層推進してまいります。 

 今後は、市民の皆様が、大きな「夢」を抱き、たくさんの「感動」を得ることのできる

教育環境を整備するとともに、将来を担う子供達の未来が笑顔でいっぱい輝くよう、  

教育委員、教職員、事務局職員が一体となって、力を合わせ、様々な教育課題の解決に

取り組んでまいりますので、皆様からのご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 本冊子は、平成２９年度の上尾市の教育行政及び教育機関の諸活動の概要について、教

育行財政、学校教育、生涯学習、生涯スポーツの領域に分けて収録いたしました。上尾

市の教育行政をご理解いただく一助として、幅広くご活用いただければ幸いに存じます。 

 

 

 

上尾市教育委員会教育長     池野 和己 
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※ 上尾市教育委員会は、多様化する教育に対するニーズに多角的視点をもって的確に応えていく

ため、教育長と５人の委員により組織され、教育、学術及び文化に関する事項について、基本

的な方針などを決定します。 

 

 

２ 歴代の教育委員会委員 

（１）歴代の教育長 

氏 名 就任年月日 退任年月日 氏 名 就任年月日 退任年月日 

関根 宗次 S30.1.18 S31.9.30 小林 弘 S51.10.1 S61.5.31 

北西 隆蔵 S31.10.1 S32.3.31 大河内 博 S61.7.1 S62.6.2 

鈴木 利長 S32.4.5 S35.4.1 宮内 哲夫 S62.11.2 H10.9.30 

藤倉 薫 S35.4.2 S41.3.31 浅見 勲 H10.10.1 H18.9.30 

小林 栄次郎 S41.4.2 S45.9.30 岡野 栄二 H18.10.２ Ｈ28.3.31 

倉林 嘉四郎 S45.10.1 S49.4.19 池野 和己(現職) Ｈ28.4.1  

関 小平 S49.10.1 S51.6.30    

委 員 

中 野 住 衣 

委 員 

大 塚 崇 行 

委 員 

岡 田 栄 一 
(平成 24年 10月 1日～ 

平成 30年 9月 30日) 

歴代の教育長及び委員 

 教 育 長 

池 野 和 己 

 教育長職務代理者 

細 野 宏 道 

委 員 

小 池  智 司 
(平成 30年 10月 1日～) 

委 員 

内 田 み ど り 
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（２）歴代の教育委員会委員 【地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）施行後】 

氏 名 就任年月日 退任年月日 氏 名 就任年月日 退任年月日 

北西 隆蔵 S30.1.1 S31.9.30 秋山 衛 S55.10.1 S59.9.30 

山根 良朔 S30.1.1 S31.9.30 榎本 進 S56.10.25 H1.10.24 

水野 利吉 S35.10.1 S39.9.30 横井 真雄 S58.11.20 S62.11.19 

関根 宗次 S30.1.18 S31.9.30 北西 兵造 S59.10.1 H1.9.30 

藤倉 弥平 S30.12.31 S32.3.31 小松 義昭 S59.10.1 S63.9.30 

山田 良助 S30.12.31 S39.9.30 大河内 博 S61.7.1 S62.6.2 

新井 賢哉 S30.12.31 S32.3.31 宮内 哲夫 S62.11.2 H10.9.30 

細野 順作 S31.10.1 S32.3.31 畑  巌 S62.11.20 H3.11.19 

岡田 孝次郎 S32.4.5 S35.9.30 小澤 照雄 S63.10.1 H4.9.30 

石井 正衛 S32.4.5 S34.12.3 谷川 恵哉 H1.10.1 H8.9.30 

八木 武一 S32.4.5 S35.10.25 三澤 重雄 H1.10.25 H13.10.24 

鈴木 利長 S32.4.5 S35.4.1 佐野 基代江 H3.11.20 H7.11.19 

榎本 英治 S35.4.5 S44.9.30 宇高 良哲 H4.10.1 H8.9.30 

藤倉 薫 S35.4.2 S41.3.31 新井 安子 H7.11.20 H11.11.19 

黒須喜代松（瓦葺） S35.12.24 S38.9.30 永島 道二 H8.10.1 H12.9.30 

市村 賢作 
S38.10.1 S42.9.30 青木 恒夫 H8.10.1 H19.10.11 

S46.11.20 S50.11.19 浅見 勲 H10.10.1 H18.9.30 

鎌田 文三 S39.10.1 S43.9.30 井上 礼子 H11.11.20 H15.11.19 

関根 政 S39.10.1 S43.5.31 野原 利安 H12.10.1 H16.9.30 

小林 栄次郎 S41.4.2 S45.9.30 岸井 幸弘 H13.10.25 H21.10.24 

和気 寛道 S42.11.20 S46.11.19 野本 昭代 H15.11.20 H19.11.19 

大室 晴一 S43.7.15 S47.9.30 野澤 治雄 H16.10.1 H24.9.30 

鈴木 平八郎 S43.10.1 S59.9.30 河合 悦子 H19.12.25 H24.9.30 

河原塚 福司 S44.10.1 S46.10.21 本田 直子 H19.11.20 H27.11.19 

倉林 嘉四郎 S45.10.1 S49.4.19 岡野 栄二 H18.10.1 Ｈ28.3.31 

篠田 菊之助 S46.10.25 S48.9.30 吉田  るみ子 H24.10.1 Ｈ28.9.30 

平川 欣典 S47.10.1 S51.9.30 甲原 裕子 H21.10.1 H29.9.30 

松本 ハツ S48.10.25 S56.10.24 岡田 栄一 H24.10.1 H30.9.30 

関 小平 S49.10.1 S51.6.30 細野 宏道（現職） H21.10.25  

沖 種郎 S50.11.20 S54.11.19 中野 住衣（現職） H27.11.20  

榎本 吉英 S51.10.1 S55.9.30 大塚 崇行（現職） H28.10.1  

小林 弘 S51.10.1 S61.5.31 内田 みどり（現職） H29.10.1  

田島 尚 S54.11.20 S58.11.19 小池 智司（現職） H30.10.1  
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材
に

関
す
る
こ
と 

庶
務
・財
務
担
当 

施

設

担

当 

教育総務部 

○○部○○課 

網掛け 

…… 教育委員会事務局の組織 

…… 教育機関 

…… 所掌事務 

【平成３０年 10月１日現在】 

教
育
委
員
会
会
議
に
関
す
る
こ
と
、
教
育
行
政
の
企
画
調
整
、
広
聴
及
び
広
報
に
関
す
る
こ
と
、
文

書
事
務
に
関
す
る
こ
と
、
事
務
局
及
び
教
育
機
関
の
職
員
（県
費
負
担
教
職
員
を
除
く
）
の
人
事
、
給

与
、
研
修
、
服
務
及
び
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
、
入
学
準
備
金
及
び
奨
学
金
の
貸
付
け
に
関
す
る

こ
と
、
市
立
幼
稚
園
に
関
す
る
こ
と
、
学
校
の
予
算
に
関
す
る
こ
と
、
学
校
の
教
具
及
び
教
材
に
関
す

る
こ
と
、
学
校
の
用
に
供
す
る
財
産
の
管
理
に
関
す
る
こ
と 

学
校
の
施
設
の
整
備
・維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
、 

生

涯

学

習

課 

…… 指定管理施設 網 掛 け 
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４ 上尾市教育振興基本計画 
 

（１）基本計画の策定の趣旨 

上尾市教育委員会では、平成２３年３月

に、本市における教育の振興のための施策

に関する基本的な計画として、上尾市教育

振興基本計画（以下「第１期計画」とい

う。）を策定しました。 

 第１期計画では、本市における教育の基

本理念として、「夢・感動教育 あげお」

を掲げ、３つの基本方針、７つの基本目標

を定めるとともに、基本目標を達成するた

めの施策と具体的な取組を体系化して示しました。 

 市教育委員会では、第１期計画の計画期間である平成２３年度から平成２７年度までの

５年間、この計画に基づき、「夢・感動教育 あげお」の実現を目指し、、学校ＩＣＴの

推進をはじめ、いじめ根絶や未然防止、特別支援教育の充実、小中一貫教育への推進、ほ

める教育など、多くの取組を計画的かつ効果的に実施してまいりました。 

 この間、国や県においては、地方教育制度の見直し、学習指導要領の一部改訂、第 2 期

教育振興基本計画の策定など、様々な教育改革が進められてきています。少子高齢化の進

展や人口減少社会の到来、グローバル化や情報通信技術の進展など、社会の急速な変化に

対応するため、教育行政は不断の見直しも求められています。 

このため、上尾市教育委員会では、平成２８年度から平成３２年度までの５年間におけ

る、上尾市の教育の進むべき方向を明らかに示し、第２期の上尾市教育振興基本計画を新

たに策定しました。計画の中では、「夢・感動教育 あげお」の基本理念を引き続き継承

し、３つの基本方針「生きる力を育む」、「学ぶ喜びを育む」、「絆を育む」を掲げ、市

民の皆様が大きな夢を抱き、多くの感動を得られるような施策を実施してまいります。 

教育委員会をはじめ、学校や家庭、地域、多くの関係者の方々と共に「チーム上尾教育」

として、「夢・感動教育 あげお」の実現に向けて、教育の振興を図ってまいります。 

 

（２）上尾市教育振興基本計画の位置付け 

本計画は、教育基本法第１７条第２項の規定に基づき、平成２５年６月に策定された

国の第２期教育振興基本計画（平成２５年度から平成２９年度）及び平成２６年７月に

策定された第２期埼玉県教育振興基本計画（平成２６年度から平成３０年度）を参酌し、
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本市の実情に応じた教育の振興のための施策を総合的かつ計画的に推進するために定め

る基本的な計画です。 

また、本計画は「第５次上尾市総合計画」に示す上尾市の将来都市像「笑顔きらめく

“ほっと”なまち あげお」を実現するための教育分野における計画であり、本市の教

育関連計画においては、最上位に位置付けられます。 

上尾市教育委員会は、本計画に基づき年度ごとに重点施策を策定し、事業に取り組み

ます。 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「教育に関する大綱」とは、市長が総合教育会議において教育委員会と協議・調整 

を尽くし、教育に関する目標や施策の根本的な方針として定めるものです。 

 
  

第5次上尾市総合計画 後期基本計画
【計画期間】平成23年度から平成32年度 【計画期間】平成28年度から平成32年度

       教育に関する大綱 ※

・教育基本法
・第2期　教育振興基本計画（国）
・第2期　埼玉県教育振興基本計画

　　　　　　　  　　　　　　　　　・あげお子ども読書プラン　　　

　　　　　　　  　　　　　　　　　・上尾市スポーツ推進計画　　　　
　　　　　　　  　　　　　　　　　・上尾市図書館サービス計画　　　

「笑顔きらめく“ほっと”なまち あげお」

第２期　上尾市教育振興基本計画
【計画期間】平成28年度から平成32年度

「夢・感動教育　あげお」

      教育関連計画

　　　　　　 　 　　　　　　　　　・上尾市生涯学習振興基本計画　
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（３）上尾市における教育の基本的な考え方 

 

●基本理念 

上尾市では、平成２３年度から、第１期計画で掲げた「夢・感動教育 あげお」

を基本理念として、教育の振興に取り組んできました。 

この基本理念は、第１期計画において、おおむね１０年先を見通した基本理念と

したことから、第２期計画においても、引き続き「夢・感動教育 あげお」を基本

理念に掲げ、教育の振興に取り組んでいきます。 

 

 

夢・感動教育・あげお 

 

 

 

夢・・・知・徳・体の調和がとれ、夢や目標・志を持っ

て自己実現を目指す、変化の時代をたくましく

生き抜く自立した人間を育成する教育を実践し

ます。 

 

 

   感動・・・人と人とのつながりや学校・家庭・地域のつな

がりの輪を広げ、一体となって、共に生きるこ

との素晴らしさ、尊さを享受し、感動する心を

大切にする教育を実践します。 

 

 

 



〔 第１章 教育行政・教育財政 〕 

〔 ４ 上尾市教育振興基本計画 〕 9 

●基本方針 

基本理念「夢・感動教育 あげお」の実現のため、上尾市の教育が目指す基本的な考え

方として、次の３つの基本方針を定めます。 

 

生きる力を育む 
 

 

子供たちを取り巻く社会や環境が急速に変化する時代にあっては、個性を尊重するとと

もに能力を伸ばし、知・徳・体の調和を図りつつ、公共の精神、他者を思いやる気持ちや

感謝する心などを尊ぶ社会の一員として、自ら学び、考え、たくましく自立するための生

きる力を育むことが重要です。 

 

 

学ぶ喜びを育む 
  

 

学ぶことは、人々に楽しさや満足感、達成感などの喜びを与えてくれます。学ぶことに

よって得た喜びは、学び続けることへのきっかけとなり、人々の能力を向上させ、人生を

豊かにします。また、一人一人が学んだことを社会に生かすことで、社会全体の発展につ

ながります。全ての市民がいつでも、どこでも学ぶことができ、笑顔いっぱいの社会の実

現を目指し、学ぶ喜びを育むことが重要です。 

 

 

絆を育む 
 

 

少子高齢化やグローバル化が進展する社会を生き抜くためには、学校や家庭、地域、行

政はもとより、企業や大学、関係団体など社会全体が連携・協働して一体となって取り組

むことが必要です。 

  郷土に誇りと愛着を持つ人づくりや、より良い社会づくりのためには、市民一人一人が、

教育に対する関心を高め、主体的に教育に参画し、市民の絆を育むことが重要です。 
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●基本目標 

上尾市の教育の基本理念及び基本方針を踏まえて、平成２８年度から平成３２年度の

５年間をとおして、実施する施策の目標や方向性などを示すものとして、７つの基本目

標を定めます。 

 

〔基本目標Ⅰ〕 確かな学力と自立する力の育成  

創意工夫を生かして子供たちの確かな学力を育成するとともに、社会や環境の変化に

主体的に対応できる自立する力を育成します。 

 

〔基本目標Ⅱ〕 豊かな心と健やかな体の育成  

公共の精神、他者を思いやる気持ちや感謝する心など子供たちの豊かな心を育むとと

もに、いじめや不登校、非行・問題行動の防止などの課題に取り組みます。 

また、健康の保持・増進や体力向上などにより、健やかな体を育成します。 

 

〔基本目標Ⅲ〕 安心・安全で質の高い学校教育の推進  

子供たちの教育環境を整備・充実するとともに、教職員の資質向上を図り、質の高い

学校教育を推進します。 

また、子供たちを災害・犯罪から守るための安全対策を講じます。 

 

〔基本目標Ⅳ〕 学校・家庭・地域の連携と教育力の向上  

社会全体で教育に取り組む気運を高め、学校応援団など、学校・家庭・地域が一体と

なった教育を推進します。 

 

〔基本目標Ⅴ〕 生涯にわたる豊かな学びのサポート  

生きがい・つながり・心豊かなくらしを学びで創ることができるよう、市民の生涯学

習をサポートします。 

 

〔基本目標Ⅵ〕 文化芸術の創造と文化財の保護  

多様な文化芸術活動を支援するとともに、貴重な文化財の保存・活用に取り組みます。 

 

〔基本目標Ⅶ〕 健康で活力に満ちた生涯スポーツ活動の推進  

生涯にわたり心身ともに健康で活力に満ちた生活を営むため、スポーツ・レクリエー

ションに親しむことができる機会と場の提供に取り組みます。  
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小・中学校新規採用・

転入教職員等着任式 

小学校 5 年生のドッジボール大会 

中学校３年生の 

オーストラリア海外派遣研修 
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５ 平成３０年度 上尾市教育行政重点施策 

 

平成３０年度は、学校教育に係る新たな取組として、先行的に「コミュニティ・スク

ール」を導入した学校に、学校運営協議会を設置し、学校、家庭、地域が一体となって

児童生徒を育てる「地域とともにある学校」を目指します。 

生涯学習・スポーツの分野では、市民の皆さまが、社会にゆとりと潤いを実感し、心

豊かな生活が実現できるよう、その推進・充実に努めてまいります。 

上尾市教育委員会としましては、学校・家庭・地域・関係機関が一体となった教育を

推進するとともに、関係機関との連携を深めながら各種事業を推進してまいります。 

 

〔基本目標Ⅰ〕 確かな学力と自立する力の育成  
児童生徒が、今後更に進展する情報化・グローバル化などの社会の変化に対応し、生き

る力を育むために、魅力ある学校づくり及び学力向上支援を推進し、「確かな学力」を育

成するとともに、小・中学校に外国語指導助手（ALT)を配置し、外国語教育の推進に取り

組みます。 

また、教育の始まりとなる幼児期の教育については、生涯にわたる人格形成の基礎を培

う重要なものであり、幼児教育の質の向上に取り組み、幼・保・小・中の連携を強化し、

一貫した教育の推進を図ります。 

学級担任等の補助を行うアッピースマイルサポーターや、中学校１年生で少人数学級を

編制するためのアッピースマイル教員を配置することにより、きめ細やかな指導の充実や

中１ギャップの解消に取り組みます。 

日本語が理解できない児童生徒に日本語習得の援助及び指導を行うため、在籍する小・

中学校に日本語指導員を配置し、スムーズな就学を支援します。 

特別支援教育については、小学校特別支援学級に特別支援学級補助員を、障害のある児

童生徒が在籍する通常の学級にアッピースマイルサポーターを配置し、インクルーシブ教

育システムを強化するため、一人一人の教育的ニーズに応じ、さらにきめ細やかな指導・

支援の充実を図ります。 

 

（施策と重点的な取組）                                     ★は重点事業 

施策１  創意工夫を生かした教育指導の実施 

① 確かな学力の定着と学力向上の推進      ② 魅力ある学校づくりの推進  
 

■主要事業 

★さわやかスクールサポート事業（学級支援） ★魅力ある学校づくり事業 

○指導方法改善事業 ★学力向上支援事業 

 

施策２  グローバル化に対応する教育の推進 

① 伝統文化に親しむ教育の推進 ③ 持続可能な循環型社会の実現のための 

② 外国語教育の推進                    教育の推進 
 

■主要事業 

○日本語指導職員派遣事業 ○教育研究開発事業 

★ＡＬＴ活用事業 ○英語教育推進事業（新規） 

○中学生海外派遣研修事業 
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施策３  キャリア教育の充実 

① キャリア教育の推進                 ② 中学校での進路指導体制の充実 
 

■主要事業 

○中学生社会体験チャレンジ事業 

 

施策４  小中一貫に向けた教育の推進 

① 小中一貫を見据えた教育課程の編成      ② 各学校種間の協力と連携の推進 
 

■主要事業 

★（再掲）さわやかスクールサポート事業（学級支援）    ○教科用図書等整備事業 

★（再掲）学力向上支援事業 

 

施策５  特別支援教育の推進 

① 特別支援教育体制の充実            ② インクルーシブ教育の推進 
 

■主要事業 

★（再掲）さわやかスクールサポート事業（学級支援）    ○中学校特別支援教育就学奨励事業 

★特別支援学級補助員派遣事業               ★特別支援教育推進事業 

○小学校特別支援教育就学奨励事業             

 

 

〔基本目標Ⅱ〕 豊かな心と健やかな体の育成  

豊かな心を育むため、道徳教育や人権教育、体験活動を充実するとともに、関係各所と

連携し教育相談体制を強化します。 

また、「上尾市いじめの防止等のための基本的な方針」に基づき策定された各学校の

「いじめの防止基本方針」により、いじめの未然防止・早期解決を推進します。さらに、

近年のＳＮＳ等によるインターネットでのいじめを防ぐため、管理体制を整え、各学校へ

情報提供を行います。 

いじめホットラインやメールによる相談受付を行い、児童生徒・保護者等の緊急相談に

対応し、いじめ早期解消を図るとともに、スーパーバイザーによる研修を活用するなど教

育センターの相談機能の充実を図ります。また、いじめや不登校で悩みを抱える児童生

徒・保護者の相談に丁寧かつ柔軟に対応するため、教育センターとさわやか相談室の機能

的な連携を図り、教育相談体制を整えます。 

定期健康診断や日常の健康観察、学校保健委員会などの活動を通じて、児童生徒の健康

保持・増進を図ります。 

アレルギー疾患を持つ児童生徒への対応については、家庭や関係機関とも連携し、管理

指導体制を整えながら統一的な対応を図ります。 

食育の推進については、食に関する指導を充実させるとともに、地場産物の食材を学校

給食に取り入れ、安全・安心な学校給食を提供します。 

 

（施策と重点的な取組）                                      ★は重点事業 



〔 第１章 教育行政・教育財政 〕 

14 〔 ５ 平成３０年度 上尾市教育行政重点施策 〕 

施策１  豊かな心を育む教育の推進 

① 道徳教育の充実 ④ 読書活動の推進 

② 特別活動・部活動の充実 ⑤ ボランティア・福祉教育の充実 

③ 体験活動の充実  
 

■主要事業 

○学習支援事業 ○（再掲）教科用図書等整備事業 

○さわやかスクールサポート事業（学校図書館支援） ○（再掲）指導方法改善事業 

○小中学校音楽会開催事業                            

 

施策２  生徒指導の充実 

① 生徒指導体制の充実 ③ いじめ・暴力行為防止対策の推進 

② 総合的な不登校対策の推進 ④ 非行・問題行動防止対策の推進 
 

■主要事業 

○生徒指導推進事業 ★いじめ根絶対策事業（防止事業） 

★さわやか相談室運営事業 ★いじめ根絶対策事業（相談事業） 

 

施策３  人権教育の推進 

① 人権教育推進体制の充実 ③ 人権教育研修の充実 

② 人権感覚育成プログラムの活用 ④ 啓発活動の推進 
 

■主要事業 

○人権教育推進事業                      ★（再掲）いじめ根絶対策事業（防止事業） 

 

施策４  学校教育相談の充実 

① 教育相談体制の充実 ③ 就学相談の充実 

② 学校適応指導教室の充実 ④ 学校・教育センターの連携推進 
 

■主要事業 

○教育センター管理運営事業 ★（再掲） いじめ根絶対策事業（防止事業） 

○不登校児童生徒の学校適応指導事業 ★（再掲） いじめ根絶対策事業（相談事業） 

★教育相談事業                         ○就学支援委員会運営事業 

 

施策５  児童生徒の体力向上 

① 体育授業の充実 ③ 体力向上委員会及び体育主任会の充実 

② 体育的行事の充実 ④ 部活動支援の充実 
 

■主要事業 

○中学校部活動支援事業 ○児童生徒体力向上推進事業 

 

施策６  学校保健の充実 

① 保健教育の推進      ② 保健管理の推進      ③ 学校保健組織活動の推進 
 

■主要事業 

★学校健康診断及び健康管理事業 ○学校環境衛生検査事業 
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施策７  食育の推進・学校給食の充実 

① 食に関する指導の充実      ② 学校給食の充実      ③ 学校給食の衛生管理の徹底 
 

■主要事業 

○小学校給食調理支援事業 ○中学校給食調理業務委託事業 

○小学校給食室設備整備事業 ○中学校給食献立作成事業 

○小学校給食室衛生管理推進事業 ○中学校給食共同調理場管理運営事業 

○調理場備品等整備事業  

 

 

〔基本目標Ⅲ〕 安心・安全で質の高い学校教育の推進  

教職員が様々な課題に対応し質の高い教育活動を展開するため、学校経営の改善・充実

や教職員の資質の向上に努めるとともに、児童生徒の人間として調和のとれた育成を目指

して、教育課程を編成し、指導方法の改善に積極的に取り組みます。 

学校と保護者や地域が協働しながら児童生徒の豊かな成長を支え、「地域とともにある

学校づくり」を進める学校運営協議会を設置します。 

児童生徒が安全・安心な学校生活を送れるよう、災害や犯罪から身を守るための防災・

防犯教育や、自転車事故を防ぐための交通安全教育を実施します。 

救急救命については、全小・中学校において児童生徒を対象に理解を深める機会を設け、

ＡＥＤの使用方法を含む心肺蘇生法研修を全教職員へ実施します。 

教職員の応急手当普及員については、消防署の協力を得て「資格講習会」及び「資格更

新講習会」を実施することにより、増員を図るとともに、全小・中学校に有資格者が在籍

する体制を維持します。 

学校図書館については、引き続き国の地方財政措置を利用し、学校図書館図書標準

100％達成校の拡充を目指します。 

また、書架の増設や学習しやすい環境づくりに努めるとともに、教育ニーズに沿った蔵

書構成となるよう、図書や資料の適切な廃棄・更新を行います。 

情報化社会に対応する大型モニタやデジタル教科書などのＩＣＴ機器、ＩＣＴ機材を積

極的かつ効率的に活用し、教育内容の多様化にも対応できる教育環境の維持・充実に取り

組みます。 

また、教育委員会と全小中学校を繋ぐ小中学校専用ネットワークシステムの安定的かつ

情報セキュリティ-を重視した運用管理を行います。 

さらに、普通教室へのネットワーク整備や無線タブレット等のＩＣＴ機器の活用におけ

る課題を精査し、さらなる学校ＩＣＴ環境整備の推進に活かします。 

学校施設の更新計画を策定し、学校施設本来の更新をはじめとする施設更新と非構造部

材の耐震化や施設、設備の整備を促進し、安全で快適に学べる教育・学習環境の施設、設

備等の充実を図ります。 

経済的理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対しては、学用品費、校

外活動・修学旅行費、学校給食費など学校生活に必要な費用の援助を行い、児童生徒が安

心して学校に通えるよう支援し、経済的理由による教育格差のない義務教育を実現します。 

更に、新入学児童生徒学用品費の入学前支給を実施し、入学時の保護者負担を軽減しま

す。 
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（施策と重点的な取組）                                      ★は重点事業 

施策１  教職員の資質・能力の向上 

① 教職員の研修の充実 ③ 教職員の服務の厳正と事故防止の徹底 

② 人事評価制度の活用 ④ 教職員の健康管理・メンタルヘルスの推進 
 

■主要事業 

★（再掲）魅力ある学校づくり事業 ○（再掲）学習支援事業 

★（再掲）学力向上支援事業 ○（再掲）教科用図書等整備事業 

○（再掲）指導方法改善事業                 ○教職員健康管理事業 

○（再掲）教育研究開発事業 

 

施策２  学校経営の改善・充実 

① 学校評価の活用     ② 特色ある教育課程の編成・実施    ③ 学校評議員制度の充実 
 

■主要事業 

○通学区域検討事業 ○（再掲）学習支援事業 

○学校評議員制度運営事業 ★コミュニティ・スクール推進事業 

 

施策３  学校環境の整備・充実 

① 施設老朽化対策の推進 ② 学校図書館図書・教材の整備・充実 
 

■主要事業 

★学校施設更新計画策定事業 ※新規          ○中学校教育教材整備事業 

★小学校図書整備事業                    ○小学校管理運営事業 

★中学校図書整備事業                    ○中学校管理運営事業 

○小学校教育教材整備事業 

 

施策４  ＩＣＴ教育の推進 

① ＩＣＴ機器を使用した新たな授業の創造 ② 教職員のＩＣＴ活用研修の充実 
 

■主要事業 

○（再掲）指導方法改善事業 ★中学校コンピュータ整備事業 

★小学校コンピュータ整備事業  

 

施策５  学校安全の推進 

① 生活安全・防犯教育の推進 ④ 学校安全管理の徹底 

② 交通安全教育の推進 ⑤ 学校安全パトロール事業の推進 

③ 防災教育の推進 ⑥ 通学路安全対策事業の実施 
 

■主要事業 

★児童生徒安全推進事業 ○学校安全パトロール事業  

○通学路安全対策事業                    ○通学区見直し区域登下校サポート事業  

 

施策６  就学支援の充実 

① 進学に対する支援 ② 就学に対する援助 
 

■主要事業 

○入学準備金・奨学金貸付事業 ○要保護児童生徒医療費援助事業 

★小学校就学援助費補助事業 ○準要保護児童生徒給食費援助事業 

★中学校就学援助費補助事業 
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〔基本目標Ⅳ〕 学校・家庭・地域の連携と教育力の向上  

社会全体で教育に取り組む機運を高め、ＰＴＡ・学校応援団の活動をはじめ、上尾市教

育月間、学校ファームなどの取組や活動の充実を図ります。また、「コミュニティ・スク

ール」を導入し、学校・家庭・地域が一体となって児童生徒を育てる「地域とともにある

学校」を目指します。 

さらに、市ＰＴＡ連合会や地域団体との連携や、市内幼稚園等の保護者会への支援によ

り、家庭教育推進事業等の取組を通して、家庭の教育力の向上を図ります。  

 

（施策と重点的な取組）                                      ★は重点事業 

施策１  学校・家庭・地域が連携した教育活動の推進 

① 学校応援団活動の充実                ③ 学校・家庭・地域・関係機関の連携推進 

② ＰＴＡ活動の活性化の推進 
 

■主要事業 

★元気な学校をつくる地域連携推進事業              ○社会教育団体等補助事業 

★（再掲）コミュニティ・スクール推進事業 

 

施策２  家庭教育の充実 

① 家庭教育推進活動の実施                ② 親の学習の推進 
 

■主要事業 

★家庭教育推進事業 

 

 

〔基本目標Ⅴ〕 生涯にわたる豊かな学びのサポート  

いつでも、どこでも、だれもが学びたいときに学べる体制を整備しながら、自己実現と

地域参加を積極的に支援します。また、市民一人一人が人権を尊重し合う社会を実現する

ための施策を推進します。 

公民館講座事業については、講座の目的や対象をより明確にし、体系的に実施すること

で、市民に多種多様な学習機会を提供します。  

市民の多様な学習要望に対応するため、大学や民間企業と連携して事業を実施していき

ます。特に「子ども大学あげお・いな・おけがわ」及び「あげお子ども大学」では大学や

他の自治体等と連携し、子供たちの知的好奇心を刺激する学習機会を提供します。  

成人式事業として、新成人の前途を祝し成人式を開催し、「上尾」というふるさとへの

意識を高め、社会人として、市民として自覚を促します。 

人権教育集会所では、人権意識の高揚や市民の学習活動を支援するため、講座等の事業

を実施します。また、地域交流の拠点として施設を活用します。 

図書館は、多様化・専門化する市民のニーズに応じて、広い視野で様々な資料・情報の

収集・提供に努めるとともに、本館、分館・公民館図書室を含めた上尾市図書館全体のサ

ービスの更なる充実に向け取り組みます。 

また、子どもの読書活動支援センターは、学校図書館の充実とアッピースマイル学校図
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書館支援員の資質向上、学校応援団の読み聞かせボランティアの育成や支援に努め、子ど

もたちに身近な学校の読書環境を整備していきます。さらに、保護者が絵本について気軽

に相談できる環境を整えます。 

 

（施策と重点的な取組）                                      ★は重点事業 

施策１  生涯学習情報の発信 

① 生涯学習・社会教育情報の収集・提供 ② 生涯学習グループ・指導者の情報発信 
 

■主要事業 

○生涯学習指導者活動推進事業  

 

施策２  生涯学習機会の提供 

① 多様な学びの機会の提供 ③ 地域への関心を高める学びの機会の提供 

② 連携・協働による学びの機会の提供 
 

■主要事業 

★公民館講座事業 ★成人式事業 

★大学等との連携による生涯学習推進事業 

 

施策３  生涯学習の体制と生涯学習施設等の充実 

① 生涯学習振興基本計画の推進 ③ 生涯学習拠点の整備 

② 生涯学習体制の充実 ④ 学んだ成果を生かせる環境整備 
 

■主要事業 

○社会教育委員会議運営事業 ○公民館管理運営事業 

○公民館運営審議会運営事業 ○学校施設開放（生涯学習）事業                 

○（再掲）社会教育団体等補助事業 ○（再掲）生涯学習指導者活動推進事業 

 

施策４  人権教育の推進 

① 人権教育の推進                ② 人権教育集会所事業の推進 
 

■主要事業 

○人権教育推進事業 ○人権教育集会所管理事業 

★人権教育集会所運営事業 

 

施策５  図書館運営の充実 

① 図書館資料の整備・充実 ③ 「子どもの読書活動」の推進 

② 図書館サ－ビスの充実 ④ 図書館施設の整備・充実 
 

■主要事業 

○図書館運営事業 ★子どもの読書活動支援センター運営事業 

○図書館施設管理事業 ○ブックスタート事業 

★図書館資料整備事業 ○セカンドブックスタ－ト事業 

○視聴覚ライブラリー事業              
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〔基本目標Ⅵ〕 文化芸術の創造と文化財の保護  

人々がゆとりと潤いを実感できる社会に欠かすことのできない文化芸術を支援し、心豊

かな生活の実現に寄与します。また、長い歴史や風土の中で育まれてきた地域の文化財を

市民の誇りとして守ります。 

市民の美術活動の普及を図り、市民文化の向上に寄与することを目的に市美術展覧会を

開催します。日本画、洋画、立体造形、工芸、書、写真の６部門から成り、毎年多くの作

品が出品されています。 

市民音楽祭は、上尾市内で活動している音楽（合唱、邦楽、吹奏楽・器楽）に親しむグ

ループの発表の場であるとともに、市民に音楽鑑賞の機会を提供する音楽祭です。実行委

員会形式で実施する過程を通し、出演グループ同士の交流も図られます。 

音楽家芸術活動支援事業として、上尾市在住（又は上尾にゆかりのある）音楽家の市内

での芸術活動を支援するとともに、市民が気軽に楽しめる芸術鑑賞の機会を提供するため、

上尾の音楽家による本格的なクラシックコンサートを開催します。また、上尾市ゆかりの

芸術家による美術展を開催し、市民に優れた芸術作品に触れる機会を文化芸術振興事業と

して行います。 

文化財保護の意識啓発のため、文化財を活用した事業を実施し、市民の学習活動や学校

教育活動の中で、文化財の活用を図ります。 

保護の対象となる文化財の調査を行い指定・登録を更に進め、保存・継承のために必要

な事業を実施するほか、国登録有形民俗文化財「上尾の摘田・畑作用具」について、国庫

補助金を活用し、資料調査整備委員会の下、調査事業を引き続き実施します。 

さらに、市制施行 60 周年記念事業として、民俗芸能公演を開催し、市内外の民俗芸能

を上演し、その勇壮さと華やかさを堪能して理解を深めていただき、継承と発展に寄与し

ます。 

 

（施策と重点的な取組）                                      ★は重点事業 

施策１  文化芸術の振興 

① 文化芸術活動の推進 ② 文化芸術活動の場の充実 
 

■主要事業 

★文化芸術振興事業 ★市民音楽祭事業 

★美術展覧会事業 ○上尾市ギャラリー管理運営事業 

★音楽家芸術活動支援事業 

 

施策２  文化財の保護 

① 文化財の調査と指定・登録 ③ 歴史資料の収集・保存 

② 無形民俗文化財の継承と活動支援 ④ 文化財・歴史資料の活用 
 

■主要事業 

★文化財調査・保存事業 ★「上尾の摘田・畑作用具」資料調査整備事業 

○文化財保護審議会運営事業 ○歴史資料調査事業 

○埋蔵文化財調査事業                    ○市史担当分室及び資料室管理事業 

★文化財保護啓発事業 ★市制施行６０周年記念民俗芸能公演事業 ※新規 
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〔基本目標Ⅶ〕 健康で活力に満ちた生涯スポーツ活動の推進  
スポーツ・レクリエーション活動への参加意識が高まる中、市民が自身の健康と体力向

上を目指すために、活動の機会や場の提供を行います。 

スポーツ・レクリエーション事業については、シティマラソンや市民体育祭など各種大

会を開催しています。また、上尾市体育協会が創立６０周年を迎えることから、記念事業

を検討します。 

学校施設開放（スポーツ振興）事業及び屋外スポーツ施設管理運営事業については、市

民が安全に利用することができるよう、老朽化したスポーツ施設や学校開放施設（社会体

育トイレ）などの修繕、整備を、引き続き行っていきます。また、平塚サッカー場の改修

について、取り組んでまいります。 

 

（施策と重点的な取組）                                      ★は重点事業 

施策１  スポーツ・レクリエーション事業の充実 

① スポーツイベントの充実              ② 子供のスポーツ機会の充実 
 

■主要事業 

★スポーツ大会・教室等開催事業 ○全国中学生空手道選抜大会開催支援事業 

○子どもの体力向上地域連携事業                ○全国高等学校総合体育大会開催事業 ※新規 

 

施策２  スポーツ施設の整備・充実 

① スポーツ施設の整備と管理運営         ② 学校体育施設の開放と設備の充実 
 

■主要事業 

★学校施設開放（スポーツ振興）事業 〇市民体育館管理運営事業 

★屋外スポーツ施設管理運営事業             ★平塚サッカー場改修事業 ※新規 

 

施策３  スポーツ指導者の育成 

① スポーツ推進委員活動の充実          ② スポーツ指導者の育成・活用 
 

■主要事業 

○スポーツ活動推進事業 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

施策４  スポーツ・レクリエーション活動の支援 

① スポーツ・レクリエーション団体の育成・支援  ② 総合型地域スポーツクラブの支援 

■主要事業 

★（再掲）スポーツ大会・教室等開催事業 

 



〔 第１章 教育行政・教育財政 〕 

〔 ６ 教育委員会 会議 〕 21 

６ 教育委員会 会議 

 （１）平成２９年度 教育委員会会議の開催状況 

定例会・臨時会 開催日時 場 所 
出席 

委員数 

平成 2９年 ４月定例会 平成 29 年 4 月 18 日（火） 15：32～17：15 
上尾市役所 
教育委員室 

6 人 

平成 2９年 ５月定例会 平成 29 年 5 月 22 日（月） 9：30～10：40 
上尾市役所 
教育委員室 

6 人 

平成 2９年 ６月定例会 平成 29 年 6 月 23 日（金） 13：30～13：57 
上尾市役所 
教育委員室 

6 人 

平成 2９年 ７月定例会 平成 29 年 7 月 21 日（金） 13：30～15：24 
上尾市役所 
教育委員室 

6 人 

平成 2９年 8 月定例会 平成 29 年８月 18 日（金） 13：30～15：29 
上尾市役所 
教育委員室 

6 人 

平成 2９年 9 月定例会 平成 29 年 9 月 25 日（月） 9：30～10：15 
上尾市役所 
教育委員室 

6 人 

平成 2９年 10 月定例会 平成 29 年 10 月 19 日（木） 10：30～12：03 
上尾市役所 

教育委員室 
６人 

平成 2９年 11 月定例会 平成 29 年 11 月 22 日（水） ８：30～９：４１ 
上尾市役所 
教育委員室 

６人 

平成 2９年 12 月定例会 平成 29 年 12 月 21 日（木） 9：30～10：07 
上尾市役所 

教育委員室 
６人 

平成３０年 1 月定例会 平成 30 年 1 月 25 日（木） 9：30～11：07 
上尾市役所 
大会議室 

６人 

平成３０年 2 月定例会 平成 30 年 2 月 20 日（火） 13：30～15：45 
上尾市役所 
大会議室 

６人 

平成３０年 3 月定例会 平成 30 年 3 月 22 日（木） 9：30～10：50 
上尾市役所 

教育委員室 
６人 

〔教育委員会定例会〕 
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（２）平成２９年度 教育委員会議決案件 

議案番号 議 案 名 
採決 
結果 

議決 

番号 
議決 

年月日 

議案第23 号 上尾市スポーツ推進審議会委員の任命について 
全員一致 
原案可決 

議決第
23 号 

平成 2９年 
4 月 18 日 

議案第24 号 上尾市教育委員会が任用する一般職非常勤職員の任用に
関する規則の制定について 

全員一致 
原案可決 

議決第
24 号 

議案第25 号 
上尾市教育委員会が任用する一般職非常勤職員の勤務時
間、休日及び休暇に関する規則の制定について 

全員一致 

原案可決 
議決第
25 号 

議案第26 号 
上尾市教育委員会が任用する一般職非常勤職員をもって
充てる職の設置に関する規則の制定について 

全員一致 
原案可決 

議決第
26 号 

議案第２7 号 
上尾市社会教育指導員設置規則等を廃止する規則の制定
について 

全員一致 
原案可決 

議決第
27 号 

議案第２8 号 
上尾市立小・中学校使用教科用図書の採択に関する規則
の一部を改正する規則の制定について 

全員一致 

原案可決 
議決第
28 号 

議案第29 号 
上尾市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則の制
定について 

全員一致 

原案可決 
議決第
29 号 

議案第30 号 
上尾市教育委員会が任用する一般職非常勤職員の勤務日
数、勤務時間等に関する規程の制定について 

全員一致 

原案可決 
議決第
30 号 

議案第31 号 
上尾市入学準備金・奨学金貸付条例施行規則の一部を改
正する規則の制定について 

全員一致 
原案可決 

議決第
31 号 

平成 29 年 
5 月 22 日 

議案第32 号 上尾市公民館運営審議会委員の委嘱について 
全員一致 

原案可決 
議決第
32 号 

議案第33 号 上尾市人権教育推進協議会委員の委嘱について 全員一致 
原案可決 

議決第
33 号 

議案第34 号 
上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公
務災害補償に関する条例の一部を改正する条例の制定に
係る意見の申出について 

全員一致 
原案可決 

議決第
34 号 

議案第35 号 上尾市立中学校給食共同調理場運営委員会委員の委嘱又
は任命について 

全員一致 
原案可決 

議決第
35 号 

議案第36 号 平成２９年度上尾市一般会計補正予算に係る意見の申出
について 

全員一致
原案可決 

議決第
36 号 

議案第37 号 上尾市立人権教育集会所運営委員会委員の委嘱又は任命
について 

全員一致 
原案可決 

議決第
37 号 

平成 29 年 
6 月 23 日 

議案第38 号 平成３０年度使用小学校用教科用図書の採択について 
全員一致 
原案可決 

議決第
38 号 平成 29 年 

7 月 21 日 
議案第39 号 上尾市図書館協議会委員の委嘱又は任命について 

全員一致 
原案可決 

議決第
39 号 

議案第40 号 平成２８年度上尾市一般会計歳入歳出決算の認定に係る
意見の申出について 

全員一致 
原案可決 

議決第
40 号 

平成 29 年 
8 月 18 日 

議案第41 号 平成２９年度上尾市一般会計補正予算に係る意見の申出
について 

全員一致 
原案可決 

議決第
41 号 

議案第42 号 財産の取得に係る意見の申出について 全員一致 
原案可決 

議決第
42 号 

議案第43 号 工事請負契約の締結に係る意見の申出について 
全員一致 
原案可決 

議決第
43 号 

議案第44 号 工事請負契約の締結に係る意見の申出について 
全員一致 

原案可決 
議決第
44 号 

議案第45 号 工事請負契約の締結に係る意見の申出について 
全員一致 

原案可決 
議決第
45 号 
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議案番号 議 案 名 
採決 
結果 

議決 

番号 
議決 

年月日 

議案第46 号 工事請負契約の締結に係る意見の申出について 
全員一致 

原案可決 
議決第 
46 号 

議案第47 号 平成３０年度当初教職員人事異動の方針について 
全員一致 

原案可決 
議決第 
47 号 平成 29 年 

9 月 25 日 
議案第48 号 上尾市立小・中学校通学区域に関する規則の一部を改正

する規則の制定について 
全員一致 

原案可決 
議決第 
48 号 

議案第49 号 上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する条例施行規則の
一部を改正する規則の制定について 

全員一致 

原案可決 
議決第 
49 号 

平成 29 年 
10 月 19 日 

議案第50 号 上尾市入学準備金・奨学金貸付条例施行規則の一部を改
正する規則の制定について 

全員一致 

原案可決 
議決第 
50 号 

平成 29 年 
11 月 22 日 

議案第51 号 平成３０年度当初給食調理員人事異動方針について 
全員一致 

原案可決 
議決第 
51 号 

議案第52 号 
平成２９年度教育に関する事務の管理及び執行の状況に
ついて 

全員一致 

原案可決 
議決第 
52 号 

議案第53 号 
平成３０年度上尾市小・中学校教育指導計画基本方針に
ついて 

全員一致 

原案可決 
議決第 
53 号 

議案第54 号 上尾市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 
全員一致 

原案可決 
議決第 
54 号 

議案第55 号 
上尾市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則
の制定について 

全員一致 

原案可決 
議決第 
55 号 

平成 2９年 

12 月 21 日 
議案第56 号 

上尾市教育委員会が任用する一般職非常勤職員の勤務日
数、勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓令の制
定について 

全員一致 

原案可決 
議決第 
56 号 

議案第1 号 上尾市立人権教育集会所運営委員会委員の委嘱について 
全員一致 

原案可決 
議決第 
1 号 平成 30 年 

1 月 25 日 
議案第2 号 行政文書非公開決定処分に係る審査請求に対する裁決に

ついて 

全員一致 

原案可決 
議決第 
2 号 

議案第3 号 上尾市スポーツ推進審議会委員の委嘱について 
全員一致 

原案可決 
議決第 
3 号 

平成 30 年 

2 月 20 日 

議案第4 号 上尾市立小・中学校通学区域に関する規則の一部を改正
する規則の制定について 

全員一致 

原案可決 
議決第 
4 号 

議案第5 号 平成３０年度上尾市教育行政重点施策の策定について 
全員一致 
原案可決 

議決第 
5 号 

議案第6 号 公の施設の指定管理者の指定について 全員一致 
原案可決 

議決第 
6 号 

議案第7 号 
上尾市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償
に関する条例の一部を改正する条例の制定に係る意見の
申出について 

全員一致 
原案可決 

議決第 
7 号 

議案第8 号 
上尾市一般職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償
に関する条例の一部を改正する条例の制定に係る意見の
申出について 

全員一致 
原案可決 

議決第 
8 号 

議案第9 号 
教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正に係
る意見の申出について 

全員一致 
原案可決 

議決第 
9 号 

議案第10 号 平成２９年度上尾市一般会計補正予算に係る意見の申出
について 

全員一致 
原案可決 

議決第 
10 号 

議案第11 号 
平成３０年度上尾市一般会計予算に係る意見の申出につ
いて 

全員一致 
原案可決 

議決第 
11 号 

議案第12 号 平成３０年度当初教職員人事異動に係る内申について 全員一致 
原案可決 

議決第 
12 号 
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議案番号 議 案 名 
採決 
結果 

議決 

番号 
議決 

年月日 

議案第13 号 
上尾市教育委員会が任用する一般職非常勤職員をもって
充てる職の設置に関する規則の一部を改正する規則の制
定について 

全員一致 
原案可決 

議決第 
13 号 

平成 30 年 

3 月 22 日 

議案第14 号 上尾市立幼稚園管理規則の一部を改正する規則の制定に
ついて 

全員一致 
原案可決 

議決第 
14 号 

議案第15 号 
上尾市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則の制
定について 

全員一致 
原案可決 

議決第 
15 号 

議案第16 号 上尾市学校運営協議会規則の制定について 全員一致 
原案可決 

議決第 
16 号 

議案第17 号 上尾市学校運営協議会委員の任命について 
全員一致 
原案可決 

議決第 
17 号 

議案第18 号 
上尾市教育委員会が任用する一般職非常勤職員の勤務日
数、勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓令の制
定について 

全員一致 
原案可決 

議決第 
18 号 

議案第19 号 上尾市文化財保護審議会委員の委嘱について 
全員一致 
原案可決 

議決第 
19 号 

議案第20 号 
教育委員会事務局及び教育機関の職員の人事異動につい
て 

全員一致 
原案可決 

議決第 
20 号 

 

 

７ 平成２９年度教育委員会委員の主な活動 

月 日 件 名 場 所 

4 月3 日 小・中学校新採用・転入教職員等着任式 上尾小学校 

4 月6 日 上尾市学校評議員委嘱式及び研修会 上尾市コミュニティセンター 

4 月10 日 小・中学校入学式 各小・中学校 

4 月18 日 教育委員会 4 月定例会 上尾市役所 

5 月11 日 
上尾・桶川・伊奈教育委員会連絡協議会総会 

桶川市 
埼玉県南部地区教育委員会連合会総会 

5 月22 日 
教育委員会 5 月定例会 上尾市役所 

市町村教育委員会連合会総会 川越市 

5 月26 日 関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会 神奈川県 大和市 

6 月23 日 教育委員会 6 月定例会 上尾市役所 

7 月６日 上尾・桶川・伊奈教育委員会連絡協議会視察研修 東京都 

7 月21 日 教育委員会７月定例会 上尾市役所 

7 月25 日 埼玉県市町村教育委員会教育委員研究協議会 さいたま市 

８月18 日 教育委員会 8 月定例会 上尾市役所 

9 月1６日 中学校体育祭 市内中学校 

9 月19 日、20 日、24 日 小学校運動会 市内小学校 

9 月25 日 教育委員会 9 月定例会 上尾市役所 

９月30 日 小学校運動会 平方小学校 

１０月7 日 向原分校体育祭 向原分校 

10 月８日 上尾市民体育祭 上尾運動公園 
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月 日 件 名 場 所 

10 月14 日 平方幼稚園運動会 平方幼稚園 

10 月17 日 上尾市小学校陸上競技大会 上尾運動公園 

10 月19 日 教育委員会 10 月定例会 上尾市役所 

10 月２６日 上尾小学校委嘱研究発表 上尾小学校 

10 月30 日 瓦葺中学校委嘱研究発表 瓦葺中学校 

10 月31 日 中央小学校委嘱研究発表 中央小学校 

11 月8 日 瓦葺小学校委嘱研究発表 瓦葺小学校 

11 月15 日 南中学校委嘱研究発表 南中学校 

11 月16 日 上尾市小・中学校音楽会 上尾市文化センター 

11 月1９日 第 30 回 上尾シティマラソン 上尾運動公園 

11 月20 日 太平中学校委嘱研究発表 太平中学校 

11 月22 日 
教育委員会 11 月定例会／教育懇談会 上尾市役所 

大石南小学校委嘱研究発表 大石南小学校 

12 月21 日 教育委員会 12 月定例会 上尾市役所 

1 月4 日 平成 30 年教育委員会年頭式 上尾市役所 

1 月7 日 成人式 上尾市文化センター 

1 月23 日 鴨川小学校委嘱研究発表 鴨川小学校 

1 月24 日 東町小学校委嘱研究発表 東町小学校 

1 月25 日 
教育委員会 1 月定例会 上尾市役所 

平成 29 年度市町村教育委員会研究協議会 東京都 

1 月31 日 大谷小学校委嘱研究発表 大谷小学校 

2 月8 日 富士見小学校委嘱研究発表 富士見小学校 

2 月11 日 上尾市民駅伝競走大会 上尾運動公園 

2 月16 日 平成 29 年度市町村教育委員会研究協議会 東京都 

2 月20 日 教育委員会 2 月定例会／総合教育会議 上尾市役所 

3 月15 日 中学校卒業証書授与式 各中学校 

3 月22 日 教育委員会 3 月定例会 上尾市役所 

3 月23 日 小学校卒業証書授与式 各小学校 

 

 

  

 

 

 

 

 

〔教育委員の学校訪問〕 
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議会費

428,895 

0.7%

総務費

6,000,569 

9.4%

民生費

29,639,929 

46.5%

衛生費

5,582,039 

8.8%

農林水産業費

185,532 

0.3%

商工費

447,568 

0.7%

土木費

4,550,615 

7.1%

消防費

2,590,181 

4.1%

公債費

6,734,105 

10.6%

予備費

80,000 

0.1%

教育総務費

953,622 

12.8% 小学校費

883,021 

11.9%

中学校費

509,426 

6.9%

幼稚園費

41,073

0.6％

社会教育費

3,541,039 

47.7%

保健体育費

1,502,386 

20.2%

８ 教育予算 
 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

  

 

 

  

 

  

  

 

 

（１）平成 30 年度 上尾市一般会計歳出予算（当初）【目的別】 

  

平成 30度 平成 29年度 比較増減 （C） 増減率 

予算額 （A） 構成比(%) 予算額 （B） 構成比(%) 〔（A）―（B）〕 〔（C）/ （B）＊100〕 

議 会 費 428,895 0.7  445,772 0.7  ▲16,877 ▲3.8 

総 務 費 6,000,569 9.4  8,561,782 13.7  ▲2,561,213 ▲39.9 

民 生 費 29,639,929 46.5  28,586,131 45.6  1,053,798 3.7 

衛 生 費 5,582,039 8.8  5,407,850 8.6  174,189 3.2 

農林水産業費 185,532 0.3  173,530 0.3  12,002 6.9 

商 工 費 447,568 0.7  469,123 0.7  ▲21,555 ▲4.6 

土 木 費 4,550,625 7.1  5,339,208 8.5  ▲788,593 ▲14.8 

消 防 費 2,590,181 4.1  2,557,079 4.1  33,102 1.3 

教 育 費 7,430,567 11.7  4,596,365 7.3  2,834,202 61.7 

公 債 費 6,734,105 10.6  6,493,160 10.4  240,945 3.7 

予 備 費 80,000 0.1  80,000 0.1  0 ― 

合 計 63,670,000 100.0  62,710,000 100.0  960,000 1.5 

 

（単位：千円） 

平成 30 年度 上尾市一般会計予算（当初） [ 単位：千円 ] 

 

 
教育費 

7,430,567 

11.7% 
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（２）平成 30 年度 教育費歳出予算内訳（当初）   

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度 平成２9年度 比較増減 対前年度比

953,622 899,121 54,501 6.06

教育委員会費 4,715 4,714 1 0.02

事務局費 578,661 564,591 14,070 2.49

教育指導費 367,050 326,996 40,054 12.25

教育センター運営費 3,196 2,820 376 13.33

883,021 776,061 106,960 13.78

学校管理費 817,232 715,708 101,524 14.19

教育振興費 65,789 60,353 5,436 9.01

509,426 455,584 53,842 11.82

学校管理費 441,742 393,056 48,686 12.39

教育振興費 67,684 62,528 5,156 8.25

学校建設費 0 0 0 0.00

41,073 41,164 ▲ 91 ▲ 0.22

幼稚園費 41,073 41,164 ▲ 91 ▲ 0.22

3,541,039 989,146 2,551,893 257.99

社会教育総務費 157,976 154,459 3,517 2.28

公民館費 233,131 281,945 ▲ 48,814 ▲ 17.31

図書館費 391,009 372,612 18,397 4.94

図書館複合施設建設費 2,726,600 154,559 2,572,041 100.00

子どもの読書活動推進費 5,332 8,170 ▲ 2,838 ▲ 34.74

集会所運営費 12,463 8,725 3,738 42.84

文化財保護費 12,766 6,910 5,856 84.75

市史編さん費 1,762 1,766 ▲ 4 ▲ 0.23

1,502,386 1,435,289 67,097 4.67

保健体育総務費 332,767 329,518 3,249 0.99

学校給食費 657,654 619,175 38,479 6.21

共同調理場運営費 322,068 322,331 ▲ 263 ▲ 0.08

社会体育費 40,833 33,384 7,449 22.31

スポーツ施設費 149,064 130,881 18,183 13.89

7,430,567 4,596,365 2,834,202 61.66

○社会教育費

○保健体育費

合　　計

○教育総務費

○小学校費

○中学校費

○幼稚園費

（単位：千円） 
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（３）平成 30 年度 教育予算主要事業概要 ［★印は新規又は拡充等の事業］ 

 教育総務費  

〇事務局費 

  教育委員会事務局の管理に係る経費、学校の環境美化等に係る経費のほか、学校施設更新計画策定に

係る経費を新たに計上している。 

                                                      

         事 業 名 （★印は新規事業） 
平成 30 年
度予算額 

平成 29 年

度予算額 

★学校施設更新計画策定事業 

（学校施設更新計画基本方針を策定） 
12,517 ― 

 

○教育指導費 

きめ細かな学習指導を展開するため、アッピースマイルサポーターや、学校運営の新たな仕組みであるコミュ

ニティ・スクールの推進などに係る経費のほか、英検チャレンジ教室や夏休みイングリッシュキャンプなどの英語

教育推進に係る経費を新たに計上している。 

特別支援学級補助員派遣事業 28,309 27,660 

さわやかスクールサポート事業（学級支援） 110,774 93,848 

さわやかスクールサポート事業（学校図書館支援) 19,625 19,374 

中学生海外派遣研修事業 11,578 10,539 

★ＡＬＴ活用事業 

（学習指導要領改訂を踏まえ、小学校の ALT増員） 
108,994 103,227 

★コミュニティ・スクール研究推進事業 

（モデル校 3校（小学校 2校、中学校 1校）で実施） 
405 220 

★英語教育推進事業【定住促進】 

（英検チャレンジ教室、夏休みイングリッシュキャンプを実施） 
2,745 ― 

   

○教育センター運営費 

教育相談・不登校児童生徒の学校適応指導などに係る経費を計上している。 

いじめ根絶対策事業(相談事業) 987 536 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：千円） 

〔音楽の授業〕 

〔夏休みのイングリッシュキャンプ〕 
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 小学校費・中学校費  

○学校管理費 

学校施設の管理運営に係る経費（特別支援学級を含む）のほか、中学校の ICT環境の整備（タブレット PC

の導入と校内無線 LANの整備）をするための経費を新たに計上している。 

小学校管理運営事業  574,850 

中学校管理運営事業  330,139 

小学校コンピュータ整備事業 132,539 132,907 

★中学校コンピュータ整備事業 

（タブレット PCの導入と校内無線 LANの整備） 
61,525 60,924 

 

○教育振興費 

経済的理由により、就学が困難と認められる児童生徒の保護者に支給する就学援助費に係る経費などを計

上している。 

小学校就学援助費補助事業 26,503 24,944 

中学校就学援助費補助事業  37,364 35,557 

 

 

 

、 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

社会教育費  

○社会教育総務費 

学校施設開放や市民が文化・芸術に係る経費のほか、市制施行 60周年記念事業として、上尾市ゆかりの

芸術家による美術展などを開催するための経費などを新たに計上している。 

学校施設開放（生涯学習）事業 3,709 2,666 

★文化芸術振興事業 

（上尾市ゆかりの芸術家による美術展【60周年】） 

1,458 

（   601） 

848 

（    ―） 

音楽家芸術活動支援事業 

(市民向け「あげおクラシックコンサート」【60周年】 

1,225 

（   761） 
939 

 

○公民館費 

市内 6公民館の講座事業などに係る経費を計上している。 

公民館講座事業 3,584 3,451 

〔原市小学校受水槽改修〕 〔西中学校外壁改修〕 〔大石北小学校受水槽改修〕 
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 ○図書館費 

図書館本館、上尾駅前・大石・瓦葺・平方・たちばなの 5分館、各公民館図書室の図書の購入や貸出しに

係る経費を計上している。 

図書館運営事業 155,878 152,471 

図書館資料整備事業 34,302 34,302 

 

○図書館複合施設建設費 

新たな図書館サービスの中心拠点となる新図書館複合施設の整備に係る経費を計上している。 

★新図書館複合施設整備事業 

（平成 30年 6月より、計画の見直しとなっている。） 
154,559 386,566 

 

○子どもの読書活動推進費 

子どもの読書活動支援センターの運営に係る経費やブックスタート事業に係る経費を計上している。 

子どもの読書活動支援センター運営事業 2,066 2,055 

ブックスタート事業 2,902 2,719 

 

○集会所運営費 

人権教育推進の拠点施設である原市・畔吉集会所の講座の開催などに係る経費を計上している。 

人権教育集会所運営事業 1,330 1,328 

○文化財保護費 

文化財の調査、保護及び普及に係る経費のほか、市制施行 60周年記念事業として民俗芸能公演を実施

するための経費を新たに計上している。 

「上尾の摘田・畑作用具」資料調査整備事業 4,503 ― 

★市制施行 60周年記念民俗芸能公演事業【60周年】 1,999 ― 

埋蔵文化財調査事業 3,871 2,863 

 

 

 

 

 

 

 

 

 保健体育費  

○保健体育総務費 

児童生徒の各種健康診断や通学路の安全対策を図るための改善工事等に係る経費のほか、小・中学校に

２台目の AED を導入する経費を新たに計上している。 

学校健康診断及び健康管理事業 82,349 82,902 

★児童生徒安全推進事業 24,265 22,788 

〔上尾の摘田・畑作用具〕 〔坂上遺跡 発掘調査風景〕 
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（小・中学校に 2台目の AEDを導入） 

通学路安全対策事業 2,578 2,574 

 

○学校給食費 

経済的な理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対する学校給食費の援助に係る経費や

小学校給食の調理業務に係る経費のほか、栄養教諭等が未配置の小学校に栄養士を配置する経費を新たに

計上している。 

準要保護児童生徒給食費援助事業 89,610 86,548 

小学校給食調理支援事業 119.416 118,523 

★小学校給食管理運営事業 

（栄養教諭等が未配置の小学校に栄養士を配置） 
56,176 33,017 

 

○共同調理場運営費 
中学校給食共同調理場及び各中学校給食の調理業務や配送などに係る経費を計上している。 

調理業務委託事業 216,713 204,056 

 

○社会体育費 

市民体育祭や市民駅伝競走大会、シティマラソンなどのイベントの開催に係る経費や全国高等学校総合体

育大会開催に向けた準備に係る経費を計上している。 

スポーツ大会・教室等開催事業 19,229 20,073 

学校施設開放（スポーツ振興）事業 14,074 5,416 

全国高等学校総合体育大会開催事業 192 145 

 

○スポーツ施設費 
スポーツ施設などの管理運営、平方野球場用地購入やや市民体育館の指定管理者制度による管理運営

に係る経費のほか、平塚サッカー場の人工芝化・夜間照明の設置に向けた設計費用などを新たに計上してい
る。  

屋外スポーツ施設管理運営事業 

（平方野球場用地購入） 

69,783 

（ 49,334） 

72,044 

（ 50,171） 

市民体育館管理運営事業 62,877 58,837 

★平塚サッカー場改修事業 

（人工芝化・夜間照明の設置に向けた設計） 
16,404 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 〔スケート教室〕 
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９ 教育費決算 

（１）平成２9 年度教育費決算 節別内訳 

 節 名 教育費合計 教育総務費 小学校費  

１節   報酬 147,237,596 44,520,300 0   

２節   給料 656,494,805 201,028,102 0   

３節   職員手当等 388,972,230 138,615,831 0   

４節   共済費 209,853,478 68,222,660 0   

５節   災害補償費 0 0  0   

６節   恩給退職年金 0 0  0   

７節   賃金 325,250,447 203,605,512 0   

８節   報償費 16,344,431 4,429,600 2,145,827   

９節   旅費 3,196,851 1,797,659 0   

１０節   交際費 231,800 231,800 0   

１１節 需用費 620,823,517 30,706,117 261,507,729  

    消耗品費 192,370,570 26,775,925 65,822,212   

   燃料費 38,418,808 0 1,721,243   

   食糧費 362,740 48,704 0   

   印刷製本費 13,835,573 3,865,741 1,609,336   

   光熱水費 278,196,202 0 147,203,439   

   修繕料 94,397,836 13,817 45,151,499   

   賄材料費 526.598 0 0   

   飼料費 0 0 0   

    医薬材料費 2,715,190 1,930 0   

１２節   役務費 41,860,910 2,297,637  18,397,584   

１３節   委託料 852,896,712 155,729,748  73,172,423   

１４節   使用料及び賃借料 411,022,629 579,809  237,892,368   

１５節   工事請負費 318.028,120 0  70,476,261   

１６節   原材料費 2,109,989 0  1,191,726   

１７節   公有財産購入費 50,170,500 0  0   

１８節   備品購入費 172,387,587 22,464  49,078,025   

１９節   負担金補助及び交付金 77,067,927 17,939,341  5,912,000   

２０節   扶助費 162,731,032 0  33,029,497   

２１節   貸付金 8,580,000 8,580,000  0   

２２節   補償・補てん及び賠償金 0 0  0   

２３節   償還金・利子及び割引料 5,000 0  0   

２４節   投資及び出資金 0 0  0   

２５節   積立金 21,757 0  0   

２６節   寄附金 0 0  0   

２７節   公課費 0  0  0   

２８節   繰出金 0  0 0   

合  計 4,465,287,318 878,306,580 752,803,440  
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節 名 

報酬 １節 

給料 ２節 

職員手当等 ３節 

共済費 ４節 

災害補償費 ５節 

恩給退職年金 ６節 

賃金 ７節 

報償費 ８節 

旅費 ９節 

交際費 １０節 

需用費 １１節 

 消耗品費  

 燃料費  

 食糧費  

 印刷製本費  

 光熱水費  

 修繕料  

 賄材料費  

 飼料費  

 医薬材料費  

役務費 １２節 

委託料 １３節 

使用料及び賃借料 １４節 

工事請負費 １５節 

原材料費 １６節 

公有財産購入費 １７節 

備品購入費 １８節 

負担金補助及び交付金 １９節 

扶助費 ２０節 

貸付金 ２１節 

補償・補てん及び賠償金 ２２節 

償還金・利子及び割引料 ２３節 

投資及び出資金 ２４節 

積立金 ２５節 

寄附金 ２６節 

公課費 ２７節 

繰出金 ２８節 

合  計 

中学校費 幼稚園費 社会教育費 保健体育費 

0 363,750  37,002,869 65,350,677  

5,640,000 15,030,834  173,697,244 261,098,625  

2,947,856 9,659,826  93,026,230 144,722,487  

1,343,034 5,700,402  54,067,001 80,520,381  

0 0  0 0  

0 0  0 0  

0 1,023,845  5,485,750 115,135,340  

2,269,517 14,000  6,105,778 1,379,709  

0 30,439  1,179,007 189,746  

0 0  0 0  

135,903,024 749,047 50,031,169  141,926,431  

38,579,629 369,887  11,406,883 49,416,034  

1,315,707 82,815  417,243 34,881,800  

0 0  102,666 211,370  

1,255,289 29,000  5,867,097 1,209,110  

70,826,417 0  25,392,448 34,773,898  

23,925,982 255,420  6,831,028 18,220,090  

0 0  0 526,598  

0 0  0 0  

0 11,925  13,804 2,687,531  

11,193,766 265,387  4,590,533 5,116,003  

37,223,644 311,472  254,830,114 331,629,311  

103,125,716 56,665  33,606,911 35,761,160  

74,804,526 982,800  162,994,933 8,769,600  

685,521 0  0 232,742  

0 0  0 50,170,500  

33,605,651 497,840  40,377,080 48,806,527  

7,457,000 44,100  9,163,628 36,551,858  

46,724,597 0  0 82,976,938  

0 0  0 0  

0 0  0 0  

0 0  5,000 0  

0 0  0 0  

0 0  21,757 0  

0 0  0 0  

0 0  0 0  

0 0  0 0  

462,923,852 34,730,407 926,185,004 1,410,338,035 

（単位：円） 
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人件費

1,392,314

29.48%

物件費

2,205,685

46.70%維持

補修費

59,673

1.26%

扶助費

100,867

2.14%

補助費等

489,377

10.36%

普通建設

事業費

466,090

9.87%

貸付金

8,580

0.18%

（２）平成２9 年度教育費決算 性質別歳出内訳及び財源内訳 

  総 額 
教育 

総務費 
小学校費 中学校費 幼稚園費 

社会 

教育費 

保健体育費 

体育 

施設費等 

学校 

給食費 

人件費 1,392,314 445,758 40,653 30,258 30,515 356,614 86,838 401,678 

物件費 2,205,685 14,592 846,610 445,111 2,203 325,752 82,350 489,067 

維持補修

費 
59,673   33,348 16,412 38 5,110 4,765 0 

扶助費 100,867   9,527 5,662 2,768 0 0 82,910 

補助費等 489,377 419,651 15,235 17,083 71 16,406 20,508 423 

普通建設 

事業費 
466,090 0 75,148 78,129 1,012 229,228 52,329 30,244 

積立金 22 0 0 0 0 22 0 0 

投資及び 

出資金 
0 0 0 0 0 0 0 0 

貸付金 8,580 8,580 0 0 0 0 0 0 

繰出金 0 0 0 0 0 0 0 0 

歳出合計 4,722,608 888,581 1,020,521 592,655 36,607 933,132 246,790 1,004,322 

国庫支出

金 
123,801 114,765 3,515 3,589 0 1,932 0 0 

都道府県 

支出金 
22,023 12,588 7,191 883 0 608 0 753 

使用料 

手数料 
20,930 0 201 124 1,483 18,190 932 0 

分担金・負

担金・寄付

金 
0 0 0 0 0 0 0 0 

財産収入 22 0 0 0 0 22 0 0 

繰入金 10,234 0 1,000 1,000 0 8,234 0 0 

諸収入 5,783 0 1,035 0 0 4,291 246 211 

繰越金 13,144 0 0 2,484 0 10,660 0 0 

地方債 135,200 0 0 22,700 0 112,500 0 0 

一般財源

等 
4,391,471 761,228 1,007,579 561,875 35,124 776,695 245,612 1,003,358 

［出典：平成２9 年度 地方財政状況調査（１１表）］ 

人件費：報酬、給料、手当等、一定の勤務に対する対価、報

酬として地方公共団体から支払われる一切の経費。 

物件費：人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の地方

公共団体が支出する消費的性質の経費の総称で、パート賃

金、旅費、教育委員会交際費、需用費、役務費、備品購入

費、報償費、委託料、使用料及び賃借料、原材料費等をい

う。 

維持補修費：地方公共団体が管理する公共用又は公用施設の

効用を維持するための経費をいう。 

扶助費：地方公共団体が法律に基づいて支給する費用及び地方

公共団体が単独で行う各種扶助の支出額をいう。教育費では就

学援助費等が該当する。 

補助費等：報償費のうち報償金及び賞賜金、役務費のうち保

険料、物件費に計上されない委託料、負担金補助及び交付

金、公課費などをいう。 

普通建設事業費：投資的経費の代表的なもので、道路、橋り

ょう、学校などの建設・大規模修繕等に要する経費。 

（単位：千円） 
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（３）一般会計・教育費決算額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  教育総務費 小学校費 中学校費 幼稚園費 社会教育費 保健体育費 教育費合計 

平成１８年度 708,236,734 1,742,294,265 463,654,326 350,290,465 846,117,609 1,295,276,923 5,405,870,322 

平成１９年度 728,647,962 1,159,633,623 924,470,912 355,280,095 877,152,221 1,255,537,940 5,300,722,753 

平成２０年度 718,441,527 1,727,278,365 645,064,158 366,999,341 807,374,959 1,300,070,613 5,565,228,963 

平成２１年度 727,247,575 1,750,179,883 899,888,936 378,921,744 800,470,216 1,281,375,694 5,838,084,048 

平成２２年度 745,616,856 2,003,534,523 716,904,945 400,424,764 743,234,494 1,213,313,426 5,823,029,008 

平成２３年度 902,044,967 3,618,507,100 496,808,804 423,063,614 752,006,065 1,256,194,053 7,448,624,603 

平成２４年度 819,813,863 1,456,855,814 853,389,327 414,235,320 757,720,791 1,804,060,341 6,106,075,456 

平成２５年度 801,523,529 2,254,628,053 977,534,198 438,384,809 902,227,036 1,277,591,159 6,651,888,784 

平成２６年度 812,654,870 803,428,888 1,255,599,989 45,316,144 741,165,307 1,337,513,546 4,995,678,744 

平成２７年度 891,274,929 721,890,436 2,368,384,648 41,896,207 744,491,822 744,491,822 6,124,143,009 

平成２８年度 869,678,457  779,925,898 872,788,591 45,662,721 1,026,487,482 1,355,998,868 4,950,542,017 

平成２９年度 878,306,580 752,803,440 462,923,852 34,730,407 926,185,004 1,410,338,035 4,465,287,318 

  一般会計歳出額 教育費 合計 構成比（%） 増減率（%） 

平成１８年度 49,803,916,276 5,405,870,322 10.85 ▲1.66 

平成１９年度 51,536,553,337 5,300,722,753 10.29 ▲1.95 

平成２０年度 51,771,491,589 5,565,228,963 10.75 4.99 

平成２１年度 56,642,264,638 5,838,084,048 10.3１ 4.90 

平成２２年度 56,417,623,161 5,823,029,008 10.32 ▲0.26 

平成２３年度 56,620,163,136 7,448,624,603 13.16 27.92 

平成２４年度 58,132,713,835 6,106,075,456 10.5 ▲18.02 

平成２５年度 56,752,202,004 6,651,888,784 11.72 8.94 

平成２６年度 57,151,023,517 4,995,678,744 8.74 ▲24.90 

平成２７年度 59,788,838,359 6,124,143,009 10.24 22.59 

平成２８年度 60,757,521,838 4,950,542,017 8.15 ▲19.16 

平成２９年度 61,146,034,630 4,465,287,318 7.30 ▲9.80 

【
教
育
費
】 

【
一
般
会
計
】 

（単位：千円） （単位：千円） 

（単位：千円） 
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中学校吹奏楽演奏会 

今年度の新規事業 

 ～イングリッシュキャンプ～ 

上尾市小学校陸上競技大会 

選手宣誓 
男子 80ｍハードル走 
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平成３０年度上尾市教育委員会紹介パネル 
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１ 学校教育の指導重点 

（１） 上尾市教育指導目標 

    新学習指導要領への移行及び全面実施を見据え、各学校が主体的に「カリキュラム・マネ

ジメント」に基づく「授業改革」を進めることにより、児童生徒に以下の資質・能力を育成する。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

○ 学んだことの意義を実感できるような学 
習活動と学習評価の充実 

○ 教科横断的な学習やグループ学習、体 
験的・実験的な活動の充実 

○ 学習活動の成果や過程を表現し、振り 
返る学びのサイクルの確立 

○ 習熟を図る個別学習、補習学習の導入 
○ ＩＣＴを活用した習熟学習（ｅラーニング） 
○ 反復学習などの丁寧な繰り返し指導 
○ 時間割の工夫（朝読書・朝自習） 
○ 構造的な板書の工夫 
○ 知識･技能を定着させる個別指導と評価

の充実 

ア 主体的に学習に取り組む態度の 
育成 

 

イ メタ認知（自己調整能力、対人関 
係の社会スキル）の育成 

ア 各教科等に固有の知識や個別の
スキルの確実な定着 

 
イ 個別の知識が相互に関連付けら 
れた生きて働く知識の育成 

 

○「自ら課題を発見し、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決す
る資質や能力」を育成する授業への転換 

○学校組織全体で取り組む「主体的・対話的で深い学び」の視点での授業改善と効果検証 
○教科や単元を見通したカリキュラム・マネジメントの実現 

○習得・活用・探究の学びの過程を踏まえた学習指導の展開 

○教科等を横断する汎用的なスキル（問題解決能力、論理的思考力、コミュニケーション能力など）の育成 

○観察・実験などの体験的な学習を通して、考えたり表現したりする学習活動の工夫 

○多面的・多角的な話合いが実現する指導の工夫（明確な課題・グループ編成・対話力） 

 

 

 

ア 児童生徒一人一人が考えをもち、
考えを整理する力の育成 

 
イ 「知識・技能」を相互に関連付けた 
り、表現したりする力の育成 

○ 「見方・考え方」を軸とした授業改善 
○ 知識・技能の活用を図る学習の充実 
○ 問題発見・解決的な学習活動の充実 
○ ＩＣＴ等の活用と言語活動の充実 
○ 見通したり振り返ったりする活動の充実 
○ 思考ツールを用いた話合い活動の充実 

ア「基礎学力」＝読み・書き・計算 
イ 「学ぶための５つの力」の育成 
～毎日の「繰り返し学習」の実践～ 
①継続して学習する力 
②集中して学習する力 
③静かに学習する力 
④丁寧に学習する力 
⑤分からないことを自分で調べる力 
 

○規律ある授業の確立 
○全ての授業で紙・筆記用具を使
い、書く活動の徹底 

○家庭学習（予習・復習）を生かす 
授業の創意・工夫 

○授業以外の時間帯の有効活用 
○個別学習、補習学習の導入 
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（２） 目指す児童像・生徒像 

   自分に厳しく、相手に優しくできる自己を確立し、友達や大人から「頼もしい」と信頼され、頼ら

れる児童生徒。 

実現のための行動指針１０項目 

１ 早寝・早起きを心がけ、規則正しく生活する習慣を身に付ける 

２ 自分から進んであいさつをする 

３ いじめを「しない・させない・許さない」強い意志をもつ 

４ 学校や家庭、地域のルールを守り、社会の一員としての責任をもつ 

５ 一時間一時間の授業に集中する 

６ 授業中は真剣に考え、友達と互いに学び合う 

７ 毎日、必ず、家庭学習を行う 

８ 本を読む習慣を身に付ける 

９ 進んで体を動かし、たくましい心と体を育てる 

10 健康に気を付け、安全で楽しい生活を送る 

 

（３） 目指す教師像 

   自分に厳しく、相手に優しくできる人間として、児童生徒、保護者、地域、同僚から「頼もしい」と

信頼され、授業で勝負し、頼られる教師。 

実現のための行動指針１０項目 

１ 教育は感化、自らの「人間性」を常に磨き続ける教師 

２ 謙虚な姿勢で、丁寧な言葉や立ち居振る舞いを身に付けた教師 

３ 児童生徒の心に寄り添い、温かい人間関係を築ける教師 

４ 児童生徒の深い学びを追究するため、教材研究を続ける教師 

５ 児童生徒の努力やよさを認め、ほめ、「自己有用感」を育てる教師 

６ 教えるのではなく学ばせ、児童生徒に学び方を指導する教師 

７ 児童生徒の好奇心をゆさぶり、学習意欲を引き出せる教師 

８ 各時間のめあてを示し、児童生徒に達成感を味わわせる教師 

９ 学び合いを促すことで、児童生徒に学びがいを実感させる教師 

10 ＩＣＴ機器を有効に活用し、児童生徒の理解を深めさせる教師 
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（４） 指導の重点  （○…平成２９年度の成果 ▲…平成２９年度の課題） 

 

① 学校（園）経営 

○コミュニティ・スクールの導入に向け、市では検討委員会を実施し、先行実施校においては、学校運営

協議会の設置に向けた準備を進めることができた。 

▲新学習指導要領実施に向け、移行期間中の指導計画を適切に作成するとともに、全面実施に向けて

の準備を行う。 

 

ア カリキュラム・マネジメントの確立 

(ｱ) 新学習指導要領の理念や内容についての理解を深め、移行措置を確実に実施する。 

(ｲ) 各教科等の教育内容を相互の関係で捉え、必要な教育内容を組織的に配列し、更に必要な資源を投入す

る。 

(ｳ) 管理職のみならず全ての教職員がその必要性を理解し、日々の授業等についても、教育課程全体の中での

位置付けを意識しながら取り組む。 

 

イ 児童生徒の学力向上と家庭や地域社会との連携及び協働 

(ｱ) 確かな指導力と学び続ける使命感を備えた教員の資質向上を目指し、学校の教育課題を明確にして児童生

徒の学力向上策を推進する。 

(ｲ) 学校としての説明責任を果たし、家庭や地域社会との連携及び協働を一層深め、魅力ある教育活動を展開

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 学級経営 

○全国学力・学習状況調査の質問紙調査では、「学校が楽しい」と答えた上尾市の小学生は７１．８％

（全国５５.４％）、中学生は５３.４％（全国４７.３％）となっており、学校生活に満足をしているとういう結果

が明らかになった。 

▲学力向上と生徒指導の一体的な取組を展開し、安心して学校生活を送ることができる学級づくりをより

一層推進する。 

  ・児童生徒の実態をよりよく把握するために、各種調査の質問紙調査及び hyper-ＱＵ調査を的確に分

析する。 

▲不登校対策として授業の充実を図るとともに、児童生徒に自己有用感をもたせるために「全ての生徒の

学習指導要領総則の構造とカリキュラム･マネジメントのイメージ 

文部科学省『新しい学習指導要領の考え方―中央教育審議会における議論から改訂そして実施へー』より 
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『心の居場所』となる学級づくり」を行う。 

 

ア 学校の教育目標の達成を図る学級経営 

(ｱ) 学校（園）の経営方針に基づき、幼児児童生徒の実態、保護者の願いなどを踏まえた学級目標を設定する。 

(ｲ) 学級目標の達成に向けて努力目標を明確にし、教育活動全体を通じて幼児児童生徒理解を深め、信頼関

係や好ましい人間関係を育てるようにするとともに、魅力ある学級づくりに努める。 

(ｳ) 幼稚園においては、新教育要領の趣旨を踏まえ、教育課程の見直し、工夫、改善に努める。 

 

イ 教職員間の協力と創意工夫を生かした学級経営 

(ｱ) 教員間の共通理解を図りながら、集団の発達の特性や学級の実態等に即した学級経営案を作成し、意図

的、計画的な教育実践に努める。 

(ｲ) 多面的、共感的な幼児児童生徒の理解に努め、児童生徒一人一人の能力・適性を生かした指導を学校生

活のあらゆる場面で総合的に行う。 

(ｳ) 入学時や新学期当初の時期にはガイダンス機能の充実に努め、不安を解消し、新しい学校、学級生活へ適

応できるよう配慮する。 

 

ウ 豊かな心の育成と児童生徒が様々な活動に自主的、実践的に取り組む学級経営 

(ｱ) 学級担任は、学びの基盤となる学級づくりに努めるとともに、児童生徒一人一人に目標をもたせ、主体的に活

動する態度を養い、確かな学力、豊かな心、健やかな体を育成する。 

(ｲ) 学級会などの話合い活動を通して、学級や学校における生活づくりへの参画を図るとともに、児童生徒一人一

人が認められ、よさや可能性を発揮し、他者の失敗や短所に寛容し、共感できる雰囲気の醸成に努める。 

(ｳ) 幼児児童生徒が「心の居場所」となり、充実した学校生活が送れるように支持的雰囲気のあるよりよい人間関

係の形成に努める。 

 

③ 学習指導 

○児童生徒が見通しを立てて課題を解決し、互いに学び合う活動を取り入れた学習指導が展開されている。 

○ＩＣＴ機器を活用し、視覚的に事象を捉えさせることで児童生徒の興味関心を高めたり、個々の考えを共有

したりする学習指導が展開されている。 

○児童生徒のつまずきを捉え、個に応じた指導が行われている。 

▲児童生徒が学習内容や学びの過程を振り返る活動の時間を確保し、知識・技能の習得を図るとともに次の

学習につなげる。 

▲学習内容の定着の見届けと適切な評価を行うとともに、保護者等と連携して家庭学習の習慣化を図る。 

▲話合い活動においては、ねらいに迫る「深い学び」にするために、児童生徒に目的や方向性を理解させる。 

▲学習のねらいに迫るために、ＩＣＴ機器を効果的に活用する。 

▲各校が、国・県・市の学力調査等の結果を分析し、効果のあった取組や、学習状況の課題を把握すること

で、「学力向上プラン」の改善を図る。 

 

ア 生きて働く「知識及び技能」の習得 

(ｱ) 基礎的・基本的な知識（学習指導要領に示された学習内容）の着実な定着に努めるとともに、既存の知識と

関連付けたり組み合わせたりしていくことにより学習内容を深く理解し、生活や授業などの様々な場面で活用

できる「生きて働く知識」の定着を図る。 

 

イ 未知の状況にも対応できる「思考力、判断力、表現力等」の育成 

(ｱ) 日常事象などから問題を見出し、その問題を定義して解決の方向性を決定し、解決の計画を立てて結果を

予測しながら実行し、振り返って次の問題の発見ができるような学習活動の展開に努める。 

(ｲ) 精査した情報を基に自分の考えを形成し、文章や発話によって表現したり、目的や場面、状況等に応じて互

いの考えを適切に伝え合い、多様な考えを理解したり、集団としての考えを形成したりしていく過程を重視する。 
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(ｳ) 思いや考えを基に自らの考えを構想し、意味や価値を創造していく過程を重視する。 

 

ウ 学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう力、人間性等」の涵養 

(ｱ) 主体的に学習に取り組む態度も含めた学びに向かう力、自己の感情や行動を統制する力、自らの思考の過

程等を客観的に捉える力の育成に努める。 

(ｲ) 児童生徒一人一人が幸福な人生を自ら創り出していくために、よりよい生活や人間関係を自主的に形成する

態度の育成に努める。 

 
④ 生徒指導 

○各学校が、児童生徒の成長を促す積極的な生徒指導に取り組んでいる。 

○初期段階のいじめであっても学校が組織として把握（いじめを認知）し、指導や見守りを行っている。 

▲学校間や教員間で、いじめの認知に係る判断基準が異なることがないように、市や各校の「いじめの防

止等のための基本的な方針」に基づいて、いじめの認知を行う。 

▲校内の生徒指導体制を一層充実させる。教職員一人一人の役割を明確にするとともに、全教職員共

通理解の下に協力して指導し、効果的な生徒指導を推進する。 

 

ア いじめを許さない気運の醸成 

(ｱ) 教師と児童生徒及び児童生徒相互の好ましい人間関係の育成に努める。 

(ｲ) 児童生徒一人一人が自己有用感をもち生き生きと生活できる集団の形成に努める。 

(ｳ) 望ましい集団活動の指導の充実と他の教育活動との関連を図る。 

 

イ 校内生徒指導体制の充実 

(ｱ) 全教職員による自校のいじめ防止基本方針の共通理解に基づいた校内指導体制を確立し、各教科等の指

導と関連を図りながら積極的な生徒指導を推進する。 

(ｲ) 児童生徒一人一人が積極的に自己を生かすことができるよう教育活動全体を通して指導・援助し、児童生徒

が定めた目標に向けて努力する態度や能力を育成する。 

(ｳ) 指導方針を家庭や地域へ伝えるとともに、連携して児童生徒の健全育成に努める。 

 

⑤ 進路指導・キャリア教育 

○進路講演会、ふれあい講演会、職場体験などの啓発事業が計画的に行われている。 

○中学校の教員が小学校で「出前授業」を行うなど、小学校との連携を図っている。 

○高等学校の教員を招聘して中学校で「出前授業」を行うなど、高等学校との連携を図っている。 

▲小学校段階からの発達段階に応じた進路・キャリア教育を充実させる。 

▲不登校児童生徒への進路・キャリア教育を充実させる。 

 

ア 個に応じたきめ細かい進路指導の充実 

(ｱ) 社会との接続を意識して、地域・幼(保)小・中の円滑な連携を意図的、計画的、組織的に推進する。 

(ｲ) 職業選択・学校選択に終わることなく、将来、児童生徒の自らの意志と責任で選択決定できるよう、進路・キ

ャリア教育の意義を踏まえた指導・援助に努める。 

(ｳ) ｅライブラリアドバンスを有効に活用し、どの児童生徒にも学力を保証する指導を行い、自立する力の育成に

努める。 

 
⑥ 道徳教育 

○道徳教育における全体計画、別葉、年間指導計画が作成され、道徳科・道徳の時間と各教科等との

関連が位置付けられている。 

○学級における指導計画が各校で作成され、全体計画を各学級の児童生徒の実態に合わせて行う道徳

教育について具体化している。 
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▲校長の方針の下に、学校の教育目標を踏まえ、道徳教育の重点目標、各学年の重点目標を設定す

る。道徳科・道徳を要として、学校の教育活動全体を通じて、方針に基づいた道徳教育を充実させる。 

▲教師と児童生徒の信頼関係及び児童生徒相互の人間関係を深め、家庭や地域社会と連携を図りなが

ら、豊かな体験を通じ、内面に根差した道徳性を育成する。 

 

ア 人間としてよりよい生き方を考え、実践できる児童生徒の育成 

(ｱ) 全体計画を常に活用し、全教育活動が有機的に関連し合い、意図的、計画的、組織的に道徳教育を推進

する。 

(ｲ) 校長の方針の下、道徳教育推進教師を中心とした校内の指導体制を充実させ、全体計画の具体化や改善

にかかわる共通理解に努める。 

(ｳ) 道徳科・道徳の時間では、道徳的諸価値について理解を基に、自己を見つめ、物事を多面的・多角的に考え、

自己（人間としての）生き方についての考えを深める学習を通して、道徳的な判断力、心情、実践意欲と態度

を育てる。 

(ｴ) 保護者への道徳授業の公開、保護者参加型の授業実践、地域教材の開発・活用などを通して家庭や地域

との共通理解や連携に努める。 

(ｵ) 道徳科・道徳の時間を実践しながら、全体計画の別葉や年間指導計画を見直し、よりよく改善していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 学校教育相談 

○ さわやか相談室相談員と教育センター相談員が密に連絡を取り合い、効果的な相談活動を進めるこ

とができた。 

○ 小学校さわやか相談室を新たに開設することができた。 

▲ 増加傾向にある不登校や発達障害等に対する基本的な対応の仕方や教育センター等の関係機関と

の連携を促進する。 

H29年度道徳教育指導者養成研修ブロック説明会 行政説明資料より 
(独立行政法人教職員支援機構・開催県教育委員会主催,文部科学省共催) 

道徳科の目標の構造 
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ア 学校教育相談体制の充実 

(ｱ) 教育計画全体の中に学校教育相談を位置付けるとともに、学級等における学校教育相談の具体的な実施

計画を作成し、実践する。 

(ｲ) 教育相談部会において、教育相談主任が中心となり各児童生徒の見立て・対応策を検討するとともに、関係

教職員による具体的な対応策の共通理解及び情報の蓄積・引継を行う。 

(ｳ) 学校教育相談を効果的に進めるために、教育相談主任を中心に、教職員、教育相談員、スクールソーシャ

ルワーカー等が児童生徒一人一人の情報を的確に把握し、連携・協働していく体制の充実に努める。 

(ｴ) 学校教育相談を進めるに当たっては、上尾市教育センター、県立総合教育センター、児童相談所等の相談

機関と緊密な連携を図る。その際、各学校が相談機関と学校の果たす役割を明確にし、相互に協力しながら

児童生徒の支援に当たる。 

 

イ 相談活動の活性化 

(ｱ) 日常の相談活動や定期相談等を組織的・計画的に行い、児童生徒が相談しやすい雰囲気を醸成するととも

に、不登校を未然に防止する教育活動の工夫・改善を図る。 

(ｲ) 不登校傾向の児童生徒に対しては、早期に相談活動を実施し、共感的理解の下に組織的・継続的に支援す

る。 

(ｳ) 教職員一人一人が、児童生徒理解に基づいた教育活動を推進するために、研修等を通してカウンセリング理

論の習得や技法の向上に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 体育 

○児童生徒自らが運動の課題を解決できるような指導計画の工夫が各校で行われている。 

▲個々の運動経験や技能の程度、学校や地域の特色、児童生徒の心身の発達の段階や特性等に応じ

た指導計画や小学校６年間、中学校３年間を見据えた指導計画を整備する。 

 

ア 児童生徒が主体的に運動する授業の実践 

(ｱ) 発達の段階のまとまりを考慮し、指導内容を整理し体系化を図り、指導計画や学習過程を工夫するとともに、

児童生徒一人一人の能力・適性等に応じた課題をもたせ、課題解決に必要な学習の場を工夫し、適切な評

価を行い指導に生かす。 

(ｲ) 健やかな体と豊かな心をもった児童生徒の育成を目指し、地域や学校の実態を十分考慮して活動時間や活

動内容などを工夫するとともに、体育施設・設備の計画的な整備及び児童生徒の安全確保に努める。 

 
⑨ 健康教育 

○養護教諭や栄養教諭など専門的な知識をもつ教職員と連携した授業が数多く実践されるようになった。 

▲指導方法の工夫改善を図り、健康に関する課題を解決する学習活動を実施する。 
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ア 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善 

(ｱ) 保健学習においては、児童生徒の健康増進に必要な知識の習得を重視した上で、健康に関する課題を解

決する学習活動を実践的・科学的に行う。 

(ｲ) 保健指導においては、学級活動、学校行事等において、身近な生活における具体的な健康問題を取り上げ、

自らの健康を適切に管理していく思考力・判断力・表現力等を育成し、健康な生活を送ることができる実践力

を育てる。 

 

⑩ 人権教育 

○管理職や教職員を対象に、講義や施設体験を通して、人権教育に関わる充実した研修を行うことがで

きた。 

○上尾市人権教育小中学校研究会において、充実した研究活動が行われている。 

 ・人権作文・標語集（第２４集）の全児童生徒への配布 

 ・「かがやき」や「事業報告集」による啓発 

 ・人権教育授業研究会の実施 

▲各学校の授業において人権感覚育成プログラムを十分に活用する。 

 

ア 教育活動全体を通した人権教育の推進 

(ｱ) 人権問題を正しく理解し、人権感覚を身に付け、様々な人権課題を解決しようとする児童生徒の育成に努め

る。 

(ｲ) 学校が、保護者や地域社会と連携し、学校の実態に応じた全体計画・年間指導計画を作成する。また、年間

指導計画には県の示す９つの「人権感覚育成のための視点」（人間の尊厳・価値の尊厳、コミュニケーション

能力等）を位置付ける。 

(ｳ) 人権感覚育成プログラムを活用し、「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」ができる豊かな人権

感覚の育成に努める。 

(ｴ) 各学校においては、様々な人権課題に対応した校内研修を更に充実させ、教職員の人権意識の高揚を図る。 

 
⑪ 特別支援教育 

○児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じたきめ細かな指導・支援が多く見られた。 

▲個別の教育支援計画を作成するなど、長期的視点に立ち一貫した支援を行う。 

▲通常の学級に在籍する障害のある児童生徒について、学校全体で適切な支援を計画的に行う。 

 

ア 発達障害を含む障害のある児童生徒への適切な指導の充実 

(ｱ) 児童生徒 一人一人の教育的ニーズに応じた、特別の教育課程や「個別の教育支援計画」「個別の指導計

画」の定期的な見直しと改善に努める。 

(ｲ) 各学校が、特別支援教育コーディネーターを中心とした校内支援体制の整備と充実を図る。 

(ｳ) 保護者や医療、福祉等の関係機関と連携して個別の教育支援計画を作成するなど、長期的視点に立ち一

貫した支援を行う。 

 

イ 小・中学校の通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の充実 

(ｱ) 小・中学校の通常の学級に在籍する障害のある児童生徒については、特別支援学校の助言・援助を活用し

つつ個別の指導計画を作成し、学校全体で児童生徒一人一人に応じた適切な支援を計画的に行う。 

(ｲ) 小・中学校においては、児童生徒の実態に応じて、特別支援学級の弾力的な運用や通級による指導等を進

める。 

 

⑫ 国際理解教育 

○各学校が、外国語活動、外国語、総合的な学習の時間等を中心としてグローバル化の視点に立った取組

を推進している。 
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○ＡＬＴとのティーム・ティーチングを通し、児童生徒の主体的なコミュニケーション能力を育成している。 

▲ＡＬＴや地域の在日外国人の方との交流会など異文化理解、多文化共生の視点に立つ教育を推進する。 

 

ア 具体的、継続的な指導の実現 

(ｱ) 外国人児童生徒や帰国児童生徒の能力や特性を伸ばすとともに、多文化共生の観点から人権に配慮し、他

の児童生徒との相互啓発を図る。 

(ｲ) ＡＬＴや地域の在日外国人の方の協力を求め、国際理解教育の充実を図り、グローバル化社会に対応できる

人材の育成に努める。 

(ｳ) 外国語で主体的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成する。 

(ｴ) 国際社会の様々な課題を自らの課題として捉え、身近なことから取り組むことで、国際協力・国際貢献に対す

る意識の醸成に努める。 

 
⑬ 情報教育 

○大型モニタ、書画カメラ、タブレット（小学校）等が各校に整い、全体計画、年間指導計画が作成され、

教科等の中に情報教育が具体的に位置付けられている。 

○デジタル教科書を効果的に活用した授業が実践されている。 

▲「情報モラル教育実践ガイダンス」（文部科学省）や「情報モラル教育指導資料」（埼玉県教育委員会）

を参考に、教育活動全体を通して、情報モラル等の指導の充実を図る。 

▲パソコン室を積極的に使用し、学習支援ソフトを十分に活用する。 

 

ア 情報教育の推進 

 (ｱ) 「情報活用の実践力」「情報の科学的な理解」「情報社会に参画する態度」をバランスよく指導し、普段の生

活の中で適切に活用できるまでの能力育成に努める。 

 (ｲ) 小学校段階からコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しませ、体系的に情報機器の

基本的な操作を習得させるとともに、社会生活に必要な情報モラルを育成するための学習指導を充実させ

る。 

 (ｳ) 情報教育（機器の操作、情報活用、情報モラル指導等）を具体的に教科等の指導計画に位置付け、教職

員の共通理解の下、各教科等の特質に応じてＩＣＴを適切に使用して継続して指導する。 

 

⑭ 環境教育 

○全体計画、年間指導計画を作成し、各学校が特色を生かした取組を行っている。 

▲教職員の共通理解に基づいた環境教育の推進体制を確立する。 

▲各学校において、実態等に基づいた全体計画を作成し、児童生徒が主体的に学習できるように指導方

法を工夫・改善する。 

 

ア 教職員の共通理解に基づいた環境教育推進体制の確立 

 (ｱ) 環境への理解を深め、学校教育における環境教育の充実を図り、環境の保全に向けて、主体的に行動でき

る実践的な態度や資質、能力の育成を図る。 

 (ｲ) 環境教育の推進に当たっては、学習指導要領の趣旨を踏まえ、各種指導資料を活用した研修を計画的に

実施する。 

 

イ 各教科等の連携を図った全体計画・年間指導計画の作成と指導の工夫・改善 

 (ｱ) 学校教育における環境教育の重要性を踏まえ、地域や学校、児童生徒の実態等に基づき、各教科、道徳

科・道徳、総合的な学習の時間、特別活動等、相互の連携を図った全体計画を作成する。 

 (ｲ) 安全に十分配慮した上で、体験的な活動を取り入れるなど、児童生徒が主体的に学習できるように指導方

法の工夫・改善に努める。 

 



〔 第２章 学校教育 〕 

〔 １ 学校教育の指導重点  〕 47 

⑮ ボランティア・福祉教育 

○児童生徒の実態や発達段階に配慮し、各教科、総合的な学習の時間及び特別活動等においてボラン

ティア活動・福祉体験が推進されている。 

▲ねらいを明確にした体験活動を実施する。 

 

ア 発達段階に即したボランティア活動・福祉体験の推進 

(ｱ) 各教科等において体験活動を実施する際は、そのねらいを明確にし、教育効果を高めるよう努める。 

(ｲ) 指導方法・指導内容を創意工夫し、地域の人々や社会福祉施設等の理解・協力を得ながら、各学校の実態

に応じたボランティア・福祉教育を推進する。 

 
⑯ 男女平等教育 

○男女平等の重要性、男女の相互理解と協力、男女共同参画の大切さなど、男女共同参画の視点に立

った教育が行われている。 

 

ア 男女共同参画社会の実現を目指す教育の推進 

(ｱ) 児童生徒一人一人が個性や能力を発揮して自らの意志によって行動できるよう、学校教育において男女平

等意識を高める教育を推進する。 

(ｲ) 校内研修等を通して教職員の共通理解を図り、教育活動全体を通じて、組織的、計画的、継続的な児童を

行うよう努める。 

(ｳ) 男女平等教育のねらいや取組について家庭や地域の人々の理解と協力を得ながら、男女が互いに理解し、

協力していく態度の育成を図る。 

 
⑰ 学校図書館教育 

○司書教諭、アッピースマイル学校図書館支援員等が中心となって、学校図書館の充実に取り組み、授

業等で活用しやすい環境や本に興味をもてる環境を整備し、利用者の増加等を図っている。 

▲調べ学習や新聞を活用した学習など、各教科等の様々な授業で実施する。 

▲読書活動を推進し、図書の貸出冊数を増加させる。 

 

ア 学校図書館を活用した授業の充実 

(ｱ) 教科等の授業において、学校図書館の「読書センター」「学習センター」「情報センター」としての役割を十分

に機能させるように努める。 

(ｲ) 各教科等においては、団体貸出等も含め、図書・新聞・視聴覚資料等を利活用した学習を通して、児童生徒

の「思考力・判断力・表現力等」を育む授業の充実に努める。特に、探求的な学習活動等では、情報の収

集・選択・活用などの情報活用能力を育む。 

 

イ 学校図書館の充実 

(ｱ) 司書教諭等を中心とした教職員の共通理解、協力体制を確立させる。特に、開館時間の確保、心の居場所

としての学校図書館経営、読書好きな子供の増加に努める。 

(ｲ) 学校図書館の利用に関しては、利用方法の基本的な知識を身に付けさせるとともに、マナーなどの指導を徹

底する。 

 

ウ 計画的な読書活動の推進 

(ｱ) 年間指導計画に各教科等における学校図書館の活用を位置付け、授業において計画的、継続的に図書・

新聞・視聴覚資料等の利活用に努める。 

(ｲ) 教育活動全体を通じて多様な読書指導を展開し、児童生徒の読書に親しむ態度を育成し、読書習慣を身に

付けさせる。 

 



48 〔 １ 学校教育の指導重点 〕 

⑱ 交流及び共同学習 

○各校の実情に合わせた、交流及び共同学習が行われている。 

▲障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が「同じ仲間」であるという意識を育てる。 

▲単に交流する機会をもつだけでなく、共に学び合い、全ての児童生徒に成果が期待できる共同学習を

重視する。 

 

ア 共生社会の形成を目指した教育の推進 

(ｱ) 障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が、共に学び、互いに触れ合うことを通して、同じ仲間として共生

社会を形成する一員であるという意識を育てる。 

(ｲ) 障害のある児童生徒が、在籍する学校や学級以外においても、「同じ学校、同じ学級の子供」として学習活動

を行うことができる支援籍学習の推進を図り、児童生徒一人一人の違いを認め合える共生社会の形成を目

指した教育の推進に努める。 

 

イ 全体計画に位置付けた計画的、継続的な実施 

(ｱ) 支援籍学習等の交流及び共同学習は、直接触れ合い共に学習する場合と、作品や手紙の交換等による間

接的な交流とがあり、計画・実施に当たっては、地域や学校、児童生徒の実態に即して活動の種類や時期、

実施方法等を適切に定める。 

(ｲ) 計画の策定に当たっては、障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が、単に交流する機会をもつだけでな

く、共に学び合い、全ての児童生徒に成果が期待できる共同学習の側面をより重視する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（5） 指導の努力点 （○…平成２９年度の成果 ▲…平成２９年度の課題） 

① 国語 

○授業の見通しや振り返りを位置付けた授業が増えている。 

○学習過程を明確にし、児童生徒が学習する目的を理解した授業が増えている。 

▲系統性を踏まえた指導事項及び言語活動を明確にするとともに、指導事項にふさわしい言語活動を設定

した授業をする。 

資質・能力の育成と主体的・対話的で深い学びの関係 

中央教育審議会『幼稚園、小学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改
善及び必要な方策等について（答申）』補足資料より 
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▲授業における話合い活動において、目的や方向性（確認、交流、決定等）を児童生徒に理解させる。 

▲児童生徒自身が熟考し、ノートやワークシートに記述させる時間を十分に確保する。 

 

ア 言語活動を通して指導事項を指導する単元展開 

児童生徒が自ら学び、課題を解決していくための学習過程を明確にするとともに、単元に言語活動を位置付け、

学校や児童生徒の実態に応じて取り上げる言語活動を工夫する。その際、主体的・対話的で深い学びの視点か

ら言語活動を充実させ、学びの質の向上を図る。また、教師は授業を通じて、言語のどのような知識・技能を身

に付けさせ、どのような思考力・判断力・表現力等を育てるかを明確にして指導に当たり、国語科の学習内容に

ついて見通しを立てたり、振り返ったりする活動を計画的に取り入れるよう工夫する。そして、既習事項とともに授

業を通して身に付けた力を自覚させ、その後の学習や日常生活において活用してみようという意欲につなげる。さ

らに、児童生徒が目的や方向性を意識して学び、課題を解決していくために、課題設定、話合いのテーマ設定を

工夫する。 

 

イ 学年間の系統性を明らかにした指導計画の作成・活用 

  小学校６年間、中学校３年間の学習の系統性を明らかにした指導計画を作成し、見通しをもって計画に沿った

指導を展開するとともに、評価結果や各種調査結果の分析を踏まえ、修正や重点化・焦点化・系統性に係る検

証を加えるなどして活用する。 

 

ウ 学習活動に即した評価規準の設定 

  児童生徒の具体的な反応や姿を学習活動に即した評価規準として設定し、１時間の授業の中で身に付ける力

を明らかにして指導にあたり、学習の達成状況や定着状況を見届け、評価し、指導に生かす。また、単元の目

標・単元の評価規準の整合性を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 社会 

○基礎的・基本的な知識や技能を定着させ、それらを活用して考える問題解決型の授業が広く行われてい

る。 

○主体的・対話的で深い学びのための授業改善が積極的に行われている。 

▲知識・技能を着実に習得させ、資料活用能力を育成する授業を展開する。 

▲ペアやグループなどでの学習活動において、課題を追求したり解決したりする話合いを行う。 

 

ア 地域や学校、児童生徒の実態を生かした指導と評価の計画の作成 

  地域素材の教材化と調査・見学などの体験的な学習を充実させるとともに、評価規準や評価方法を明確にし、

評価を指導の改善に生かす。 

 

イ 基礎的・基本的な知識や技能の確実な定着と、それらを活用して考える授業展開の工夫 

  問題解決的な学習の一層の充実を図り、学習問題（課題）とまとめの整合性、見通しと振り返りのある授業を展

開するとともに、資料を効果的に活用し、知識・技能を確実に定着させる活動を導入する。 

 

ウ 人間尊重の精神と国際社会に生きる日本人としての自覚をもつ児童の育成 

  平和で民主的な国家・社会の形成者として互いに個人の尊厳と基本的人権を尊重し、日本人としての自覚を
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もって国際社会で主体的に生きる児童生徒を育成する。 

 

③ 算数、数学 

○ＩＣＴ機器を効果的に使う等、教材・教具を工夫し、児童生徒の興味関心や学習意欲を高める導入が行

われている。 

○問題を発見させたり解決に向けて見通しをもたせたりする等、児童生徒が数学的な見方・考え方を働か

せ、主体的に学習する授業が増えている。 

○自力解決や話合い活動を行う等、主体的、対話的な活動を位置付けた授業改善が行われている。 

▲学びの過程を質的に高めるという視点で、授業の工夫・改善に取り組む。 

▲授業のねらい「何を学ぶか」を明確にし、ねらいに迫るための課題設定や、より良い考えに高めたり思考を

深めたりするための話合い活動を行う。 

▲児童生徒一人一人の学習内容の定着状況を確実に見届け、適用問題や振り返りの活動の時間を確保

し、適切に評価する。 

 

ア 自校の課題を明確にした年間指導計画・学力向上プランの改善・充実 

   上尾市立小・中学校学力調査、県学力・学習状況調査、全国学力・学習状況調査問題の趣旨を理解する

とともに、調査結果から学習状況を把握し、児童生徒一人一人の伸びや授業改善の成果、自校の課題を明確

にする。 

全国学力・学習状況調査問題を活用した授業を実施するなど、出題の趣旨を踏まえた授業改善を行い、児

童生徒の学力向上に資する指導方法の工夫・改善を図る。 

 

 イ ねらいに迫る言語活動のより一層の充実 

   主体的で対話的な学びの視点に立ち、思考ツールを活用するなど目的を明確にした話合い活動や、筋道を

立てて論理的に説明することや理由や根拠を記述することなど、ねらいに迫り、深い学びにつながるための言語

活動を充実させる指導方法の工夫・改善を図る。 

 

 ウ 学ぶことの楽しさと充実感のある学習展開の工夫とより一層の数学的活動の充実 

   数学的な見方や考え方を働かせ、数学的活動を楽しさやよさを実感し、算数、数学を学習することの意義や

必要性を感得させる。また、問題解決的な学習などを通して、粘り強く取り組む態度を育成するとともに、多様な

見方や考え方を説明したり話し合ったりする活動を通してよりよいものを追究し、学習内容を振り返って生活や

学習に活用する態度を育成する。 

 
④ 理科 

○ＩＣＴ機器を用いて、児童生徒の興味関心を高める導入が行われている。 

○観察・実験を積極的に行い、体験的な学習をする機会が多く設定されている。 

▲小・中学校の学習内容の系統性を踏まえ、指導内容の重点化を図る。 

▲児童生徒が主体的に学習に取り組むために、実社会・実生活との関連を重視した指導を行う。 

▲クラス単位で観察、実験を実施することを想定した予備実験や事前調査を徹底する。 

 

ア 学習目標の明確な設定と指導計画の活用・改善 

   小・中学校の学習内容の系統性を踏まえ、日常生活に見られる自然現象や他教科、道徳等との関連に留

意しながら、指導内容を重点化する。 

 

 イ 主体的・対話的で深い学びにつながる活動の重視と指導方法の工夫 

   児童生徒が自ら問題を見いだし、主体的に学習に取り組み、体験的な学習や問題解決的な学習を行うとと

もに、学習内容を確実に身に付けさせるため、個に応じた指導などを行う。その際、既習の知識・技能を活用し

つつ、実社会・実生活との関連を重視した指導を行う。また、見通しをもって観察・実験やものづくり等を行うこと
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を通して、結果を整理し考察し表現するなどの学習活動を充実させ、問題解決の力の育成を図る。 

 

 ウ 学習環境の整備・充実と事故防止 

   理科室の整備・充実を図り、積極的に活用する。また、観察、実験等に当たっては、クラス単位で実施するこ

とを想定した予備実験や事前調査を行うなどの安全管理を徹底するとともに、万一の事故等に備えた校内体制

を全教職員で共有しておく。 

 
⑤ 生活 

○学校や地域の特色を生かした体験活動が積極的に行われている。 

▲児童の気付きの質を高める授業を展開する。 

▲円滑な接続を図るスタートカリキュラムを作成する。 

 

ア 主体的・対話的で深い学びのある授業の実現 

   体験活動と表現活動の相互作用を意識して身近な生活に関わる見方・考え方を生かし、主体的・対話的で

深い学びの実現を図る。また、気付きを伝え合い交流する場を工夫し、気付きの質を高める授業の展開に努め

る。 

 

 イ 学校や地域の特性、児童の実態を生かした指導計画の改善 

   ２年間を見通した年間指導計画を見直すとともに、児童が身近な人々、社会及び自然と関わる活動や体験

を充実させる。教育課程全体を視野に入れたスタートカリキュラムに学校全体で取り組めるようにする。 

 

⑥ 音楽 

○合唱や合奏などの技能の指導だけでなく、音楽づくり、鑑賞など、各活動がバランスよく計画されている。 

▲指導のねらいや手立てを明確にし、児童生徒が感性を高め、思考・判断し、表現する一連の流れを大切

にした学習の充実を図る。 

 

ア 全ての児童生徒が学習する内容を明確にした「指導と評価の計画」の作成 

    指導計画の作成について目標、指導内容、評価規準を明確にし、計画全体の整合性・一貫性を図るととも

に歌唱、器楽、創作、鑑賞の各活動の充実に努める。 

 

 イ 感性を高め、思考・判断し、表現する過程を重視した学習指導の工夫 

   児童生徒が楽しく音楽活動とかかわり、直接的な音楽体験を通して主体的に学習を進めることができるような、

指導のねらいや手立てを明確にした授業展開を工夫する。音や音楽によるコミュニケーションを図りながら、協

働して音楽活動する楽しさを感じ取らせるような指導を工夫する。 

 
⑦ 図画工作、美術 

○「学習のねらい」や見通しと振り返りを意識した授業や、ＩＣＴ機器を効果的に活用する授業が多く行われて

いる。 

▲児童生徒一人一人の資質や能力を高める指導と評価を行う。 

▲つくりだす喜びを十分に味わい、造形的な創作活動の基礎的な能力を培う授業を展開する。 

 
 ア 児童生徒一人一人の資質や能力を高める指導と評価の改善・充実 

表現及び鑑賞の指導を〔共通事項〕の視点で見直し、指導事項の定着状況を見届ける。 

  

 イ つくりだす喜びを十分に味わい、造形的な創作活動の基礎的な能力を培う授業展開の工夫 

   児童の主体的・対話的で深い学びの実現を図るため、造形的な見方・考え方を働かせ、表現及び鑑賞に関

する資質・能力を相互に関連させた学習活動を工夫する。 
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⑧ 家庭、技術・家庭 

○ペア学習や小グループでの学習を取り入れ、対話の中から考えを深める授業が積極的に行われている。 

▲「生活の営みに係る見方・考え方」「技術の見方・考え方」を働かせ、実践的・体験的な学習活動を充実

させる。 

  

ア 習得した基礎的・基本的な知識及び技能を生活で活用する力の育成 

   題材における知識及び技能を明確化し、実践的・体験的な学習活動を充実させ、解決の見通しをもち、生活

の課題の発見や解決に取り組むとともに、学習過程を振り返り、次の学習に主体的に取り組む態度を育成する。 

 

 イ 思考力・判断力・表現力等を育むための言語活動の充実 

   他者との会話を通して考えを明確にしたり、他者と意見を共有して互いの考えを深めたりするなど、自らの考

えを広げ深める活動を充実させる。 

 
⑨ 体育、保健体育 

○『学習規律を確立させ、力いっぱい運動し、思いっきり汗をかく体育授業』が各校で実践されている。 

▲柔軟性、敏捷性、持久力、投力を育て、バランスの取れた体力向上を進める。 

▲児童生徒の課題解決のための場の設定とそれに応じた指導を行う。 

 

ア 学習活動と学習内容を明確にした指導計画の作成 

   学校や地域の実態及び児童生徒の心身の発達の段階や特性等を十分考慮して、小学校では２学年間及び

６学年間を、中学校では３学年間を見通した指導計画を作成し、日常的な活用及び見直しを図る。 

  

イ 学習指導の充実 

  児童生徒に身に付けさせたい三つの指導内容を各学年で明確かつ具体的に示し、指導すべきことを徹底して

指導する授業の工夫・改善を図る。 

 

⑩ 道徳科・道徳の時間 

○登場人物の心情理解に偏った形式的な指導にとらわれず、いろいろな指導方法に挑戦しようとする授業

が広く行われている。 

▲どの指導方法を用いても、ねらいとする道徳的価値について「自分事」として考える授業を展開する。 

▲児童生徒が、自らを振り返り成長を実感したり、これからの課題や目標を見付けたりすることができるよう

な話合い（対話）の時間を確保し、児童生徒の変容を教師がとらえる。 

 

ア 道徳科・道徳の時間における学習指導の創意工夫 

   教科書・副読本や「彩の国の道徳」などの資料を活用し、児童生徒自らが道徳的価値を実現するための課

題や目標、及び道徳性を養うことのよさや意義について考えることができるよう指導を工夫する。また、児童生

徒が主体的に考えることができるように問題解決的な学習や体験的な学習を取り入れるなど、指導のねらいや

教材に応じて効果的な学習を設定し、「考え、議論する道徳」への転換を図る。その際、学習指導が形式化す

ることがないよう十分留意する。 

 

 イ 家庭・地域社会との共通理解を深める工夫 

   学校は、家庭・地域社会に道徳の授業を公開したり、学校便り等で道徳教育の取組を紹介したりして、理解と

協力を得る。また、「家庭用『彩の国の道徳』」などの資料を活用し、全ての教育活動において保護者や地域の

人々とともに同じ視点に立って指導できるように工夫する。 

 

 ウ 児童生徒理解と評価の工夫 

   道徳科・道徳の時間における評価は、児童が自らの成長を実感し、意欲の向上につなげていくとともに、教師
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が目標や計画、指導方法の改善・充実に取り組むための資料となるようにする。 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
⑪ 外国語活動、外国語 

○主体的にコミュニケーションを図ろうとする児童生徒を育成するため、外国語を使った様々な形態の言語

活動が工夫されて行われている。 

▲小学校・中学校の円滑な接続を一層推進する。 

▲体験的な言語活動を取り入れた授業の構築に向けたＡＬＴの効果的な活用方法を研究する。 

▲各校においてＣＡＮ-ＤＯリストを整備する。 

 

ア 学校・学年間の接続を踏まえた指導計画の作成と活用 

   小学校の外国語活動において、外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませながら、コミュニケーション能

力の素地を養い、児童の学習段階を考慮し、基本的な事項を繰り返し取り上げる。中学校の外国語においては、

小学校の素地・基礎を土台に生徒の「聞く」「読む」「話す」「書く」能力のより一層の育成を図る。また、言語材料

は、題材と関連付けて指導し、繰り返し活用させることで定着を図る。 

   新学習指導要領の移行措置期間に行うべき内容について、全面実施へ向けた内容についても計画的に取り

入れながら指導計画を作成・実施する。 

 

 イ 主体的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成 

ＡＬＴとのティーム・ティーチングを通して体験的に理解を深め、児童・生徒が課題に関心をもつ導入や言語

活動における目的・場面・状況等の設定の工夫、学習形態の工夫、ＩＣＴ等の効率的な活用等により、英語を使

って主体的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育成する。特に中学校においては、自分の考えや気持ち

を英語で伝え合う言語活動を中心に授業を展開し、その指導と評価の研究を行う。 

授業の最後にまとめと振り返りを行い、児童生徒一人一人についての学習状況を把握し、適宜フィードバック

を行うなど個に応じた適切な指導を行う。 

 
⑫ 総合的な学習の時間 

○学校や地域の実態・状況に応じて、特色ある学習活動を適切に位置付け、探求的な学習を繰り返し行って

いくような単元計画、学習活動が多く組まれていた。 

▲整理・分析場面で、考えるための技法（思考ツール等）による相互作用を行うなど、指導方法を工夫・改善

する。 

▲学校行事との関連やスキル学習の実施において、総合的な学習の時間の目標に沿った授業を展開する。 

  
ア 総合的な学習の時間の目標を踏まえた全体計画及び年間指導計画の改善 

   各学校において目標、目標を実現するにふさわしい探求課題及び探求課題の解決を通して育成を目指す資

質・能力、内容を定め、絶えず見直しを図るとともに、地域や学校、児童の実態等を生かした全体計画及び年

間指導計画の改善・充実に努める。 

  

 イ 主体的・対話的で深い学びを実現する学習活動の展開 

   相互に考え、話し合い、学び合う活動や地域の人々との意見交換や交流活動など他者と協働して問題を解

決したり、言語により分析してまとめたりするなどの学習活動や、各教科等との関連を意識した学習活動などを
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工夫する。その際、主体的・対話的で深い学びを実現するための探求のプロセスを一層重視する。 

 ウ 児童生徒の学習活動をよりよく改善するための評価 

   各学校で定めた目標や育てようとする資質や能力及び態度等を踏まえ、評価の観点や評価規準を設定し評

価活動を適切に進める。 

 
⑬ 特別活動 

○学級活動(1)では、教員が意図的、計画的に指導しており、集団としての議題の選定や児童生徒主体の話

合いが行われている授業が多く見られる。 

○学級活動(2)(3)では、ＩＣＴ等を用いて児童生徒の興味関心を高める資料が提示され、養護教諭や栄養教

諭等、専門性を生かしたＴＴによる授業が見られる。 

▲学級活動(1)では、少数意見を生かす等、合意形成を図る授業を実施する。 

▲学級活動(2)(3)では、話合いを生かして考えを深め、児童生徒一人一人の意思決定を図る授業を実施す

る。また、それに基づく実践を大切にする活動を展開する。 

  

ア よりよい人間関係を築く学級活動の推進 

   学級活動(1) では、発達の段階に応じた折り合いのつけ方を身に付けさせるための指導と評価の工夫と改善

を図るとともに、学級活動(2)(3)では、児童生徒一人一人が意思決定を行い実践に結び付けるための、指導と

評価の工夫と改善を図る。また、学級活動リーフレット等を参考にしながら学級経営の充実を図り、児童生徒一

人一人のよさや可能性を生かすとともに、他者を尊重する共感的な雰囲気の醸成に努める。 

 

 イ 個を生かす児童会・生徒会活動の展開と魅力ある学校行事の創造 

   共生社会の担い手として求められる社会に参画する態度や自治的能力を育む児童会・生徒会活動又は学

校行事における集団活動の指導方法及び評価方法を工夫する。また、学校行事のねらいを明確にし、各教科

等との関連を図りながら内容の充実に努める。 

 
⑭ 幼稚園教育 

○「上尾市接続期プログラム集」を活用した、保幼小の交流が行われている。 

▲幼稚園教育要領の趣旨を踏まえ、教育課程の見直し、工夫、改善を行う。 

  

ア 幼稚園教育要領の趣旨を踏まえた教育課程の見直しと工夫、改善 

   幼稚園教育において育みたい資質・能力「知識及び技能の基礎」「思考力・判断力・表現力の基礎」「学びに

向かう力・人間性等」の３つの柱として明確化された趣旨や、現代的な諸課題を踏まえた教育課程の見直しを

行う。 

 

イ 小学校教育への円滑な接続 

   子育ての目安「３つのめばえ」、「接続期プログラム」を活用するとともに、「幼児期の終わりまでに育ってほしい

姿」を明確にして「スタートカリキュラム」、「アプローチカリキュラム」を見直すことを通して、幼稚園教育と小学校

教育との円滑な接続に努める。 
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 ２ 魅力ある学校づくり 

 

（１）平成３０年度 学校課題研究一覧 
 

【幼稚園】                                               ※ 白抜き字 は３０年度発表校 

No 学 校 名 研究領域 研究主題または内容 
研究委嘱 

等機関 

委嘱 

期間 
発表日 

1 平方幼稚園 幼稚園教育 

健康な心と体を育てる環境や活動の工夫 

～心と体を十分に働かせながら、充実感や見通しをもって生活や遊び  

に取り組む幼児の育成を目指して～ 
自主研修     

【小学校】 

No 学 校 名 研究領域 研究主題または内容 
研究委嘱 

等機関 

委嘱 

期間 
発表日 

1 上尾小 学習指導 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業づくり 自主研修   

2 中央小 学習指導 自分の思いや考えをもち、共に高め合う子供の育成 自主研修   

3 大谷小 学習指導 
考えを広げ深めるために対話する大谷っ子の育成 

～主体的に学ぶ国語科・道徳科の指導を通して～ 
自主研修   

4 平方小 学力向上 

「わかる・できる」の喜びを味わう児童の育成 

～基礎的・基本的な知識・技能の習得を目指した指導方法の工夫・

改善～ 

市教委 30,31 
31年度 

発表予定 

5 大石小 
学習指導 

（図画工作科） 

感性を働かせ、自ら考え、表現や鑑賞の活動に取り組む児童の育成 

～思考力、判断力、表現力等の育成を視点にした指導方法の工夫～ 

国研 

市教委 
29,30 H30.11.22 

6 原市小 
学習指導 

（算数科） 

楽しさを実感し、自ら学び、考え、学習に取り組もうとする児童の育成 

～基礎・基本を身に付け、主体的に取り組める算数科の授業・活動

を通して～ 

市教委 30,31 
31年度 

発表予定 

7 上平小 外国語活動 

生き生きと活動する子供たちを目指して 

～英語に親しみをもち、主体的にコミュニケーションを図ろうとする児

童の育成～ 

市教委 30,31 
31年度 

発表予定 

8 富士見小 学習指導 
豊かな表現力を身に付け、共に学び合う富士見っ子の育成 

 ～「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指して～ 
自主研修   

9 尾山台小 道徳科 豊かな人間性を育み、よりよく生きようとする児童の育成 市教委 29,30 H31.1.29 

10 東小 健康教育 
未来を切り拓く東っ子の健康教育 

～知・徳・体の主体的な学びを通して～ 
市教委 29,30 H31.1.29 

11 大石南小 学習指導 
主体的によく考えることのできる児童の育成 

 ～児童一人一人の学力向上を目指して～ 
自主研修   

12 平方東小 
学習指導 

（体育科） 

自己を見つめ果敢に挑戦し、よりよく生きる児童の育成 

～運動の特性や魅力を味わい、夢中になる体育学習～ 
市教委 29,30 H30.10.15 

13 原市南小 外国語活動 

外国語を通じて、自律的・主体的にコミュニケーションを図ろうとする

児童の育成 

～学習指導要領の改訂を見据えて～ 

市教委 29,30 H30.11.28 

14 鴨川小 学習指導 
共に学び、社会を生き抜く児童の育成 

～「主体的・対話的で深い学び」の創造～ 
自主研修   

15 芝川小 学習指導 
伝え合う力を身に付け、生き生きと学ぶ児童の育成 

～主体的に学び合う社会科・生活科の授業づくりを通して～ 
市教委 29,30 H30.11.12 

16 瓦葺小 道徳科 道徳的な判断力、実践意欲を育てる指導方法の工夫改善 自主研修   

17 今泉小 
学習指導 

（国語科） 

自ら考え生き生きと活動する児童の育成 

～「わかるできる」国語の授業を目指して～ 
市教委 30,31 

31年度 

発表予定 
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No 学 校 名 研究領域 研究主題または内容 
研究委嘱 

等機関 

委嘱 

期間 
発表日 

18 西小 道徳科 
豊かな心があふれる 西小っ子の育成 

～自己を見つめ、他者との関わりを深める道徳の授業を目指して～ 
市教委 30,31 

31年度 

発表予定 

19 東町小 
学習指導 

（国語科・算数科） 

児童一人一人の確かな学力の育成 

～国語・算数の授業を中心として～ 
自主研修   

20 平方北小 特別支援教育 

特別支援教育の視点に立った学力向上の取組 

～教育活動全体のユニバーサルデザイン化による、児童の実践力の

育成～ 

市教委 30,31 
31年度 

発表予定 

21 大石北小 
規律ある態度の

育成 

主体的に行動できる児童の育成 

～学習規律の確立を基盤とした学力の向上～ 
市教委 30,31 

31年度 

発表予定 

22 上平北小 
規律ある態度の

育成 

規律ある態度を身に付け、生き生きと学習する児童の育成 

～上北まるごとキラキラっ子を目指して～ 
市教委 29,30 H31.1.29 

 

【中学校】 

No 学 校 名 研究領域 研究主題または内容 
研究委嘱 

等機関 

委嘱 

期間 
発表日 

1 上尾中 道徳教育 
いかに生きるべきか自ら考え続ける生徒の育成 

～自立と共生を基盤とする道徳性を養う道徳科の授業実践を通して～ 

県教委 

市教委 
30,31 

31年度 

発表予定 

2 太平中 
進路指導・ 

キャリア教育 

自らの能力や適性を踏まえ、将来の生き方を考えた進路選択ができ

る生徒の育成 
自主研修   

3 大石中 学習指導 
自ら学び、思考したことを表現する生徒の育成 

～主体的な学びを通した思考力・判断力・表現力の育成～ 
市教委 29,30 H30.11.12 

4 原市中 学習指導 
学び合う学びの創造 

～カリキュラム・マネジメントを生かした指導方法の工夫改善～ 
市教委 30,31 

31年度 

発表予定 

5 上平中 生徒指導 仲間と共に学ぶ喜びを感じ、自己有用感を育む指導の工夫 市教委 29,30 H30.10.15 

6 西中 
ボランティア・ 

福祉教育 

福祉ボランティア わたしたちにできること 

～「気づき・考え・実行」する西中生をめざして～ 
市教委 30,31 

31年度 

発表予定 

7 東中 

新教科 

グローバル 

シティズンシップ科 

グローバル化に対応する力を身に付け、持続可能な社会づくりの担い手

を育成するために「グローバルシティズンシップ科」を設置し、中学校の教

育課程におけるシティズンシップ教育の在り方に関する研究開発 

文科省 

市教委 

27～30 

28～30 
H30.11.21 

8 
東中 

向原分校 
学習指導 

児童・生徒一人一人の生きる力を育成するための個に応じた指導 

～施設内学校の特色を生かして～ 
自主研究   

9 大石南中 学習指導 
確かな学力を育成する教育活動の工夫 

～基礎的・汎用的能力の育成と学習に向かう集団の確立～ 
市教委 30,31 

31年度 

発表予定 

10 瓦葺中 教育相談 
生徒の多様性を認め合い、自尊感情を育む教育実践の研究 

～心理教育と特別支援教育の視点からの実践～ 
自主研修   

11 南中 道徳教育 
教育活動全体を通して、道徳価値を理解し、自ら実践する生徒の育成 

～体験的・問題解決的活動を重視し「考え、話す」道徳教育の充実～ 
自主研修   

12 大谷中 道徳教育 
道徳的判断力を身に付け、心豊かに生きる生徒の育成 

～話合い活動を通して、道徳的実践意欲と態度を育む～ 
市教委 29,30 H30.11.28 
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図画工作科（上尾市教育委員会委嘱） 

 

平成２９年度委嘱研究発表 
 

                 
 
 研究主題  自ら考え、判断し、自分の言葉で伝え合うことができる児童の育成 

       ～物語教材における最終ゴールを明確にした指導を通して～ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 研究主題  自信をもって自分の思いを伝え 互いのよさを認め合える児童の育成 

      ～自らつくりだす喜びを味わい 豊かな情操を育てる図画工作科の在り方～ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 研究主題  生き生きと表現する大谷っ子の育成 

       ～創造力を高める図画工作科の指導を通して～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

図画工作科（上尾市教育委員会委嘱） 

国語科（上尾市教育委員会委嘱） 



58 〔平成２９年度委嘱研究発表〕   

 

 

 

 
 研究主題  心豊かにかかわり合い、よりよく生きる富士見っ子の育成 

      ～自ら考え、学び合う道徳の授業を目指して～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

 研究主題  確かな読みの力を育てる国語指導の工夫 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 研究主題  共に学び、社会を生き抜く児童の育成 

       ～「主体的・対話的で深い学び」の創造～ 

 

 

 

 

 

 

 

学習指導（上尾市教育委員会委嘱） 

国語科（上尾市教育委員会委嘱） 

特別の教科 道徳（上尾市教育委員会委嘱） 
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学習指導（上尾市教育委員会委嘱） 

 

 

 

 

 研究主題  ２１世紀型学力を踏まえた、指導法の工夫改善 

       ～生涯にわたり、学び続ける児童の育成を目指して～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 研究主題  自他共に豊かな心を育む道徳教育 

       ～人間としての生き方を考え深め合える授業を目指して～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 研究主題  基礎的・基本的な学力を習得し、自ら学びを深める生徒の育成 

       ～学習意欲の向上を目指した評価の工夫・改善～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

学習指導（上尾市教育委員会委嘱） 

道徳教育（上尾市教育委員会委嘱） 
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学力向上（上尾市教育委員会委嘱）      

道徳教育（上尾市教育委員会委嘱） 

 

 

 

 

 研究主題  自ら考え、自他共によりよく生きようとする心豊かな生徒の育成 

       ～話合いを通じて考えを深める道徳教育を目指して～ 

   

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

生徒一人一人が主体的に取り組み確かな学力を身に付ける学習の在り方 

       ～アクティブ・ラーニングの視点を取り入れた学び合う場の充実～ 
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 上尾市教育月間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育月間の取組（写真は昨年度のもの） 
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いじめ根絶に向けた取組について 
いじめ根絶に向けた取組について 

① いじめの防止等のための基本的な方針  

上尾市では、平成２６年２月に「上尾市いじめの防止等のための基本的な方針」*を策定いたしま

した。上尾市教育委員会では、「いじめは決して許されないこと」であり、また、「いじめは、どの学校で

も、どの子供にも起こりうるものである」との認識に立ち、「いじめの根絶」及び「いじめの早期解消」に

取り組んでまいりました。（*平成３０年３月に一部改定） 

「いじめの根絶」及び「いじめの早期解消」には、子供の実態を日常的に把握し、学校、家庭、地

域社会や関係機関が連携して「いじめの根絶」に取り組むとともに、子供たち自らが「いじめをしない、

させない、許さない」強い意志をもつことが大切です。そのためには、各教職員が「いじめは人として

絶対に許されない行為であり、いじめられて苦しんでいる子供たちを全力で守る」という強い意志を

持ち、児童生徒の指導にあたることが何よりも重要です。 

上尾市教育委員会では、すべての子供が、なかよく楽しい学校生活を送ることができるよう「いじ

めのない学校」を実現するため、学校との連携を一層深め、いじめ根絶に取り組んでまいります。 
 

② いじめ根絶に向けた上尾市の取組 

年 月 内   容 

平成１８年１１月 

 

     １１月 

平成１９年 ８月 

平成２２年 

平成２４年 ８月 

 

      

 

 

      ８月 

     １１月 

平成２５年 ４月 

      ６月 

 

    ７～８月 

 

   ８～１２月 

 

     １１月 

平成２６年 ２月 

      ３月 

    ６～７月 

      ６月 

 

      ７月 

 

     １０月 

 

 

いじめ根絶を訴える緊急アピール 

（教育長、ＰＴＡ連合会長、小学校長会長、中学校長会長） 

教師用指導資料「いじめのない学校を目指して」作成 

「いじめをなくす宣言」 第１７回子ども議会で採択 

教師用指導資料「いじめのない学校を目指して」改訂 

上尾市いじめ根絶対策会議を開催 

（全小・中学校の校長と生徒指導主任が参加） 

○児童・生徒及び保護者を対象とする統一したアンケート調査の実施 

○教師用チェックリストの作成 

○各家庭向けの保護者用チェックリストの配布 

教師用指導資料「いじめのない学校を目指して」改訂 

なかよく楽しい学校生活を送るための標語募集 

「子ども・いじめホットライン」、「子ども・いじめホットメール」開設 

楽しい学校生活を送るためのアンケート「Ｑ－Ｕ」調査の実施 

（小学校３年生以上の全児童生徒が実施） 

ＣＡＰ研修会を全小・中学校で実施 

○教職員の実践的指導力の向上を図る 

上尾市「いじめ根絶」中学生サミット 

 ○上尾市「いじめ根絶」中学生宣言 

なかよく楽しい学校生活を送るための標語募集 

「上尾市いじめの防止等のための基本的な方針」策定 

学校いじめ防止基本方針を各小・中学校で策定 

ＣＡＰ研修会（新任教諭、他市からの転入教諭を対象） 

楽しい学校生活を送るためのアンケート「ｈｙｐｅｒ－ＱＵ」調査の実施 

（小学校３年生以上の全児童生徒が実施） 

「夢・感動教育 子供すこやかシンポジウム」開催 

 ○ネットトラブル防止に関する基調講演及びパネルディスカッション 

「第１回上尾市ネットトラブル防止対策会議」開催 

 ○ネットトラブル防止に関する情報交換並びに対策の方向性・行動指針

について検討 
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     １２月 

 

平成２７年 ４月 

     ４月～ 

      ５月 

 

    ６～７月 

６月 

 

      ７月 

 

 

   ５～１１月 

     

 

平成２８年 ３月 

    ６～７月 

６月 

 

      ７月 

 

 

 

 

 

     １１月 

平成２９年 ２月 

       

      ３月 

 

    ６～７月 

６月 

 

      ７月 

 

 

 

      ８月 

 

     １１月 

平成３０年 ２月 

 

  ３月 

 

「第２回上尾市ネットトラブル防止対策会議」開催 

 ○保護者に向けたネットトラブル防止に係る啓発活動の方法を検討 

「上尾市ネットトラブル防止宣言」ポスター・リーフレットの配布 

上尾市立中学校非公式サイト監視調査開始 

「上尾市スマホ・ケータイ安心ネット会議」準備委員会開催 

 ○小・中学生に向けたネットトラブル防止に啓発活動の方法を検討 

ＣＡＰ研修会（新任教諭、他市からの転入教諭を対象） 

楽しい学校生活を送るためのアンケート「ｈｙｐｅｒ－ＱＵ」調査の実施 

（小学校３年生以上の全児童生徒が実施） 

「夢・感動教育 子供すこやかシンポジウム」開催 

 ○スマホ・ケータイの正しい使い方に関する基調講演及び保護者と教諭

によるパネルディスカッション 

「上尾市スマホ・ケータイ安心ネット会議」開催 

 ○ネットトラブル防止の被害者・加害者にならないために、自分自身の

ルールやマナー等「行動宣言」を策定し、地域の集いで報告 

「上尾市中学校区スマホケータイつかい方行動宣言」リーフレットの配布 

ＣＡＰ研修会（新任教諭、他市からの転入教諭を対象） 

楽しい学校生活を送るためのアンケート「ｈｙｐｅｒ－ＱＵ」調査の実施 

（小学校３年生以上の全児童生徒が実施） 

「夢・感動教育 子供すこやかシンポジウム」開催  

パネルディスカッション 

 ○各中学校区の「スマホ・ケータイ行動宣言」に対する児童生徒の意識

の状況及び今後の具体的な指導について 

〇さらに進化していくネット社会に向けての問題提起、脱・スマホ依存

について 

なかよく楽しい学校生活を送るための標語募集 

なかよく楽しい学校生活を送るための標語ポスター 

（各小・中学校、公共施設等に３００枚配布） 

上尾市ネットトラブル防止宣言「ネット社会子供を守る大人の目」マグネ

ットの配布リーフレットの配布（１回目） 

ＣＡＰ研修会（新任教諭、臨時的任用教諭、他市からの転入教諭を対象） 

楽しい学校生活を送るためのアンケート「ｈｙｐｅｒ－ＱＵ」調査の実施 

（小学校３年生以上の全児童生徒が実施） 

「夢・感動教育 子供すこやかシンポジウム」開催  

○講演「いじめのない学校生活の実現を目指して」丸山 綱男 氏  

○グループ協議「いじめのない学校生活の実現のために、地域・学校が

連携してできる具体的な方策」 

上尾市「いじめ根絶」小学生サミット開催 

○上尾市「いじめ根絶」小学生の誓い 

なかよく楽しい学校生活を送るための標語募集 
なかよく楽しい学校生活を送るための標語ポスター 

（各小・中学校、公共施設等に３００枚配布） 

上尾市ネットトラブル防止宣言「ネット社会子供を守る大人の目」マグネ

ットの配布リーフレットの配布（２回目） 
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③ 上尾市「いじめ根絶」小学生サミット  
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④ 上尾市「いじめ根絶」中学生宣言  
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３ 教職員の資質の向上 

（１） 指導方法に関する研修  

実施時期 研修会名 研修内容 対象 

４月 
特別支援学級担任等
研修会 

指導方法の工夫・改善を図る 特別支援学級担任等 

４月 
魅力ある学校づくり
研修会 

学校研究主題に係る研修 小・中教頭 

4・5   
月 

 
司書教諭等研修会 
 

学校図書館運営の充実を図る 
小・中司書教諭 
小・中図書館教育主任 

4･5･6･7 

9･11･1･3 

月 

アッピースマイル 
学校図書館支援員 
研修会 

学校図書館支援員の専門性の
向上を図る研修 

アッピースマイル学校図書館支援員 

４・７・２ 
月 

特別支援教育コーデ
ィネーター研修会 

通常学級において特別な教育
的支援を必要とする児童生徒
への支援の在り方 

特別支援教育コーディネーター 

４・８
月 

 
道徳教育研修会 
 

「特別の教科 道徳」に係る
研修 

小・中道徳教育推進教師、 
道徳主任等 

４・８
月 

外国語活動指導力向
上研修会 

指導力・英語力の向上を図る 小教員（各小学校で実施） 

５月 教科等指導員研修会 
教科等指導員としての資質向
上を図る 

教科等指導員 

５月 
ｈｙｐｅｒ－ＱＵ 
実施活用研修会 

ｈｙｐｅｒ－ＱＵの調査結果
を学級経営に活用するための
研修 

小・中主幹教諭、または教務主任 

５・６ 
1１・2 
月 

教育課程研究協議会 
教育課程・学力向上に係る研
修 

小・中主幹教諭、または教務主任 

６・８
１０・２ 
月 

学力向上プロジェク
ト研究会 

学力調査結果分析に基づく、
算数科の授業改善と学力向上
の研究 

小教員 

 
７月 

 

人 権 教 育 管 理 職  
研修会 

人権教育推進における管理職
としての役割等について  

小・中校長等 

 
８月 

 

人権教育施設体験 
研修会 

フィールドワーク研修 
小・中人権教育主任、 
担当教員他  

 
８月 

 

外国語活動・外国語
科実技研修会 

指導力・英語力の向上を図る 
小外国語活動担当教員 
中外国語科担当教員 

 
８月 

 

幼・保・小連携合同
研修会 

連携に係る情報交換と接続期
プログラム及び３つのめばえ
の活用・実施等 

公立幼・保教員、私立幼・保教
員、幼保小連携担当教員、低学
年担任等 

 
８月 

 

情報セキュリティ 
研修会 

情報セキュリティに関する 
研修 

小・中情報教育担当者 

 
８月 

 
情報モラル研修会 

ネットトラブルの未然防止対
策等のための情報モラル指導
について 

小・中情報教育担当者 

８月 
★ 理 科 施 設 体 験  

研修会 
指導方法の工夫・改善を図る
ための現地研修  

小教員・中理科担当教員  

（★印は市教育研究会との共催） 
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実施時期 研修会名 研修内容 対象 

 
８月 

 

★ 体 育 実 技 伝 達    
講習会 

体育実技に関する指導方法に
ついて 

小教員 

８・２ 
月 

特別支援学級、通級
指導教室担当者研修会 

特別支援学級の特性を生かし
た指導の充実を図る 

 
小・中特別支援学級等担当教員 
 

 
１０月 

 

難聴障害に関する 
学習指導方法研修会 

難聴の児童生徒の理解と指導
のあり方 

難聴・言語障害通級指導教室 
担当教員  

 
１１月 

 

言語障害に関する 
学習指導方法研修会 

言語に障害のある児童生徒の
理解と指導のあり方 

難聴・言語障害通級指導教室 
担当教員  

１２・２ 

月 
コミュニティスクー
ル研修会 

学校運営協議会についての理
解を深める。 

小・中管理職、教員 

２・３
学期 

特別支援教育推進 
研修会 

特別支援教育についての理解
を深める 

 
小・中教員 
 

２・３
学期 

学校ＩＣＴ活用研修
会 

・学校ＩＣＴ機器の活用と指
導方法の工夫・改善につい
て 

・大型モニタの活用 

・情報セキュリティ 他 

小・中管理職、教員 
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（２） 教育相談等に関する研修（教育センター所管の研修） 

 

実施時期 研 修 会 名 研 修 内 容 対象・定員 

５月 就学相談員研修会 
就学相談員としての心構え、資質
を向上させるための講義等 

上尾市就学相談員  

７・８
月 

生徒指導・教育相談 
中級研修会（総セ・市町共催） 

校内の生徒指導・教育相談の推進
者として必要な理論や技法を習得
するための演習 

教員（初級修了者） 

８月 初任者研修（施設体験研修） 
市内の文化財・史跡・公共施設・
福祉施設等の見学及び体験等 

初任者教員 

７～11
月 

５年経験者研修 
学級経営・教科指導についての実
践的指導力の向上を目指すための
講義及び福祉体験等 

教員 
（教職経験５年前後） 

８月 臨時的任用教員研修 
教員としての資質向上を図るた
め、「教員としての心得」や教育
課題について講義 

臨時的任用教員 

８月 知能検査講習会 
知能検査の実施・解釈のための講
義・演習 

教員 
さわやか相談室相談
員 

年間２回 教育相談主任会議 
不登校問題を解消させるための学
校の対応力を向上させる講義及び
協議 

教員 

年間９回 
アッピースマイルサポーター
研修会 

アッピースマイルサポーターの資質
向上を図るための協議及び演習 

アッピースマイルサ
ポーター  

年間９回 特別支援学級補助員研修会 
特別支援学級補助員の資質向上を図
るための協議及び演習 

特別支援学級補助員  

年間５回 
さわやか相談室相談員 
研修会 

相談員の資質向上を図るための協
議 

さわやか相談室相談員 

年間２回 
教育相談主任会議・さわや
か相談室相談員合同研修会 

児童生徒や保護者に対する教職員
の対応力、児童生徒理解に関する
力を向上させる講義及び演習 

教員 
さわやか相談室相談
員 
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（３） 保健・安全衛生に関する研修 

 

実施時期 研 修 会 名 研 修 内 容 対 象 

４月 
小学校給食調理員春季
講習会 

・学校給食調理員の日常業務と役割 

・学校給食施設・設備の衛生管理 
小学校給食業務従事職員 

５月 プール水質管理講習会 
プール水質管理について、技術向上
を図る 

プール水質管理担当教諭 

５・６月 心肺蘇生法研修 救急救命法の技術向上を図る 教員 

６・２月 保健主事研究協議会 健康教育の課題を研究協議する 保健主事 

８月 応急手当普及員講習会 救急救命法指導者の養成 教員 

８月 
学校給食関係職員夏季
講習会 

学校給食調理員の衛生管理及び 
施設・設備の衛生管理 

学校給食関係職員 

１２月 
応急手当普及員更新 

講習会 

応急手当普及員資格取得後３年を経
過する教員向けの資格更新講習 

教員 

２月 労働安全衛生研修会 
学校における労働安全衛生管理体制
の向上を図る 

校長、教頭、 
衛生管理者、衛生推進者 

３月 伝達講習会 養護教諭の専門性を高める 養護教諭 

各月１回 養護教諭研究協議会 
健康教育の課題を研究し、資質向上
を図る 

養護教諭 
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（４） 各教科等授業研究会 

実施時期 研 修 会 名 研 修 内 容 対 象 

２学期 ★国語科授業研究会 
授業研究会をとおして国語科に
関する指導力の向上を図る。 

小・中国語科担当教員 

〃 ★社会科授業研究会 
授業研究会をとおして社会科に
関する指導力の向上を図る。 

小・中社会科担当教員 

〃 
★算数科・数学科 
授業研究会 

授業研究会をとおして算数科・
数学科に関する指導力の向上を
図る。 

小 算数科担当教員 
中 数学科担当教員 

〃 ★理科授業研究会 
授業研究会をとおして理科に関
する指導力の向上を図る。 

小・中理科担当教員 

〃 ★音楽科授業研究会 
授業研究会をとおして音楽科に
関する指導力の向上を図る。 

小・中音楽科担当教員 

〃 
★図画工作科・美術科 
授業研究会 

授業研究会をとおして図画工作
科・美術科に関する指導力の向
上を図る。 

小 図画工作科担当教員 
中 美術科担当教員 

〃 
★家庭科、技術・家庭科 
授業研究会 

授業研究会をとおして家庭科、
技術・家庭科に関する指導力の
向上を図る。 

小 家庭科主任 
中 

家庭科・技術科主任、 
担当教員 

〃 
★体育科・保健体育科 
授業研究会 

授業研究会をとおして体育指導
に関する指導力の向上を図る。 

小・中体育科主任等  

〃 ★道徳授業研究会 
授業研究会をとおして道徳教育
の指導力向上を図る。 

道徳教育推進教師・  
道徳主任等 

〃 ★特別活動授業研究会 
児童生徒の自主的実践的な活動

を支援する授業改善を図る。 
小・中特別活動主任等 

〃 ★健康教育授業研究会 
授業研究及び研究協議をとおし
て健康教育の推進を図る。 

小・中健康教育主任、 
担当教員  

〃 ★食育授業研究会 
授業研究及び研究協議をとおし
て食育の推進を図る。 

小・中食育担当教員  

〃 
学力向上プロジェクト 
授業研究会 

学力向上をねらいとした算数科
の授業研究会 

小・中教員 

３学期 
いじめを考える 
授業研究会 

いじめを許さない気運を醸成させ
るための、いじめ問題の防止をね
らいとした道徳科の授業研究 

小・中生徒指導主任 

〃 
小学校外国語活動授業研
究会 

移行用新教材等を使用した授業
研究 

小 外国語活動担当教員 

〃 ★外国語科授業研究会 
授業研究会をとおして外国語活
動・英語科に関する指導力の向
上を図る。 

小  外国語活動担当教員 
中  外国語科担当教員 

 

（５） 学校訪問 
上尾市教育委員会では、市内各小・中学校に対し、教育指導行政上の諸問題の解決及び各教科等

における指導方法の工夫・改善等を目指し、計画的に学校訪問を実施している。 

教職員の指導力向上に一層の充実を期するために、市内教員の中から教科等指導員を任命してい

る。 
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４ 教育相談の充実 
  
本市の教育相談は、昭和６３年に開所した上尾市教育センターを中心に、着実に実践を積み上

げている。市民の教育相談に対するニーズは高く、相談業務には教育心理専門員・相談員、スク

ールソーシャルワーカー等の 1１人が対応している。 

また、学校適応指導教室を平成５年度から開設し、不登校児童生徒の自立と学校生活への適応

を図っている。教育心理専門員１人・指導員３人が学校復帰個別支援計画を作成し、児童生徒の

登校支援を行っている。さらに、教育相談主任会議、さわやか相談室相談員研修会等を定期的に

開催し、各学校と連携して教育相談の充実を図っている。 

（１） 教育センターの組織                                （２） 教育センターの施設 

 

 

 

 

 

 

（３） 教育相談の内容 

○不登校についての相談（学校を休みがち、学校に行けない・行かない等） 

○学習・発達についての相談 （学習が遅れている、ある教科がふるわない、発達の遅れ・発達の程度が知りたい） 

○性格・行動・情緒についての相談（いじめられる、乱暴をする、落ちつきがない、ほとんどしゃべらない、友だちとよく遊

べない、目ばたきが激しい・爪をかむ等気になるくせがある等） 

○言葉についての相談（ある音を正確に発音できない、幼児語・言葉のつかえ・聞こえ等言葉に関すること） 

○進路についての相談（就学・進学等についての問題） 

○養育・しつけ・その他についての相談 

○ほっとルーム 

開設日時 ： 月～金曜日 10:00～17:00 

活動内容 ： ゆるやかな小集団活動の場として、相談員が関わりながら自主学習と軽いスポーツ等を行う。 

（４） 学校適応指導教室（かもめ・けやき・ステップルーム） 

上尾市教育センターには、不登校児童生徒の自立と学校生活への適応を図り、学校への復帰を支援するた

めの様々な指導・援助を行う学校適応指導教室「かもめ教室」（小学生対象）、「けやき教室」（中学生対象）、

「ステップルーム」を設置している。 

毎日決まった時間、学校適応指導教室で生活することにより、生活のリズムを安定させ、集団に適応していけ

る生活態度を育てている。一人一人の学校復帰の思いと揺れ動く心を大切にしながら、きめ細かい指導を積み

重ねている。 

相談室 

プレイルーム 

和室 

事務室 

学校適応指導教室 

研修室 

資料室 

調理室 

４ 

１ 

１ 

１ 

2 

1 

１ 

１ 

◎かもめ・けやき教室 

開設日時 ： 月・火・木・金曜日 9:30～14:00 

活動内容 
・自主学習を中心とした学習活動 
・体験活動（野外体験活動、宿泊体験活動、福祉体験活動、調理実習、創作
活動、スポーツ体験活動等） 
・児童生徒への個別カウンセリング 
・家庭への支援・援助（個別相談、三者面談、保護者会、行事への参加等） 
・学校との連携（在籍校との担任面談、学校復帰のための受け入れ体制づくり
等） 

◎ステップルーム 

開設日時 ： 月・火・木・金曜日  

9:30～14:00 

活動内容 

・学習意欲をもつ不登校児童生徒
が、必要に応じて学生ボランティア
等による学習支援を受けながら、自
らの計画による個別学習を行う。 

面接相談・訪問相談 
電話相談・電子メール相談 
就学相談 
集団カウンセリング 
グループ相談 
ほっとルーム 
 

教育相談 

教育心理専門員２人 

相談員 ５人 

ＳＳＷ  ４人 

学校適応指導教室 
教育心理専門員１人 
指導員 ３人 
学習支援ボランティア 

所 長 

主 幹 

副主幹 

主 査 かもめ教室 

けやき教室 

ステップルーム 

生活指導 

個別学習 

体験学習 
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（５） 教育相談等の流れ 

●教育相談の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
●就学相談の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●学校適応指導教室入級の流れ 

                             〔教育相談の風景〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

電話相談 面接相談申込 

終 結 

他機関の紹介 

心 理 検 査 等 

訪 問 相 談 
ケース会議 

面接相談 

電子メール相談 

助 言 

学齢児童生徒保護者 

就学時の健康診断等 

教
育
セ
ン
タ
ー 

面
接
・検
査
・観
察 

就
学
支
援
委
員
会 

就
学
支
援
・相
談 

教
育
委
員
会 

保護者 

学 校 
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接 
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談 

仮
入
級
（体
験
） 

（学
校
） 

⇒
 

（保
護
者
） 

⇒
 

入
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申
込
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級 
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５ 学校保健活動の充実 

（１） 児童生徒の健康保持増進 

学校保健安全法に基づき、各種健康診断等を実施することにより、児童生徒の健康状態を把握し、

保護者と連携を深めながら早期治療の指示を迅速に行い、児童生徒が心身ともに健康的な学校生活が

送れるよう努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 学校職員の健康保持増進 

各種健康診断を実施することにより、学校職員の健康状態を把握し、心身ともに健康な状態を保持

増進するよう努めています。 

 

 

 

 

 

 

（３） 学校環境衛生の管理 

学校環境衛生基準に基づき、学校内の各種環境検査を実施することにより、児童生徒が安全な学校

生活を送れるよう努めています。 

 

  

 

 

 

 

 

 
［健康診断の風景］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎児童、生徒の各種健康診断 

・児童、生徒の定期健康診断 ・児童、生徒の心臓検診 

・児童、生徒の尿検査 ・生徒の貧血検査 

・就学時健康診断 

 

◎学校職員の各種健康診断 

・定期健康診断（正規採用職員４０歳以上の者は特定健康診査含む）  

・B型・Ｃ型肝炎抗体検査 

・ストレスチェック（実施対象校のみ）  

・面接指導 

 

◎各種環境検査 

・飲料水検査        ・簡易水道検査       ・プール水質検査 

・給食室衛生検査    ・ダニアレルゲン検査   ・照度検査 

・空気検査        ・黒板検査 
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６ 学校安全活動の充実 

（１） 安全教育の充実 

児童生徒が自他の生命を尊重し、生涯にわたって

安全な生活を営むとともに、他者の安全にも進んで協

力することができる態度や能力を身につけることを目

指します。そのため、予測される危険に対して的確に

判断し、適切に行動できる実践的な資質や能力を養

う各種啓発活動を行っています。 

 

（２） 交通安全指導の徹底 

交通事故を未然に防ぐために、発達段階に即して、

交通安全指導を関係機関と連携し進めています。ま

た、通学路の点検、安全マップの作成等、登下校の

安全確保に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 学校防犯体制の整備 

学校の安全・安心を確保するため、保護者や地域

住民と協力して学校防犯体制を整備しています。地

域防犯マップの作成、登下校の見守り活動、子ども１

１０番の家との連携、防犯ブザーの配布など、児童生

徒を対象とした犯罪を未然に防ぐことに努めています。 

 

（４） 学校安全パトロールカー事業の推進 

平成１９年度から、市内１１の全中学校区に学校安

全パトロールカーを配備し、平成２９年８月に車両を更

新しました。登下校を中心に、学校区内の小・中学校、

保護者、地域が一体となって、児童生徒の安全を確

保するパトロールを実施しています。 

 

◆学校安全パトロールカー運行実績 

 回数(回) 距離(㎞) 時 間 

27 年度 
2,191 

（16.6） 

34,653 

（15.8） 

2,446 時間 

（1 時間６分） 

28 年度 
2,091 

（15.8） 

30,729 

（14.8） 

2,192 時間 

（1 時間６分） 

29 年度 
1,510 

（13.7） 

25,174 

（15.1） 

1,665 時間 

（1 時間６分） 

合  計 5,792 90,556 6,303 時間 

   

 

 

（５） 防災教育の推進 

災害時に適切な行動が取れるように、避難訓練を

中心とした防災指導を徹底しています。また、災害時

に学校が組織的に機

能できる体制を整備す

るよう、上尾市学校安

全マニュアル（防災編）

に基づき、大地震発生

時の対応の訓練に取り

組んでいます。 

 

 

（６） 安全管理体制の強化 

市立幼稚園・小・中学校全３５校（分校を含む。）に

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を各２台設置し、安全

管理体制の強化を図っています。全教職員を対象に

ＡＥＤの使用法も含めた救急救命研修を実施し、教職

員の資質向上に努めています。また、校内指導者の

養成にも取り組んでいます。さらに学校安全計画を作

成し、施設等の安全点検を毎月実施するなど、安全

な学校環境づくりにも組織的に取り組んでいます。 

 
（７） 日本スポーツ振興センター災害共済給付制

度及び児童生徒賠償責任保険 

市では独立行政法人日本スポーツ振興センターの

災害共済給付制度に加入しており、市立の幼稚園・

小学校・中学校に在籍する幼児・児童・生徒が学校

管理下において負傷等を負った場合、災害共済給付

として医療費等を支給しています。 

また、日本スポーツ振興センターの災害共済給付

制度を補完するものとして、全国市長会学校災害賠

償補償保険に加入しています。これは学校管理下に

おいて、市が所有する学校施設の瑕疵、市の行う学

校教育業務遂行上の過失に起因して、小中学校の児

童生徒が他の児童生徒あるいは第三者の身体を害し

たり又はその財物を破損したりした場合に保険金が支

払われるものです。 

〔一斉避難訓練〕 
〔小学校わくわく子ども自転車体験〕 

〔登下校の見守り活動〕 

※表中（ ）内の回数は１台１月の平均、距離と時間は１回平均。 

※平成 29年度は 7、8月分を除く、１0 か月分で平均を算出。 
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７ 学校における食育の充実 

（１） 学校給食の運営組織 

小学校と中学校の学校給食の適正かつ効果的な運営と資質の向上を図ることを目的として「上尾市学校給食

会」を構成する。     

             

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 小学校給食 

① 実施状況 （平成３０年５月１日現在） 

学校名 調理方式 開始年月 給食数 
給食関係従事者 

栄養教諭等 調 理 員 

上尾小学校 自校方式 昭和 31.9 ５６９食 １人(栄養教諭) ２ 〔２〕 (１) 人 

中央小学校 自校方式 昭和 37.2 ５９６食 １人（学校栄養職員） ２ 〔２〕 (１) 人 

大谷小学校 自校方式 昭和 37.2 ９１９食 １人(栄養教諭) ３ 〔４〕 (１) 人 

平方小学校 自校方式 昭和 38.5 ３９３食 １人(栄養教諭) ２  (２) 人 

大石小学校 自校方式 昭和 35.1 １，０５８食 １人(栄養教諭) ２ 〔６〕  人 

原市小学校 自校方式 昭和 37.12 ６８１食 １人（学校栄養職員） ２ 〔３〕  人 

上平小学校 自校方式 昭和 38.1 ５６６食 １人（臨時学校栄養士） ２ 〔２〕 (１) 人 

富士見小学校 自校方式 昭和 39.6 ７６４食 １人（学校栄養職員） ２ 〔３〕 (１) 人 

尾山台小学校 自校方式 昭和 42.4 ２９７食 １人（臨時学校栄養士） ２  (１) 人 

東 小 学 校 自校方式 昭和 44.4 ８７７食 １人(栄養教諭) ２ 〔３〕 (２) 人 

大石南小学校 自校方式 昭和 47.4 ３１６食 １人（臨時学校栄養士） ２ 〔１〕  人 

平方東小学校 自校方式 昭和 49.4 ２３５食 １人（臨時学校栄養士） ２  (１) 人 

原市南小学校 自校方式 昭和 49.4 ５９２食 １人(栄養教諭)   ２ 〔２〕 (１) 人 

鴨川小学校 自校方式 昭和 49.4 ４２３食 １人（臨時学校栄養士） ２ 〔１〕 (１) 人 

芝川小学校 自校方式 昭和 50.6 ５８５食 １人(栄養教諭) ２ 〔２〕 (１) 人 

瓦葺小学校 自校方式 昭和 50.4 ４８９食 １人（臨時学校栄養士） ２ 〔１〕 (１) 人 

今泉小学校 自校方式 昭和 51.4 ４６３食 １人（臨時学校栄養士） ２ 〔１〕 (１) 人 

西 小 学 校 自校方式 昭和 51.4 ４６４食 １人（臨時学校栄養士） ２ 〔１〕 (１) 人 

東町小学校 自校方式 昭和 52.4 ７９４食 １人(栄養教諭) ２ 〔４〕  人 

平方北小学校 自校方式 昭和 52.4 ２１２食 １人（臨時学校栄養士） ２  (１) 人 

大石北小学校 自校方式 昭和 54.4 ８２０食 １人(栄養教諭)   ２ 〔４〕  人 

上平北小学校 自校方式 昭和 54.4 ２７８食 １人（臨時学校栄養士） ２  (１) 人 

合                計 
１２，３９１

食 
２２人 45 〔４２〕 (１９) 人 

※「調理員」は再任用職員を含む。「調理員」の〔 〕は嘱託給食調理員数、（ ）は臨時給食調理員数 

○実施回数 192回 ○月額給食費 4,300円(8月分は 1食単価 250円×実施回数 4回)○1食単価 250円 

○ 献立の作成、新献立・新製品の研究 

 

○ 物資納入業者の選定、物資の購入 

○ 食に関する指導の研究 

献立委員会 

物資委員会 
上尾市立小学校給食 

運営委員会 

上尾市立中学校給食 

共同調理場運営委員会 

○ 献立の作成、新献立・新製品の研究 

○ 物資納入業者の選定、物資の購入 

○ 食に関する指導の研究 

献立部会 

指導部会 

会食給校学市尾上 

物資部会 

指導委員会 



76 〔 ７ 学校における食育の充実 〕 

② 給食の内容 

全校で各月の献立を統一して実施している。献立

の作成は学校の栄養士があたり、献立委員会で審議

検討する。 

〔主食〕 

○米飯…月に平均１１回実施している。そのうち自校

炊飯が月２回～３回、残りは委託炊飯である。

自校炊飯では、混ぜごはん・ピラフ・炊き込

みごはん等を実施している。委託炊飯では

白飯が主となるが、カレーライス・手巻ずし

等に人気がある。 

○パン…食パン・コッペパン他、子供パン・バターロー

ルパン・はちみつパン・クロワッサン・デニッシ

ュなどを用いている。特に揚げパンは人気が

ある。 

○めん…月に平均２回実施している。めんを副食とし、

減量パンと組み合わせて使用する時の主な

献立には、スパゲッティナポリタン・煮込みう

どん・焼きそば等がある。主食として使用す

る主な献立には、みそラーメン等のつけめん

がある。 

 

〔牛乳〕 

毎日の飲用のほかに、料理にも牛乳・乳製品の使

用を心掛けている。 

〔おかず〕 

材料の購入は、一部共同購入とし、物資委員会に

おいて品質、安全性、価格等を考慮し選定する。 

献立は加工品の使用を控え、手作りを多く取り入れ、

きめの細かい心のこもった調理を行っている。コロッケ・

メンチカツ・手作りグラタン・手作りカレー・かきあげ等は、

手作り献立の代表的なもので、児童にも大変好評である。 

 

 

◎児童１人１回当たりの学校給食摂取基準（平成２５年度改定） 

区 分 
ｴﾈﾙｷﾞｰ

(kcal) 
たんぱく質

(g) 
ｶﾙｼｳﾑ

(㎎) 
鉄 

(㎎) 

栄養量 6４0 １８～３２ 3５0 3.0 

 

区 分 
ﾋﾞﾀﾐﾝ A 
(μgRE) 

ﾋﾞﾀﾐﾝ B1 
(㎎) 

ﾋﾞﾀﾐﾝ B2 
(㎎) 

ﾋﾞﾀﾐﾝ C 
(㎎) 

栄養量 1７0 0.４ 0.４ 2０ 

 

区 分 
食 塩 

(g) 
食物繊維

(g) 
脂肪(％) 

栄養量 ２．５未満 ５.０ 
学校給食による 

摂取ｴﾈﾙｷﾞｰ全体の

25%～30% 
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（３） 中学校給食 

健康教育の一環としての学校給食は、かつては食

糧不足の時代に栄養補給を目的として実施されたが、

現在は飽食の時代といわれるくらい物質的には豊かな

社会となった反面、欠食や偏食による栄養のアンバラ

ンス、肥満傾向生徒の増加、家庭における食生活の

変化、食糧生産の体験不足による食に対する理解度

の低下などのため、健康や食習慣上の課題が指摘さ

れている。そうした中で、「生涯にわたる健康づくりの基

礎を培う学校給食」としての新たな役割が求められて

いる。 

そこで、生徒の栄養改善や健康の増進を図るととも

に望ましい食習慣を育成するため、以下の点に留意し

ながら栄養バランスのとれた豊かな食事の提供に努

めている。 

① 栄養のバランスへの配慮 

学校給食摂取基準及び食品構成表に基づき、栄

養バランスのとれた魅力的な食事内容となる献立を

作成する。 

 

② 豊かで多様な献立の推進 

地域における食生活の特性や教育的意義も高い地

場産物を積極的に導入するとともに、伝統的な食文

化の継承と醸成につながる四季折々の行事食、郷土

料理などを取り入れ、豊かで多様な献立を作成する。 

 

③ 生きた教材としての献立の工夫 

学校給食は、教育の一環としての役割を果たし、生

徒が望ましい食習慣や人間関係を身に付けるための

生きた教材として活用する必要がある。そのため、献

立の内容を学校における食育指導計画や指導内容と

関連させ、教科指導をはじめ特別活動、学校行事な

どと一体となった取り組みができるよう配慮する。 

 

④ 米飯給食の推進 

学校給食への米飯の導入は、食事内容の多様化

を図り、栄養に配慮した米飯の正しい食習慣を身に付

ける見地から教育上有意義と考えられている。そのた

め、米飯を中心とした日本型食生活や食文化を伝承

するよい機会ととらえ、米飯給食を積極的に取り入れ

る。 

 

⑤ 牛乳の積極的飲用の推進 

「パンまたは米飯、ミルク、おかず」の 3点がそろった

給食が完全給食であり、牛乳の飲用は完全給食の大

切な要件である。したがって、良質なたんぱく質と不足

しがちなカルシウムやビタミン B2 などを含む牛乳は、

成長期にある中学生にとって重要な食品であることか

ら、積極的な飲用の推進に努める。 

◎実施状況（平成３０年５月１日現在） 

中学校給食は、共同調理場（セントラルキッチン）プ

ラス自校調理場（サテライトキッチン）方式（上尾方式）

により、平成５年１月１８日から開始された。この方式

は、センター方式と自校方式の機能を効果的に組み

合わせた全国的にも珍しいもので、共同調理場施設

のほかに各中学校にも小規模自校調理場施設が設

置されている。 

(ｱ) 対象校と給食数 

中学校１１校、約 6,300食（教職員等を含む） 

 

(ｲ) 実施回数と給食費 

年間実施予定回数 187回、月額 5,200円（１

食平均単価 310円） 
 
(ｳ) 調理施設概要 

a 共同調理場（セントラルキッチン） 
・名 称 上尾市立中学校給食共同調理場 
・所 在 地 上尾市大字上尾村 476－１ 
・電話番号 048－777-1552 
・竣工年月 平成 4年 12月 
・敷地面積 4,512㎡ 
・延床面積 2,306㎡ 

（1階 1,853 ㎡、2 階 453㎡） 
・主な施設 調理コーナー、下処理コーナー、炊

飯室、洗浄室、食品加工室、残滓回
収室、プラットホーム、機械室、調理
研修室、洗濯乾燥室、検査室、準備
室、給湯室、休憩室、運転手控室、
更衣室、事務室等 

・調理能力 10,000食 
 

b 各中学校自校調理場（サテライトキッチン） 
・名 称 上尾市立中学校給食自校調理場 
・所 在 地 各中学校に同じ 
・電話番号 各中学校に同じ 
・敷地面積 各中学校用地の一部（既設受部分

を増改築９校、新設２校） 
・延床面積 １１校平均１６０㎡（配膳室、休憩室

含む） 
 

(ｴ) 調理業務の形態 

     民間業者による委託方式を採用。委託内容
は、共同調理場及び自校調理場における調理、
配缶、配送（配送車を含む）、配膳、洗浄、保管、
施設設備日常清掃等の業務、ボイラー管理業
務とその他の関連業務である。 

 
(ｵ) 実施内容 

献立内容により異なるが、共同調理場では炊

飯、主菜となる揚げ物、焼き物、煮物等の調理

を行っている。 
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また、各中学校自校調理場では副菜となる汁物

類、サラダ類、和え物、果物類、デザート類等を調

理し、配送される調理品と合わせて、各クラス用配

膳車（配膳台兼用）に仕分けをし、各校舎各階に設

置されている配膳室まで運搬を行っている。 

 a 食器と盆 
強化磁器食器４点（大皿１、小皿１、飯碗１、 

汁碗１）を使用し、献立によって３点まで使い分け
をし、盆は強化プラスチック（ＦＲＰ）製を使用してい
る。 

 b 配送と回収 
配送車６台によるコンテナ方式で、共同調理場

から１１校に配送し、給食終了後に回収を行う。学
校規模により食器、盆は調理品とは別に配送及び
回収を行っている。 

 ｃ  洗浄と保管 
食器類、食缶類、コンテナ等は、共同調理場で

回収後一括洗浄と保管を行い、各中学校調理場
で使用する食缶、フライケース等はそれぞれの自
校調理場で洗浄と保管を行っている。 

 

◎ 給食の内容 

献立は、全校同一で東西２班に分ける二部制で実
施している。献立原案は、共同調理場の栄養士が作
成し、委託業者との打合わせを経て献立部会、物資
部会にてさらに審議決定し、予定献立として実施して
いる。また、学校給食は健康の増進、体位の向上、正
しい食習慣を身に付け、好ましい人間関係づくり等を
図ることにあるため「家庭の食事」の規範の一助になる
よう研さんして取り組んでいる。 

 

〔主食〕 
○米飯…共同調理場の炊飯システムを毎日稼動さ

せ、東西 2 班に交互に提供し、月 1～2 回
の炊き込みごはんやピラフなどの「変わりご
飯」を実施している。 

○パン…小学校同様、食パン・コッペパン以外にも各
種の加工パンを多く用いて給食に変化をつ
けている。 

○めん…カレーうどん、かき揚げうどん、みそラーメン
など月 1～2回実施している。 

 

〔牛乳・乳製品〕 
貴重なカルシウムの確保のため、毎日の飲用のほ

かに、グラタン、チーズ入りコロッケ、シチュー、ミルクゼ
リーなどに多く使用し、好評を得ている。 

 

〔おかず〕 
肉や魚を主とした主菜一品のほか、副菜を 2～3品

付けることを基本としている。また、物資選定にあたっ 
ては、物資部会を通じて、安全性を含めてよい食品を
適正な価格で入手することを目標としている。さらに、
加工品や半加工品を極力使わず、素材を生かし、大
規模な集団給食に対しても手づくりが取り入れられる

よう委託業者の調理担当者とも綿密な連絡を取りな
がら工夫する努力を続けている。 
 

〔学校給食摂取基準〕 
学校給食における栄養所要量の基準は、厚生労働

省が定める日本人の食事摂取基準を参考とし、児童
生徒の健康の保持増進を図るのに望ましい栄養量を
文部科学省が算出したものである。 

 
◎生徒１人１回当たりの学校給食摂取基準（平成２５年度改定） 

区 分 ｴﾈﾙｷﾞｰ 
(kcal) 

たんぱく質 
(g) 

ｶﾙｼｳﾑ 
(㎎) 

鉄 
(㎎) 

栄養量 820 25～40 450 4.0 
   

区 分 ﾋﾞﾀﾐﾝ A 
(μgRE) 

ﾋﾞﾀﾐﾝ B1 
(㎎) 

ﾋﾞﾀﾐﾝ B2 
(㎎) 

ﾋﾞﾀﾐﾝ C 
(㎎) 

栄養量 300 0.5 0.6 35 
   

区 分 食塩 
(g) 

食物繊維 
(g) 脂肪(％) 

栄養量 3未満 6.5 
学校給食による摂取ｴﾈ
ﾙｷﾞｰ全体の 25%～30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔共同調理場 セントラルキッチン〕 
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８ 教育費支援の充実 

（１） 入学準備金貸付制度 

高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援
学校の高等部、短期大学、大学、高等専門学校、専
修学校（高等課程及び専門課程）に進学の意欲を有
する者で経済的な理由により修学が困難なものの保
護者に対して、入学に要する入学金その他の費用に
ついて、無利子で貸付けを行っている。 

※返還は６ヵ月据置き、２０万円・５０万円は四半期ごとの１
７回割賦、３０万円は四半期ごとの１３回割賦、無利子。 
（平成２９年度実績） 

 

（２） 奨学金貸付制度 

高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援
学校の高等部、短期大学、大学、高等専門学校、専
修学校（高等課程及び専門課程）に在学する者で、
学資の支出が困難な生徒や学生に対して、奨学金を
無利子で貸し付けている。 
※返還は卒業後６カ月据置き、四半期ごとの２０回割
賦、無利子。       
（平成２９年度実績） 

 

（３）就学援助費 

【趣旨】 

経済的理由により、就学が困難と認められる学齢

児童生徒又は、就学予定の児童生徒の保護者の負

担軽減を図るため、就学に必要な経費の一部を支

給します。 

【対象者】 

次の２つの条件を満たす人（あらかじめ申請が必

要です） 

・上尾市に住んでいて、公立の小学校又は中学校に

就学又は、就学予定の児童生徒の保護者 

・上尾市教育委員会が、生活保護法に規定する要

保護者に準ずる程度に生活が困窮していると認め

た人 

【支給対象費目】 

学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品

費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費（※） 

※ 学校給食費は全額が支給対象です。 

 

 

（４） 特別支援教育就学奨励費 

【趣旨】 

特別支援学級等に在籍する学齢児童生徒の保

護者の経済的負担を軽減するため、その負担能力

に応じ就学に必要な経費の一部を支給します。 

【対象者】 

・市内小・中学校の特別支援学級、または、通級指

導教室に通級する児童生徒の保護者 

・市内小・中学校の通常学級に在籍し、一定の障害

に該当する児童生徒の保護者 

【支給対象費目】 

学用品・通学用品購入費、校外活動等参加費、

新入学児童生徒学用品・通学用品購入費、修学旅

行費、学校給食費、通学費、交流学習交通費、職

場実習交通費 

※ 所得によっては支給されない費目があります。 

※ 通級指導教室に通う児童生徒の保護者には、 

その通学費のみ支給します。 

 

 

 

 

 

区  分 
種

別 
貸付額 

貸
付
人
員 

貸付金額 

高等学校、中

等教育学校

の後期課程、

高等専門学

校、専修学校

（高等課程） 

公

立 

200,000

円 
1人 

200,000

円 

私

立 

300,000

円 
２人 

600,000

円 

短期大学、大

学、専修学校

（専門課程） 

公

立 

300,000

円 
０人 

0 

円 

私

立 

500,000

円 

１１

人 

5,500,000

円 

区  分 
貸付額と貸付

期間 

貸
付
人
員 

貸付金額 

高等学校、中

等教育学校の

後期課程、高

等専門学校、

専修学校（高等

課程） 

月額 10,000 円 

（正規の修業

期間内） 

０人 
        

0円 

短期大学、大

学、専修学校

（専門課程） 

月額 20,000 円 

（正規の修業

期間内） 

２人 
480,000

円 
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９ 学校施設の整備 

（１） 学校施設状況 （平成 30 年 5 月 1 日現在） ※東小学校の普通教室保有数のみ、向原分教室の教室数を含む。 

       施設事項 

学校名 

普通 
教室 

保有数 

特別 
教室 

保有数 
給食室 

    ㎡ 

プール 

    ㎡ 

校舎等保有面積 

格技場 

  ㎡ 

校   舎  

木造 
   ㎡ 

鉄筋コンクリート 

        ㎡ 
鉄骨 

       ㎡ 
計 

          ㎡ 

 

平 方 幼 稚 園 ４ ０  ２０   ２３５ ２５７ ４９２  

上 尾 小 学 校 20 7 244 375     4,564 118 4,682  

中 央 小 学 校 20 11 248 375  25 6,552 66 6,643  

大 谷 小 学 校 28 7 316 400  20 4,614 451 5,085  

平 方 小 学 校 13 9 394 375  31 5,338 77 5,446  

大 石 小 学 校 32 10 291 375  40 5,958 149 6,147  

原 市 小 学 校 21 12 306 375  23 6,961 100 7,084  

上 平 小 学 校 19 9 314 375  17 5,533 152 5,702  

富士見小学校 24 11 502 400   7,556 905 8,461  

尾山台小学校 13 7 178 375  19 3,918 13 3,950  

東 小 学 校 29 8 299 375   4.906 111 5,017  

大石南小学校 15 10 295 375   5,998 83 6,081  

平方東小学校 8 12 167 375   5,858 84 5,942  

原市南小学校 20 7 264 375   4,340 92 4,432  

鴨 川 小 学 校 15 9 252 375   4,181 87 4,268  

芝 川 小 学 校 20 13 265 375   6,573 122 6,695  

瓦 葺 小 学 校 16 8 292 375   4,762 96 4,858  

今 泉 小 学 校 16 9 295 375   5,248 88 5,336  

西 小 学 校 15 17 306 375  7 5,824 86 5,917  

東 町 小 学 校 26 7 325 375   4,878 472 5,350  

平方北小学校 10 9 286 375   6,057 67 6,124  

大石北小学校 25 10 321 395   5,542 545 6,087  

上平北小学校 12 7 325 395   3,635 94 3,729  

小 学 校   計 ４１７ ２０9   ６,４８５    ８,３４０ ０ １８２ １１８,７９６ 4,058 123,036    

上 尾 中 学 校 24 17 154 400 965  8,635 77  8,712  

太 平 中 学 校 12 14 167 400 432 19 6,408 101  6,528  

大 石 中 学 校 25 14 143 400 468   5,576 1,082  6,658  

原 市 中 学 校 2０ 16 143 325 422   5,533 597  6,130  

上 平 中 学 校 23 14 143 350 436   6,642 250  6,892  

西 中 学 校 22 13 179 400 459   4,853 353  5,206  

東 中 学 校 19 16 158 350 629   6,559 360  6,919  

東中学校向原分校 6 9   415     2,148 79  2,227  

大 石 南 中 学 校 9 19 146 400 459   7,749 89  7,838  

瓦 葺 中 学 校 12 12 84 400 459   3,877 470  4,347  

南 中 学 校 12 11 200 400 552   5,013 89  5,102  

大 谷 中 学 校 11 12 166 325 478   4,837    4,837  

中 学 校   計 195 167 1,683 4,565 5,759 19 67,830 3,547 71,396  

総   合   計 616 376 8,168 12,925 5,759 201 186,861 7,862 194,924  
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校舎等保有面積 用地保有面積 

設置 

年度 

 
施設事項 

学校名 

屋体・講堂 用 地  

鉄筋 
コンクリート 

      ㎡ 
鉄骨 

     ㎡ 
計 

      ㎡ 

建物敷地 
       ㎡ 

屋外運動場 
       ㎡ 

その他 
    ㎡ 

計 
        ㎡ 

 

      860     860 昭４０  平 方 幼 稚 園 

788   788 11,861 7160   19,021 明６  上 尾 小 学 校 

524   524 6,149 11,455   17,604 昭３１  中 央 小 学 校 

701   701 11,033 7,160   18,193 明２２  大 谷 小 学 校 

563   563 4,740 18,208   22,948 明５  平 方 小 学 校 

687 17 704 13,139 12,064   25,203 明１９  大 石 小 学 校 

778   778 3,779 11,329   15,108 明６  原 市 小 学 校 

687   687 6,886 9,795   16,681 明６  上 平 小 学 校 

1,369   1,369 10,584 15,418   26,002 昭３８  富士見小学校 

672   672 5,410 15,615   21,025 昭４２  尾山台小学校 

687   687 7,669 15,338   23,007 昭４４  東 小 学 校 

718   718 13,204 12,890   26,094 昭４７  大石南小学校 

741   741 10,233 7,369   17,602 昭４９  平方東小学校 

792   792 12,173 12,925   25,098 昭４９  原市南小学校 

674   674 10,018 8,436   18,454 昭４９  鴨 川 小 学 校 

729   729 11,460 9,259   20,719 昭５０  芝 川 小 学 校 

859   859 11,903 10,040   21,943 昭５０  瓦 葺 小 学 校 

687   687 9,905 11,531   21,436 昭５１  今 泉 小 学 校 

712   712 8,949 9,162   18,111 昭５１  西 小 学 校 

677   677 10,437 10,699   21,136 昭５２  東 町 小 学 校 

665   665 11,717 8,701 376  20,794 昭５２  平方北小学校 

680   680 10,559 10,992   21,551 昭５４  大石北小学校 

545   545 8,413 14,192   22,605 昭５４  上平北小学校 

15,935 17 15,952 210,221 249,738 376 460,335   小 学 校   計 

1,038   1,038 12,965 14,633   27,598 昭２２  上 尾 中 学 校 

762   762 12,574 14,234   26,808 昭２２  太 平 中 学 校 

770   770 12,081 12,993   25,074 昭２２  大 石 中 学 校 

770   770 11,470 15,077   26,547 昭２２  原 市 中 学 校 

762   762 9,632 21,701   31,333 昭２２  上 平 中 学 校 

770   770 7,578 15,155   22,733 昭４６  西 中 学 校 

812   812 11,257 19,760   31,017 昭５１  東 中 学 校 

800   800 7,998 8,150   16,148 平１４  東中学校向原分校 

788   788 14,750 13,124 900 28,774 昭５２  大石南中学校 

789   789 12,614 10,847   23,461 昭５２  瓦 葺 中 学 校 

840   840 10,721 16,928   27,649 昭５４  南 中 学 校 

1,060   1,060 9,880 13,120   23,000 昭６０  大 谷 中 学 校 

9,961 0 9,961 133,520 175,722 900 310,142   中 学 校   計 

25,896 17 25,913 344,601 425,460 1,276 771,337   総   合   計 
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（２） 小中学校及び幼稚園の棟ごとの耐震性能の状況 （平成 30 年 10 月現在） 

□小学校 

 

1 ＲＣ 3

2 ＲＣ 3

3 ＲＣ 1 2次 1.07

4 ＲＣ 1

5 ＲＣ 1

6 ＲＣ 4

7 ＲＣ 3

8 ＲＣ 3

9 ＲＣ 1

10 ＲＣ 1 1次 0.93

11 ＲＣ 3

12 ＲＣ 3

13 S 1

14 ＲＣ 2 1次 0.81

15 ＲＣ 3

16 ＲＣ 3

17 ＲＣ 2 1次 0.82

18 ＲＣ 3

19 ＲＣ 3

20 ＲＣ 1

21 ＲＣ 2 2次 0.86

22 ＲＣ 3

23 ＲＣ 3

24 ＲＣ 1 2次 1.08

25 ＲＣ 3

26 ＲＣ 3 2次 0.75

27 ＲＣ 3

28 ＲＣ 1 1次 1.63

29 ＲＣ 1

30 ＲＣ 2

31 ＲＣ 4

32 Ｓ 2

33 ＳＲＣ 4

34 ＲＣ 3

35 ＲＣ 3

36 ＲＣ 1 1次 0.90

37 ＲＣ 3

38 ＲＣ 3

39 ＲＣ 2

40 ＲＣ 4

41 ＲＣ 3

42 ＲＣ 3

43 ＲＣ 3

44 ＲＣ 2

45 ＲＣ 4

46 ＲＣ 4

47 ＲＣ 3

48 ＲＣ 4

49 ＲＣ 4

50 ＲＣ 2

51 ＲＣ 2

52 ＲＣ 4

53 ＲＣ 4

54 ＲＣ 3

55 ＲＣ 4

56 ＲＣ 2

57 ＲＣ 4

58 ＲＣ 2

59 ＲＣ 4

60 ＲＣ 3

61 ＲＣ 2 2次 0.88

62 ＲＣ 4

63 ＲＣ 4

64 ＲＣ 1

65 ＲＣ 4

66 ＲＣ 4

67 S 1

68 ＲＣ 1 1次 1.43

69 ＲＣ 2 1次 0.80

70 ＲＣ 3

71 ＲＣ 4

72 ＲＣ 1 1次 1.02

73 ＲＣ 4

74 ＲＣ 2 2次 1.22

75 ＲＣ 4

76 S 1

77 ＲＣ 1 1次 1.40

78 ＲＣ 2 1次 0.84

79 ＲＣ 4

80 ＲＣ 1 2次 1.22

81 ＲＣ 1 1次 0.92

○

給食室棟 ○

改修済

平成１９

○

改修済

平成２１○

改修済

改修済

改修済

新耐震建築物

改修済

平成２３ 3,251

平成２３ 4,960

改修済

昭和５４ 425

普通・特別教室棟 北校舎

改修済

新耐震建築物

昭和４９

図書・メディア棟

体育館・プール棟 平成２３

昭和４４

1,381

1,443 新耐震建築物

1,364

新耐震建築物

新耐震建築物

改修済 平成２４

○

○

北校舎(東)

8 富士見小学校

管理・普通・特別教室 南校舎

9 尾山台小学校 南校舎

10

Ｂ棟

校舎棟

Ｄ棟

北校舎(西)

Ａ棟

北校舎

東小学校

平成１９○

○

平成２０

○

平成２０

平成２５○

○

○

○

○

平成２３

平成２５

○

○

○

○

改修済

優先度
調査

改修済

Ｉｓ値

改修済

北校舎

南校舎(西)

南校舎(東)

Ｃ棟

改修
年度

建築年度番号 学校名 階数校舎名称棟名称 診断
耐震
性能

1 上尾小学校

屋内運動場棟

管理棟

普通･特別教室棟

788

南校舎

北校舎

給食室

平成２５

（㎡）

昭和４３ 1,632

管理棟

普通･特別教室棟

昭和５２

構造
面積

給食室棟

524

新耐震建築物

746

改修済昭和４６・４８ 2,186

4,396

昭和４５

改修済北校舎普通教室･特別教室棟

南校舎(西)

屋内運動場棟

管理･普通教室棟

管理･普通教室棟

改修済

3 大谷小学校
南校舎

中校舎

昭和４９

中央小学校 南校舎(東)

昭和４７ 1,748 平成２４○

701

4 平方小学校 北校舎

南校舎

屋内運動場棟

昭和５１

給食室棟

昭和４４・４６ 3,149 改修済

563

昭和５２ 改修済

平成２０

5 大石小学校
管理･普通教室棟

管理･特別･普通教室棟

昭和５０

北校舎

南校舎 改修済 平成２０

昭和５１

改修済

昭和４６ 2,804

687

昭和４４・４６

○

昭和４６

3,154

改修済

改修済昭和５１

平成２０

○

○

改修済

給食室

平成２０

昭和４７ 2,404

2,735

昭和５４ 2,156

687

平成２０

給食室棟

2,585

管理棟

北校舎

昭和５０

昭和４０・４３・４７ 3,266

給食室 昭和５１ 306

1,204

平成２２

7 上平小学校

屋内運動場棟

普通･特別教室棟

管理･普通･特別教室棟

北校舎

南校舎

管理･普通･特別教室棟 昭和４１ 2,822 改修済 平成１５○北校舎

屋内運動場棟

普通教室棟

管理･普通･特別教室棟 3,659南校舎 昭和４４・４６

昭和５０ 687

北校舎

平成２３改修済

○

平成１３

平成２３ 752

平成２４

平成１９

昭和４９

○

改修済昭和４８

○

○672

○

○

平成２３○

改修済

11 大石南小学校

昭和４８ 3,532

昭和４８

2,115

南校舎普通･特別教室棟

管理･特別･屋内運動場棟 ○

○

平成２３

平成２１

○

○

12 平方東小学校

昭和４９ 2,207 改修済管理･普通教室棟

昭和４９ 1,482

普通教室棟

平成１０○

昭和５０ 1,013 改修済 平成１１○

平成１０○改修済

改修済

昭和４９ 2,064 改修済 平成１１○

13 原市南小学校
昭和４９

校舎棟

1,701

普通･特別教室棟

管理･屋内運動場棟

平成１８○

平成１４○

平成１４○

○

3,695 改修済昭和４９

昭和５０ 1,463

1,287

昭和４９ 3,240 改修済

14 鴨川小学校

南校舎

改修済昭和４９

580昭和５９

平成１８

平成１６○

改修済

昭和５０

昭和５０ 1,128 改修済

改修済

16 瓦葺小学校
管理･屋内運動場棟

普通･特別教室棟

平成１７

○新耐震建築物

平成１６○

○15 芝川小学校

2,050

1,483

普通教室棟

特別･屋内運動場棟

普通教室棟

普通教室棟

管理･特別教室棟

昭和５０

昭和５０

昭和５０

○

平成２１○

平成１８○1,415

改修済

1,805

改修済

4,108 改修済

平成１７

改修済

18 西小学校

昭和５０

平成２３昭和５０

平成２０

○

昭和５０ 2,268

改修済

昭和５０

17 今泉小学校

687

管理棟

教室棟 3,275

屋内運動場棟

管理･特別教室棟

昭和５０

2,532

3,405

管理棟

南校舎

昭和５０

屋内運動場棟

屋内運動場棟

905昭和５０

昭和５１ 325

西校舎

昭和５１

2,257

南校舎

○

給食室

昭和５１

東校舎 2,527

南校舎 平成１２

平成２０

○

3,373

3,546

665

改修済

改修済

平成２１

平成２３

平成２２○

○

○ 平成２３

○ 平成２４

○

○

○

○

平成２２

○

平成１

○昭和５１・５５

677

○

○

昭和５１

昭和５１ 改修済

3,567

西校舎

特別教室棟

管理棟

屋内運動場棟 昭和５３ 680

昭和５３ 676

昭和５３

屋内運動場棟

校舎棟

普通教室棟

昭和５３

北校舎

昭和５１

昭和５３

22 上平北小学校

特別教室棟

管理･普通教室棟

普通･特別教室棟

給食室棟

19

21 大石北小学校

20

東町小学校

管理･普通･特別教室棟

平方北小学校

屋内運動場棟

管理･普通･特別教室棟

管理･普通･特別教室棟

○

改修済

改修済

平成２１

改修済

普通教室棟

普通･特別教室棟

改修済

普通教室棟

管理･屋内運動場棟

管理･普通･特別教室棟

○

537

325 ○

普通･特別教室棟

屋内運動場棟

特別教室棟

○

普通･特別教室

2

○

○

南校舎

6 原市小学校

○

普通･特別教室棟

屋内運動場棟

管理･普通･特別教室棟

特別･屋内運動場棟

普通･特別教室棟

屋内運動場棟

屋内運動場棟

普通教室棟

普通･特別教室棟

普通･特別教室棟

普通･特別教室棟

管理･普通･屋内運動場棟

普通教室棟

平成１８

給食室棟 給食室 昭和５９ 248

昭和５３・５５

昭和４７ 1,057

○

普通･特別教室棟

3,182 平成２２

給食室 平成１１ 291 ○

普通教室棟 東校舎 平成１４

新耐震建築物

昭和４８ 252

新耐震建築物

○

昭和４１

213 ○新耐震建築物

改修済

平成１０ 373 新耐震建築物 ○

○

改修済

1,141

2,202

○

○

1,493

377 新耐震建築物 ○

平成２４

2,797

給食室棟 給食室 昭和５３ 321 ○

管理･普通･特別教室棟

普通教室棟 東校舎

給食室棟 給食室 昭和５３
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□中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ＲＣ 3

2 ＲＣ 3

3 ＲＣ 2

4 Ｓ 1

5 ＲＣ 2

6 ＲＣ 3

7 ＲＣ 4

8 ＲＣ 4

9 ＲＣ 1

10 ＲＣ 1 2次 1.09

11 S 1

12 ＲＣ 4

13 ＲＣ 4

14 ＲＣ 2

15 Ｓ 2

16 ＲＣ 1

17 Ｓ 2

18 Ｓ 2

19 ＲＣ 4

20 S 1

21 ＲＣ 3

22 ＲＣ 3

23 Ｓ 1

24 ＲＣ 3

25 ＲＣ 1 2次 0.77

26 Ｓ 2

27 S 1

28 ＲＣ 2

29 ＲＣ 3

30 ＲＣ 5

31 ＲＣ 4

32 ＲＣ 2

33 Ｓ 2

34 S 1

ＲＣ 4

S 3

36 ＲＣ 3 3次 0.74

37 ＲＣ 3 2次 0.76

38 Ｓ 1

39 ＲＣ 1

40 S 1

41 ＲＣ 4

42 ＲＣ 4

43 Ｓ 1

44 ＲＣ 4

45 ＲＣ 2 2次 1.04

46 S 2

47 ＲＣ 4

48 ＲＣ 4

49 ＲＣ 4

50 ＲＣ 4

51 ＲＣ 1

52 S 1

53 ＲＣ 4

54 Ｓ 1

55 ＲＣ 1

56 S 1

57 ＲＣ 4

58 ＲＣ 4

59 ＲＣ 4

60 ＲＣ 2

61 S 2

62 ＲＣ 3

63 ＲＣ 4

64 ＲＣ 4

65 ＲＣ 2

66 S 1

□幼稚園

1 ＲＣ 1 1次 0.95

2 Ｓ 1

耐震化率一覧表

35 管理･普通･特別教室棟
渡り廊下部分 昭和５１ 52

瓦葺中学校

南校舎(西)

南校舎(東)

南校舎

北校舎

9

太平中学校2

3

給食室棟 給食室 平成４ 250

7

渡り廊下 昭和５０・平成４ 231 ○

8

新耐震建築物 ○

渡り廊下棟

南中学校10

大谷中学校11

上平中学校5

西中学校6

東中学校

大石中学校

原市中学校4

南校舎

○屋内運動場棟 平成２７

北校舎(東) 昭和５６ 1,338

金工･木工室

南校舎

北校舎(西)

格技場

南校舎(西)

南校舎(東)

北校舎(東)

北校舎

中央校舎(西)

格技場

中央校舎(東)

金工･木工室

Ｂ棟

Ａ棟(西)

南校舎

格技場

西校舎

北校舎

屋内運動場棟

棟名称

管理･普通教室棟

管理･特別･普通教室棟

屋内運動場棟

屋内運動場棟

普通教室棟

教官室兼倉庫

格技場棟

2

管理･教室棟

教室棟

金工･木工室

昭和５０・５５

昭和４８・５０

昭和５０

普通教室棟

管理･特別･普通教室棟

格技場棟

格技場棟

特別教室棟

プール付属屋、管理室

100%

耐震化率 棟数
耐震性能
適合棟数

耐震化率

幼稚園 2100.0%小学校

中学校

計 147

66

81

147

100.0%

100.0%

耐震性能
適合棟数

屋内運動場棟

普通教室棟

管理･普通･特別教室棟

81

格技場棟

棟数

普通･特別教室棟

普通教室棟

管理･普通･特別教室棟

普通教室棟

特別教室棟

普通教室棟

屋内運動場棟

普通教室棟

特別教室棟

普通･特別教室棟

66

管理･普通･特別教室棟

特別教室棟

昭和５９

改修済

改修済

改修済

改修済

Ｉｓ値階数 診断
（㎡）

○

改修済

改修済

昭和５５ 1,122

改修済

普通教室棟

屋内運動場棟

特別教室棟

昭和５２ 3,586

普通教室棟

管理･普通･特別教室棟

屋内運動場棟

改修済

昭和５５

昭和５０

○

新耐震建築物昭和５９ 257

昭和５９ ○

昭和３６ 235

○

階数
面積

新耐震建築物

診断 Ｉｓ値

新耐震建築物

優先度
調査

1,364

（㎡）

平成２１

平成２５

平成２４

建築年度 構造

1,717 ○

改修
年度

○

○

○

平成２２

平成２３

平成２２○

○

平成２５

耐震
性能

○

○

1,752

屋内運動場棟

特別教室棟

2,872

昭和５６

○

平成２４

平成２５

改修済

番号 幼稚園名

1 平方幼稚園

昭和５９

西棟

東棟

校舎名称

西校舎

○

840

昭和５１ 255

487

昭和５３

○昭和５１

昭和５３・５６

○

平成２４○

平成２４○

昭和５３

改修済

改修済

改修済

新耐震建築物

屋内運動場棟

普通教室棟

普通･特別教室棟 校舎棟(東)

校舎棟(中)

校舎棟(西)

管理･普通教室棟

特別教室棟

普通教室棟

789

木工･美術室

校舎棟

特別教室棟

昭和５１ 3,961 改修済 ○

新耐震建築物

格技場棟

○

○

昭和５１ 788

昭和５６ 1,473

1,145

1,199

大石南中学校

255 平成２４○

4,039

1,689 平成２４○

812

管理･普通教室棟

北校舎

特別教室棟

東校舎

普通教室棟

特別教室棟

特別教室棟

南校舎

昭和４６

平成２５改修済

平成２４

○

平成２２

○

改修済

平成２０○

○

昭和４６

平成２０

昭和４３ 平成２５

○

○762

平成２０○

昭和４６ 770

○

改修済

平成２０

昭和４７ 1,340 改修済

改修済昭和４８

○

昭和３９ 687 改修済

昭和６３ 422 新耐震建築物

○

1,458 改修済 平成１９○

平成１９○改修済

新耐震建築物

改修済 平成１１

Ａ棟(東)特別･普通教室棟 昭和４１ 1,267

770 平成２５

新耐震建築物

1,208

昭和４８ ○

昭和４６

平成２５○昭和４５ 762

3,112 ○昭和４３

平成１０ 948

改修済

○昭和５６

○

1,115

新耐震建築物

平成１９

昭和５６ 1,426 ○

昭和４９・５２ 2,646

新耐震建築物

○

昭和４４ 2,132

平成２６ 1,141

新耐震建築物

○新耐震建築物

新耐震建築物1,038

改修
年度

○昭和４１

5,276

1,845

平成２７

耐震
性能

面積
建築年度 構造

1 上尾中学校

北校舎(西)

南校舎

校舎名称棟名称

プール・格技場棟 プール・格技場棟

番号 学校名

○

優先度
調査

改修済

新耐震建築物

平成１３

改修済

平成１９○

改修済

改修済

改修済

平成２１改修済

格技場棟 格技場 昭和６３ 432 新耐震建築物 ○

昭和４８

昭和５３ 2,913 改修済

平成２ 436 新耐震建築物

昭和５８ 171 新耐震建築物

平成２４

○

1,298

2,884

改修済243

3,667

○ 平成１５

昭和４７ 762

格技場 平成２ 459 新耐震建築物

改修済

改修済北校舎

昭和５１

昭和５０

○

格技場棟 格技場

1,961

格技場 平成４ 459 新耐震建築物 ○

屋内運動場棟

○

○

昭和５２

昭和５１

平成３ 629 新耐震建築物

○

格技場棟 格技場 平成２ 552 新耐震建築物 ○

2,991 新耐震建築物

体育舎、倉庫、部室

部室棟 部室 平成３ 141 新耐震建築物

格技場棟 格技場 平成３ 478 新耐震建築物

昭和６３ 35 新耐震建築物 ○

○

○

平成５ 468

○

平成１９

平成１９

○

昭和５９ 94 新耐震建築物 ○

○

○

〇 平成２９改修済

管理棟（サブグラウンド）

新耐震建築物

渡り廊下棟 渡り廊下

246

昭和４９ 81

格技場棟 格技場

昭和６０ 247 ○

459

改修済 _○_ 平成１２

平成２
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（３） 平成 30年度まで過去 10年間の主な学校整備 

年度 増改築・改修等の状況 

21 
大石南小（南・北校舎耐震補強・トイレ改修） 瓦葺小（北校舎耐震補強・トイレ改修）  
東町小（西校舎耐震補強・トイレ改修） 大石北小（南校舎耐震補強・トイレ改修）  
上尾中（北校舎耐震補強・トイレ改修） 瓦葺中（南校舎耐震補強・トイレ改修） 

22 

富士見小学校校舎改築工事（22～23年度） 

大谷小（南校舎耐震補強・トイレ改修） 西小（南校舎耐震補強・トイレ改修） 
平方北小（管理棟耐震補強・トイレ改修） 上平北小（校舎・給食棟耐震補強・トイレ改修） 
東中（南校舎耐震補強・トイレ改修） 大石南中（北校舎・特別教室棟耐震補強・トイレ改修） 

23 

富士見小学校校舎改築工事（22～23年度） 
中央小（北校舎耐震補強） 東小（南校舎耐震補強・トイレ改修）大石南小（南校舎耐震補強・トイレ改修） 
瓦葺小（南校舎耐震補強・トイレ改修）  西小（管理棟耐震補強・トイレ改修） 
東町小（東校舎耐震補強・トイレ改修）  大石南中（南校舎棟東耐震補強・トイレ改修） 
大谷小（受水槽交換）  平方小（北校舎屋上防水改修）  原市小（南校舎給水設備改修） 
上平北小（プールろ過タンク交換）  太平中（プール改修）  瓦葺中（校舎棟屋上防水改修） 
平方幼稚園（4保育室エアコン設置）  全小学校 [富士見小・中央小を除く］（普通教室エアコン設置） 

24 

中央小学校校舎改築工事（24～25年度） 
大谷小（中校舎耐震補強・トイレ改修） 上平小（屋内運動場耐震補強） 
東小（屋内運動場耐震補強） 西小（屋内運動場耐震補強） 
平方北小（北校舎耐震補強・トイレ改修） 平方東小（屋内運動場アスベスト除去） 
西中（特別教室棟耐震補強） 東中（東校舎・北校舎・特別教室棟耐震補強・トイレ改修） 
瓦葺中（特別教室棟耐震補強） 南中（南校舎耐震補強・トイレ改修） 
大谷小（南校舎屋上防水改修） 大石南小（受水槽改修） 富士見小（太陽光発電装置設置） 
上平中（南校舎屋上防水改修・受水槽改修） 全中学校 （普通教室エアコン設置） 

25 

中央小学校南校舎改築工事（24～25年度） 中央小（太陽光発電装置設置） 
中央小（南校舎東棟耐震補強・大規模改造、北校舎東棟大規模改造） 
中央小（北校舎西棟解体・外構整備） 上尾小（屋内運動場耐震補強）上平小（トイレ改修) 
太平中・大石中・上平中・西中・大石南中・瓦葺中・南中（屋内運動場耐震補強） 
大石中・西中・大谷中（トイレ改修） 
瓦葺小（北校舎屋上防水改修） 今泉小（受水槽改修） 
南中（校舎屋上防水改修） 原市中（受水槽改修）  上尾中（仮設校舎賃貸借） 

26 

瓦葺小（公共下水道接続工事） 今泉小（屋上防水改修工事） 大石南中（受水槽等改修工事） 
西中（プール改修工事） 
上尾中改築事業（（旧）南校舎解体工事・南校舎改築工事・プール･格技場改築工事） 
小学校特別支援学級設置工事(大谷小・大石小・富士見小・鴨川小・芝川小・瓦葺小・東町小) 

27 

上尾中改築事業（南校舎改築工事・屋内運動場改築工事・北校舎（東棟・西棟）大規模改造工事・太陽光発電 
設備工事・校舎解体及び外構グランド等整備工事） 
小学校特別支援学級設置工事（平方小・尾山台小・原市南小・西小・平方北小・上平北小） 
中学校特別支援学級設置工事（太平中） 

28 芝川小（通級指導教室設置工事） 

29 太平中（北校舎外壁改修工事）  西中（渡り廊下棟耐震補強工事） 

30 原市小・大石北小（受水槽改修工事）  西中（南校舎外壁・屋上防水改修工事） 
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１ 生涯学習の推進 

少子高齢化・情報化に伴い、市民の学習ニーズは増大し、高度化・多様化している。市民生活の充実と

向上のために、学習機会や情報提供、学習相談の充実をすすめ、市民の自発的な学習活動を支援するた

め、「第4次上尾市生涯学習振興基本計画」を策定し、「生涯を通して豊かな学びをサポート～学びで創る 

生きがい つながり 心豊かなくらし～」を基本理念として事業を推進している。 

基本目標として、「学びを伝える」「学びを創る」「学びを支える」「学びを生かす」を掲げ、生涯学習に関す

る情報提供や学習拠点の整備、学習機会の充実などに努め、生涯学習社会を実現するための事業を展開

している。 

 

（１） 生涯学習体制の充実 

① 上尾市生涯学習振興基本計画の策定 
平成 28 年度から平成 32 年度まで 5 年間を計

画期間とする第 4 次上尾市生涯学習振興基本計
画を策定した。 

② 生涯学習グループ情報の提供 
市民の生涯学習活動の推進を図るため、既存の

生涯学習グループの情報を提供。公民館等で活動
する 628グループ（平成 30 年 5 月現在）の情報を
提供している。 

③ 上尾市まなびすと指導者バンクの運営 
生涯学習活動の分野ごとに指導者（市民講師）を

登録し、学習者に指導者情報を提供。平成８年から
情報提供開始。平成 30 年 11 月現在の登録件数
は 145件。 

④ あげお市政出前講座 
市民の学習希望に応じ、関係部署の市職員が出

向いて、専門知識・技術などを説明するもの。 

★平成 29年度実施件数 371件 

⑤ 社会教育団体の支援 
社会教育団体である市ＰＴＡ連合会、ボーイスカ

ウト上尾市連絡協議会、ガールスカウト上尾地区協
議会の活動に対して支援の実施。 

（２） 生涯学習施設の整備 

① 公民館の施設管理 
上尾・上平・平方・原市・大石・大谷の市内 6 公

民館の管理運営事業（別掲）。 

② 学校施設開放事業 
市民の生涯学習の場の確保を図るため、学校教

育に支障の生じない範囲内で学校施設を市民に開
放する事業。平方東小学校・芝川小学校・富士見
小学校の特別教室の一部で実施し、利用登録団体
が活動を行っている。平成 30年 8月現在の利用登
録団体数は 107団体。 

○平方東小学校開放教室 
 音楽室・図工室・理科室・講座室・多目的室 

○芝川小学校開放教室 
 多目的室・和室・図工室 

○富士見小学校開放教室 
 大会議室・第１音楽室・集会室・生活科教室  

（３）生涯学習機会の提供 

① 公民館事業の充実（別掲） 

上尾・上平・平方・原市・大石・大谷の市内６公民

館での講座事業を実施（別掲）。 

② 大学等との連携事業 

（ア）大学公開講座 
市民の専門的学習意欲に応えるため、聖学院大

学、さいたま市教育委員会、上尾市教育委員会で
運営委員会を組織し、聖学院大学公開講座を実施。 

期間 5月 12日～7月 14日（毎週土曜日） 

内容 第 1 講座「共に生きる社会を創る」、第 2 講
座「役に立つ英会話講座」、第 3 講座「パソコン講
座」、第 4 講座「女声コーラス」 、第 5 講座「初
級手話講座」  

延べ参加人数 1,979人 

（イ）子ども大学あげお・いな・おけがわ 

聖学院大学、日本薬科大学、上尾市教育委員
会、伊奈町教育委員会、桶川市教育委員会で実行
委員会を組織し、各市町の小学校 5・6 年生を対象
とした講座を実施。 

期間 6 月 16 日（土）、7 月 7 日（土）、8 月 24 日
（金）、9月 1日（土）、9月 8日（土）（全 5回） 

内容 1 日目「オゾン層の破壊と紫外線の科学」、2
日目「ミクロの世界をのぞいてみよう」、3 日目「上
尾市で働く外国人と英語でコミュにケーション」、4
日目「英語をはなしたくなる絵本を作ろう」、5日目
「図形楽譜で歌を歌おう」 

会場 日本薬科大学、UD トラックス株式会社、聖学
院大学 

延べ参加人数 285人 

（ウ）あげお子ども大学 

市内在住の小学校 5・6 年生を対象に、高等教
育機関で行われている学問に触れることで、知識の
向上や知的好奇心を刺激するために実施。 

期間 11月 10日（土）、11月 11日（日）、12月 9
日（日）（全 3回） 

内容 1 日目：「目指せ 未来の名医!医療現場で手

術体験」 2 日目：「ペットボトルロケットを作ろう！

～ものつくり大学で宇宙への夢を学ぶ～」 3 日
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目：「伊能忠敬の地図作りに挑戦！～歩測と方位

磁針で地図を作る～」 

会場：上尾中央総合病院、ものつくり大学、芝浦工
業大学大宮キャンパス 

（エ）ＵＤトラックス㈱との連携事業 

多種多様化する市民の学習要望に対応するため
に共催で事業を実施。 

内容 高齢者向けインターネット体験教室 

期日 7月 9日（月）、10月 17日（水）、 

11月 9日（金） 

③ 生涯学習推進事業の実施 

まなびすと指導者バンク登録者の有志で組織する、

まなびすと指導者バンク活動推進会議が学校施設で

行う、市民講座の企画・運営を支援している。 

④ 家庭教育講演会の実施 
主として小・中学生の保護者を対象に家庭教育を

テーマに講演会を実施。市ＰＴＡ連合会と共催で平成
31年 2月 24日（日）に開催する。 

 

 

 

⑤ 家庭教育推進事業の実施 
幼稚園保護者会 5 団体に対し、家庭教育に関す

る講座等の開催の支援をしている。また、家庭教育
を推進する事業を市ＰＴＡ連合会に委託している。
⑥ 上尾市成人式の実施 

新しく大人の仲間入りをした新成人を祝し、成人と
して自覚を高められるよう平成 31年 1月 13日
（日）に式典を開催する。 

会  場：上尾市文化センター  

対象者：2,317人（平成 30年 11月 1日現在） 

⑦ 日本の伝統と文化の学習推進事業の実施 

 日本の文化・心をテーマとし、日本の伝統と文化に
関する理解を深めるため、「おとなの“NIPPON”講座」
を実施する。 

○第１回 「子孫が語る榎本武揚」 

期日：11月 4日（日）、11月 18日（日） 

 講師：榎本 隆充氏（東京農業大学客員教授、榎
本武揚氏曾孫） 

○第２回 「江戸の料理史」 

期日：1月 19日（土） 

講師：国士館大学教授 

２ 人権教育の推進 

憲法や教育基本法では、基本的人権、自由、平等、教育の機会の均等について保障している。 

しかし、同和問題、女性、障害者、子ども、高齢者、外国人などに関するさまざまな人権問題が存在してい

る。これらの問題を解消するため、集会所では憲法や「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」の趣

意にのっとり、地域社会における同和問題・人権問題の解決に向けて人権尊重の精神に徹し、差別を正しく

認識し、差別の解消のために意欲と実践力をもった人間を育てることを目指して事業展開している。その事

業展開については以下の目的をもって実施する。 

◎地域社会における健康で明るい人間関係を図ること 

◎地域の人々の教養を高め、生活の合理化を図ること 

◎人権問題の認識と理解を深めること 

このような目的を果たすために、各種教室・講座、人権研修会、団体育成など幅広い活動を行う。 

（１）人権教育の推進 

○市民に対する人権教育の推進 

○市附属機関、各種団体指導者に対する研修 

○あらゆる学級、講座の中に人権問題を位置
づける 

 

（２）集会所事業の充実 

●平成 30年度集会所事業 （予定） 

 原市集会所 畔吉集会所 

講 座 数 ２４講座 ２４講座 

実施時間 ８１．５時間 １０３時間 

【平成 30年度原市集会所講座内容】 
消しゴムはんこ講座、バランスボールでボディケ
ア講座、夏休み子どもお菓子教室、スポーツチャ
ンバラ体験教室、真空管アンプで聴く 秋のレコー
ド鑑賞会、原市の歴史を学ぶ、はじめて作るハワ
イアンキルトほか 

【平成 30年度畔吉集会所講座内容】 
座って太極拳、野菜ソムリエが教えるクッキング、
わくわく理科工作教室、夏休み楽しいお菓子作り、
つまみ細工で花飾り、現代風おせち料理、自分だ
けのモダンなお正月飾りを作ろうほか 

●人権問題指導者研修会の実施 
原市集会所・畔吉集会所の利用者全員を対

象に人権研修を行っている。平成30年度は、「同
和問題」ほかをテーマとして実施。 
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３ 文化・芸術の振興 

（１） 第 50回上尾市美術展覧会 

広く市民の美術活動の普及を図り、豊かな人間

性を養い、市民文化の向上に寄与することを目的と

する。 

★会期 平成 30年 10月 16日（火） 

～10月 21日（日） 
★会場  上尾市コミュニティセンター 

上尾市民ギャラリー 

★部門  第１部＝日本画（39点) 

第２部＝洋画（180点) 

第３部＝立体造形(4点) 

第４部＝工芸 (38点) 

第５部＝書 (117点) 

第６部＝写真 (108点) 

（２） 第 45回上尾市民音楽祭 

市内で活動している音楽（合唱、邦楽、吹奏楽・
器楽）に親しむグループが、それぞれの活動の成果
を発表し、交流を深め、音楽を通じて市民文化の向
上を図るとともに全市的に音楽の輪を広げることを目
的とする。企画・運営は、参加団体による実行委員
会で行っている。 

★合唱祭：平成 30年 11月 11日（日） 27団体 

★邦楽祭：平成 31年 2月 16日（土）  15団体 

★吹奏楽・器楽祭：平成 31年 2月 17日(日）11団体 

 

（３） あげおクラシックコンサート 

上尾市在住（または上尾にゆかりのある）音楽家

の芸術活動支援とともに、市民が気軽に楽しめるク

ラシックコンサートを行うことにより、市民に芸術鑑賞

の機会を提供する。 

★期日 平成 30年 12月 8日（土） 

             12月 9日（日） 
★会場 中村記念講堂（上尾中央総合病院内） 

上尾市コミュニティセンター 

 

（４）上尾市ギャラリーの運営 

市民の美術作品などを展示・鑑賞する場を提供し

芸術文化の振興、向上に寄与することを目的に、

「上尾市民ギャラリー」（ＪＲ上尾駅東口アリコベール

上尾サロン館2階）、「上尾市役所ギャラリー」(上尾

市役所敷地内東側)を開設している。 

 

（５） 文化・芸術団体の支援 
文化団体連合会をはじめとした文化芸術団体の

活動を側面から支援している。 

また、市民の文化芸術の振興と普及を図る活動
を支援するため文化芸術振興基金を運用している。 

 

★上尾市文化団体連合会（8団体） 

NO 団体名 

１ 上尾市いけばな協会 

２ 上尾市美術家協会 

３ 上尾市俳句連盟 

４ 上尾市吟剣詩舞道連盟 

５ 上尾市茶道連盟 

６ 上尾市邦楽邦舞協会 

７ 彩の国上尾将棋連合会 

８ 上尾市民囲碁連盟 

               平成 30年 5月現在 

 

★第 34回上尾市文化芸術祭 

  上尾市文化団体連合会では、市内の文化団
体が協力し、さまざまな分野の文化芸術活動の
総合的な展示・発表を行っている。 

開催期間 平成 30年 11月 2日（金） 

             ～11月 4日（日） 

会   場 上尾市コミュニティセンター 

分  野 実 施 

開会式・アトラクション ２日(金) 

いけばな  

 

 

展示等 

 

 

２日(金)～４日(日) 

俳句 

美術 

将棋 

囲碁 

茶会 4日(日) 

詩吟・剣舞･

詩舞 
公演 

4日（日） 

筝・三絃･尺

八・舞踊 
3日（土） 

 

★上尾市文化芸術振興基金 

  平成 30年 3月 31日現在の積立基金 

            １５，３４８，０２８円 

 

（6） 上尾ゆかりの作家による美術展 

上尾市在住（または上尾にゆかりのある）芸術家

の地元での活動支援とともに、普段は市内で目にす

る機会の少ない作品を、市民が気軽に身近な場所

で芸術鑑賞できる機会を提供する。 

★会期 平成 30年 11月 8日（木） 

～11月 14日（水） 
★会場 上尾市民ギャラリー 

★部門 立体造形、洋画、工芸、書    
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４ 文化財の保護・伝統文化の継承 

（１）文化財の保護 

文化財保護事業は、上尾市文化財保護審議会の開催、文化財の保存・管理、埋蔵文化財の保護、伝統

文化の継承・発展、文化財資源の活用と保護思想の普及、歴史資料の収集整理、文化財保護施設の整備、

文化財保護行政の基礎運営の８本柱で計画し、実施している。 

 

①上尾市文化財保護審議会 
市内に所在する文化財の調査や市教育委員

会の諮問に応じて、文化財の保存と活用に関する
重要事項を審議し、かつ建議する。 
★会議：5月 31日（木）、2月上旬予定 

 

②文化財の保存・管理 

(ｱ) 市指定文化財の指定 

(ｲ) 市登録文化財の登録 

(ｳ) 市指定・登録文化財の修理・修復 

（「藤波の餅つき踊り保存会」杵新調補助、「上

町の祭りばやし」太鼓修理補助） 

(ｴ) 指定文化財維持交付金の交付 

★8件へ計 240，000円を交付 

(ｵ) 市指定文化財の状況調査 
市指定文化財の現状を把握することで、円滑

に保存し、維持・管理を進めていく。 
(ｶ) 馬蹄寺のモクコク害虫駆除 

  （７月・９月・２月） 

(ｷ) 文化財の調査・研究 

・指定・登録文化財候補調査 

(ｸ) 民具の収集と整理 

・「上尾の摘田・畑作用具」資料調査整備事業 

・民具収蔵庫の燻蒸 

(ケ) 市指定文化財説明板の整備 

・瓦葺掛樋跡(瓦葺) 

 

③埋蔵文化財の保護 

(ｱ) 埋蔵文化財試掘・確認調査 

(ｲ) 埋蔵文化財緊急発掘調査 

(ｳ) 市事業による出土遺物の整理調査 

・平方・石井戸遺跡、畔吉・前原遺跡 

(ｴ) 調査報告書の刊行 

『平成 29 年度 市内遺跡発掘調査報告書－坂

上遺跡（第7次）（上尾市文化財調査報告第110

集）』刊行予定 

 

④伝統文化の継承・発展 

(ｱ) 無形民俗文化財の公開 

(ｲ) 無形民俗文化財保存団体継承者育成事業 

 

⑤文化財資源の活用と保護思想の普及 

(ｱ) あげお歴史セミナー 

○第 1 回 【テーマ／郷土愛育成事業 あげおを
もっと好きになろう！あげお歴史探検ツアー】 

期日：平成 30年 6月 8日（金） 
講師：生涯学習課職員 
［会場／平方公民館・現地見学（平方地区周

辺の文化財）］ 

○第 2 回 【テーマ／近代化遺産をめぐる～明
治１５０年・レンガ・歴史まちづくり～】 

期日：平成 30年 9月 18日（火）・ 
9月 26日（水） 

講師：横山 晋一 氏(ものつくり大学教授) 
[会場/上尾公民館・現地見学（行田市ほか）] 
○第 3回 【テーマ／未定】 
期日：2月または 3月開催予定 

（ｲ） 上尾の文化財展 

○「尾山台遺跡と周辺の遺跡展」 
・期間：平成 30年 8月 4日（土） 

～8月 7日(火) 

・会場：尾山台団地内 みんなの広場 

○「第 7回上尾の昔～あそび・くらし展～」 
・内容：住まいや暮らしに関わる市収蔵資料等

を展示  

・期間：平成 30年 10月 6日(土) 

～10 月 14 日(日) 

・会場：上尾市自然学習館 展示ロビー・和室 

(ゥ) 地域公民館の展示ケースの展示替え 

(ｴ) 出前講座 （学校や文化活動団体等） 

(ォ) 総合的学習、教員研修等 

(カ) 市制施行 60周年記念民俗芸能公演事業 

・期日：平成 30年 12月 2日（日） 

・会場：上尾市コミュニティセンター 

 

⑥文化財保護行政の基礎運営 

(ｱ) 県文化財保護協会 〔県内６３市町村で構成〕 
   ・評議員会・研修会 

(ｲ) 担当者会議、教職員研修、器材の管理 
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（２）歴史資料調査事業の推進 

本年度は、市史編さん事業を進める中で収集された約 42,100 点の旧役場文書や寄贈していただいた約

48,000 点の旧大谷農協文書などについて、今後、市民の学習・研究活動に広く活用できるように、整理・分

類し、公開を目的とした目録化の事業を進める。 

◎平成３０年度の主な事業 

①歴史的資料の整理・保存 

 (ｱ) 歴史的資料の収集 

   上尾市文書取扱規定に基づき廃棄が決定さ

れた行政文書の収集を行っている。 

ただし、個人情報に係る内容の文書については

収集しない。 

・第１種保存文書（1１年以上）の保存年限見直

し作業に伴う収集（９月） 

・１０年・５年・３年保存文書の選定収集（６月） 

(ｲ) 文書目録の刊行 

資料の点検整理、件名の一覧表（目録）を作

成し、整理済の文書から順次刊行する。 

・旧大谷農協文書目録３-Ⅰ 300部（３月） 

・諸家文書の目録作成整理(通年) 

 

 

(ｳ) 諸家文書の調査・整理・分類(通年) 

①保管のための資料室・分室の維持管理（通年） 

自治体等から寄贈された文化財や発掘の調査

報告書の保管（資料室）、市史編さん事業で収

集した古文書・旧役場文書や公文書及び記録

写真の保管（分室） 

②資料の活用（通年） 
  ・市民の学習・研究活動のための資料提供 

③研修・会議（通年） 

・埼玉県地域史料保存連絡協議会 
〔県内５７市町村及び県立文書館で構成〕 
 

 

 

          〔文化財展 第７回尾山台遺跡と周辺の遺跡展〕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

          

 
〔藤波のささら獅子舞〕          〔「上尾の摘田・畑作用具」資料調査整備事業〕 
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【文化財関係資料】 上尾市所在の指定文化財一覧 

 

◎国登録有形民俗文化財：１件  

種      別 指定文化財名 

有形民俗文化財（１） 上尾の摘田・畑作用具［上尾市教育委員会］    

 

◎県指定文化財：５件 

種      別 指定文化財名 

有形文化財 
工芸品（１） 永楽通宝紋鞍 付 鐙一双 ［妙厳寺］  

考古資料（１） 殿山遺跡出土旧石器  ［上尾市教育委員会］     

記念物 天然記念物（２） 
徳星寺の大カヤ及び暖帯林 ［徳星寺］ 

馬蹄寺のモクコク ［馬蹄寺］ 

民俗文化財 無形民俗文化財（１） 平方祇園祭のどろいんきょ行事 ［平方のどろいんきょ保存会］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「種別」欄（ ）は件数 

「指定文化財名」欄［ ］は所有者・管理者・保持者・保持団体 

〔
殿
山
遺
跡
出
土
旧
石
器
〕 

〔
平
方
の
ど
ろ
い
ん
き
ょ
〕 

〔永楽通宝紋鞍 （付鐙一双）〕 
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◎市指定文化財：８３件 

種      別 指定文化財名 

有形文化財 
（50） 

建造物（３） 
愛宕神社（本殿）［愛宕神社］ 
少林寺山門 ［少林寺］ 
神山家煉瓦蔵・煉瓦塀 付 棟札一枚 ［個人所有］ 

絵画（２） 
紙本着色釈迦三尊像図 ［馬蹄寺］ 
絹本着色不動明王図 ［個人所有］ 

彫刻（17） 

十一面観世音菩薩坐像 付 胎内仏 ［清真寺］ 
相頓寺三仏 ［相頓寺］ 
日光・月光菩薩立像 ［密蔵院］ 
十一面観世音菩薩立像 ［日乗院］ 
十二神将立像 ［密蔵院］ 
銅造阿弥陀如来及び両脇侍立像 ［小林寺］ 
氷川神社本殿彫刻 ［氷川神社］ 
木造阿弥陀如来立像 ［相頓寺］ 
木造阿弥陀三尊立像 ［西光寺］ 
向山不動堂彫刻 ［向山地区］ 
原市山車彫刻 ［原市第１･2･4･5区 原市仲町山車保存会］ 
木彫十一面観音立像 ［谷津町内会］ 
木彫釈迦三尊坐像 ［龍眞寺］ 
木造宝冠阿弥陀坐像 ［放光院］ 
木造十一面観音坐像 ［観蔵院］ 
木造阿弥陀如来立像 ［畔吉東部共同墓地内堂］ 
木造達磨大師坐像・招宝七郎大権修利菩薩倚像［龍眞寺］ 

書跡・典籍・古文書（９） 

慶安の禁札 ［十連寺］ 
家康朱印状等古文書 ［徳星寺］ 
矢部家文書 ［上尾市教育委員会］ 
小川家文書 ［個人所有］ 
須田家文書 ［上尾市教育委員会］ 
神田家文書 ［上尾市教育委員会］ 
南村須田家文書 ［上尾市教育委員会］ 
上尾宿助郷関係（壱丁目村）文書 ［上尾市教育委員会］ 
平方村石倉家文書 ［上尾市教育委員会］ 

考古資料（14） 

月侍供養塔 ［下芝農家組合］ 
月侍供養塔 ［個人所有］ 
弘長板碑 ［楞厳寺］ 
古墳出土銅鏡 ［個人所有］ 
地蔵像板石塔婆 ［畔吉東部共同墓地］ 
後山遺跡出土関山式土器 ［上尾市教育委員会］ 
薬師耕地前遺跡出土品 ［上尾市教育委員会］ 
相頓寺六字名号板石塔婆 ［相頓寺］ 
私年号板石塔婆 ［個人所有］ 
正平七年銘板石塔婆 ［個人所有］ 
十連寺板石塔婆 ［十連寺］ 
西通Ⅰ遺跡出土灰釉草葉文瓶 ［上尾市教育委員会］  
坂上遺跡方形周溝墓出土品 [上尾市教育委員会] 

伝どんどん山出土海獣葡萄鏡[上尾市教育委員会] 

歴史資料（５） 

五榜の高札 ［上尾市教育委員会］ 
瓦葺懸渡井官費営繕之真景図 ［上尾市教育委員会］ 
私年号延徳元年銘板石塔婆 ［個人所有］ 
平方村河岸出入商人衆奉納の石祠 ［橘神社］ 
鈴木荘丹俳諧歌碑 ［馬蹄寺］ 
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種      別 指定文化財名 

民俗文化財 
（18） 

有形民俗文化財（11） 

車地蔵 ［堤崎地区］ 
万治二年銘庚申塔 ［個人所有］ 
相頓寺絵馬群 ［相頓寺］ 
戸崎の浅間塚 ［個人所有］ 
小塚浅間塚 ［個人所有］ 
須田家の神楽師用具 ［上尾市教育委員会］ 
馬蹄寺徳本行者六字名号供養塔 ［馬蹄寺］ 
十連寺徳本行者六字名号供養塔 ［十連寺］ 
相頓寺徳本行者六字名号供養塔 ［相頓寺］ 
畔吉諏訪神社大山石灯籠 ［畔吉諏訪神社］ 
領家大山石灯籠 ［領家東部区長］ 

無形民俗文化財（７） 

藤波のささら獅子舞 ［藤波のささら獅子舞保存会］ 
畔吉ささら獅子舞 ［畔吉ささら獅子舞保存会］ 
藤波の餅つき踊り ［藤波の餅つき踊り保存会］ 
川の大じめ ［川の大じめ保存会］ 
畔吉の万作踊り ［畔吉源太踊万作踊保存会］ 
堤崎の祭りばやし ［堤崎はやし連］  
武州平方箕輪囃子 ［武州平方箕輪囃子連］ 

記念物 
（15） 

 

史跡（９） 

上尾郷二賢堂跡 ［氷川鍬神社］ 
山崎武平治碩茂の墓 ［遍照院］ 
松下豊前守房利の供養塔 ［放光院］ 
森朴斎碑と墓 ［観音堂］ 
西尾隠岐守一族累代の墓 ［妙厳寺］ 
伊藤由哉碑と墓 ［妙厳寺］ 
柴田七九郎父子の墓 ［今泉共同墓地］ 
正覚寺寺子屋遺跡 ［観音堂］ 
殿山古墳 付 出土品四点 ［個人所有／付は上尾市教育委員会］ 

天然記念物（６） 

もちの木 ［個人所有］ 
大けやき ［橘神社］ 
らかんまき ［宝蔵寺］ 
むくの木 ［東町共同墓地］ 
むくろじ ［龍山院］ 
八枝神社の境内ケヤキ・エノキ群 ［八枝神社］ 
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           〔畔吉の万作踊り〕                     〔畔吉ささら獅子舞〕 

 

◎上尾市登録文化財：３９件 

種      別 登録文化財名 

民俗文化財 
（38） 

有形民俗文化財（８） 

井戸木の延宝三年銘庚申塔 ［井戸木共同墓地］ 

馬喰新田の寛政十二年銘庚申塔 ［個人所有］ 

徳星寺の正徳四年銘庚申塔 ［徳星寺］ 

柏座の享保十三年銘庚申塔 ［日乗院］ 

向山の宝暦三年銘庚申塔 ［神明神社］ 

原市の正徳二年銘庚申塔 ［稲荷神社］ 

原市船橋の文化二年銘庚申塔 ［個人所有］ 

弁財の浅間塚 [弁財浅間神社氏子会］ 

無形民俗文化財 

（30） 

本町の祭りばやし ［本町はやし連］ 
愛宕の祭りばやし ［愛宕囃子連］ 
上町の祭りばやし ［上町囃子連保存会］ 
仲町の祭りばやし ［仲町囃子連］ 
平方下宿の祭りばやし ［下町はやし連］ 
小泉の祭りばやし ［小泉囃子連］ 
浅間台の祭りばやし ［浅間台囃子保存会］ 
小敷谷の祭りばやし ［小敷谷囃子連］ 
菅谷の祭りばやし ［菅谷囃子連］ 
向山の祭りばやし ［向山囃子保存会］ 
西宮下の祭りばやし ［西宮下はやし連］ 
中平塚の祭りばやし〔中平塚囃子連〕 
二ツ宮の大山灯籠行事 [二ツ宮農家組合] 
柏座の大山灯籠行事 [柏座石尊講] 
谷津の大山灯籠行事 [谷津町内会] 
藤波の大山灯籠行事 [天神・氷川・八幡合社] 
浅間台の大山灯籠行事 [浅間台区] 
弁財の大山灯籠行事 [弁財浅間台神社氏子会] 
町谷の大山灯籠行事 [町谷区] 
箕の木の大山灯籠行事 [箕の木区] 
上新梨子の大山灯籠行事 [上新梨子区農家組合] 
西門前の大山灯籠行事 [西門前大山灯籠保存会] 
菅谷の大山灯籠行事 [下組区・北中地区・新田区・上組区] 
須ケ谷の大山灯籠行事 [第六天神社] 
向山本村の大山灯籠行事 [向山氏子会（本村地区）] 
向山新田の大山灯籠行事 [向山氏子会（新田地区）] 
堤崎の大山灯籠行事 [堤崎愛宕神社] 
地頭方の大山灯籠行事 [氷川神社] 
中分の大山灯籠行事[中分中組講社] 
平方新田の祭りばやし［平方新田はやし連］ 

記念物（１） 史跡（１） 瓦葺掛樋跡[見沼土地改良区] 
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５ 公民館事業の充実 

公民館は各事業を企画・実施するほか、生涯学習グループの活動の場として、利用されている。現在上

尾市には、上尾公民館、上平公民館、平方公民館、原市公民館、大石公民館、大谷公民館がある。平成

30年 11月現在の利用登録団体数は約 1,100団体。 

◎各公民館の所在地 

公民館名 所在地 電話番号 公民館名 所在地 電話番号 

上尾公民館 二ツ宮７５０ ７７５－０１８５ 原市公民館 大字原市３４９９ ７２１－４９４８ 

上平公民館 上平中央３-３１-5 ７７５－９３０８ 大石公民館 小泉９-２８-１ ７２６－６６１５ 

平方公民館 大字平方９０５－１ ７２６－３４４６ 大谷公民館 大字大谷本郷９４９－１ ７８１－０８９２ 

（１）上尾公民館 

上尾公民館は上尾市文化センターの 4・5階にある（事務室は１階）。文化

センター耐震工事のため、平成 28 年 8 月から休館し、教育センターに事務

室を移転し、業務を行っていたが、平成 29 年 10 月 1 日よりリニューアルオ

ープンした。昭和 35年に市で初めての公民館として開館、現在約 300団体

が活動の場として利用している。本年度は、第 41回上尾公民館まつりをはじ

め 22の公民館事業を計画し、多様な学習機会の提供を行っている。 

 

① 利用時間・休館日 

○ 利用時間 ： 午前９時から午後９時まで 

○ 休館日 ： 年末年始・その他臨時休館日 

② 使用料 

 

③ 平成３０年度 上尾公民館事業計画 

№ 事 業 名 時期 定員 内     容 

世代別講座（子供） 

1 
子ども工作教室～オリジナルフ

ォトフレームを作ろう～ 
7月 25人 

小学１～４年生を対象に、細かい装飾を楽しみながらタイルを使用し

た作品を制作し、創意工夫する力を養う 

２ 
子ども科学教室 体験しよう！

科学の魔法 
8月 24人 

小学３～６年生を対象に、楽しくアレンジした実験、工作を通して、理

科への学習意欲を高めるきっかけとする 

３ 星の教室 １１月 30人 

小学生を対象に季節の星座の見方や、星座にまつわる神話を学

び、身近にある星から宇宙科学についての興味・関心のきっかけづく

りを行う 

４ 親子で手作りチョコレート ２月 ８組 
小学生の親子を対象にチョコレート菓子作りと可愛いラッピング方法

を学び、お菓子作りの楽しさや親子のコミュニケーションを図る 

世代別講座（高齢者） 

1 上尾ふるさと学級 
10～11 

月 
60人 

おおむね６０歳以上の人たちが元気に笑顔で過ごせるよう身体を動

かす事知識を得ることなど、新しい事に興味や関心を持って学習し、

参加者同士の親睦を深める場とする 

一般教養に関する講座 

1 はじめての手話教室 １０月 25人 
接し方や簡単なあいさつ、自己紹介などの基礎知識を学び、聴覚障

害者への理解を深め、コミュニケーションの輪を広げる 

利用単位 

利用区分 
午前 午後 夜間 全日 

講座室 ５０１ 500 600 600 1,700 

講座室 ５０２ 400 500 500 1,400 

講座室 ５０３ 500 600 600 1,700 

和 室 400 500 500 1,400 

調理室 600 700 700 2,000 

利用単位 

利用区分 
午前 午後 夜間 全日 

講座室 ４０１ 600 700 700 2,000 

講座室 ４０２ 500 600 600 1,700 

講座室 ４０３ 400 500 500 1,400 

（単位：円） 
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№ 事 業 名 時期 定員 内     容 

２ 
文学講座『竜馬がゆく』に見る司

馬遼太郎の世界 
１１月 30人 

作品が書かれた経緯や司馬遼太郎の執筆手法を学び、読書の楽し

さを再認識してもらう 

３ お勤め帰りの美術史入門   ２月 30人 
ルネッサンス美術の発展や芸術都市パリの成立、印象派の解説な

ど、作品の歴史的背景を学びながら、絵画を読み解く 

文化・芸術に関する講座 

1 ひょうたんラントを作ろう 9月 １0人 
ひょうたんのシルエットとあけた穴によって生み出される幻想的なラン

プを作る 

2 みんなで歌おう ３月予定 60人 
大勢の人達と一緒に生演奏で歌える楽しさを感じてもらい、演奏者

や地域の人とのコミュニケーションを深めてもらう 

健康・スポーツに関する講座 

1 
おなか元気教室～腸活で健康

長寿を目指そう～ 
9月 30人 腸の健康に関する講話やおなか体操を学び、健康長寿を目指す 

2 （仮）スポーツ吹き矢教室 2月予定 未定 
腹式呼吸を使い手軽にできる健康法「スポーツ吹矢」の基礎を体験

する 

3 アロマストレッチ講座  1月予定 未定 アロマテラピーとストレッチを組み合わせて心身をリラックスさせる 

家庭生活に関する講座 

1 
多肉植物で作る壁掛けインテリ

ア 
10月 20人 

種類が豊富で器によって様々にアレンジができる多肉植物の魅力や

管理の仕方を生産者の専門家に学ぶ 

２ 
編み物講座～冬に向かってハ

ンドウォーマーを作る～ 
11月 20人 

簡単で実用的な編み物の編み方を学び、冬に向かいお洒落な暖か

いハンドウォーマーを作成する 

３ ボタニカルキャンドル作り 12月 15人 
クリスマスをテーマに部屋のアクセントとして、ドライフラワーや生花

などをワックスに溶かし込んだボタニカルキャンドルを作る 

連携・協働した講座 

1 薬と健康講座 １１～12月 30人 
薬の正しい知識と健康食品など健康増進に役立つ知識について学

ぶ（日本薬科大学との共催） 

２ 味噌の食べ比べ教室 ２月予定 30人 
原料、熟成度などに違いのある味噌をそれぞれ食べ比べ、和食に

対する理解を深め、日本文化への興味関心のきっかけづくりとする 

政策・施策に関する講座 

1 
拉致問題人権講座～一日も早

い解決のために～ 
11月 60人 

拉致問題の現状と解決に向けて学習し、拉致問題を通して人権問

題を考える 

2 おやこで楽しくえいごであそぼう １１～12月 10組 
遊びと絵本を通じて親子で英語に親しみ、これからも親子で一緒に

英語に興味を持てるようにする 

3 男のパン教室 2月予定 16人 
いろいろな食材を使い、パンを作る工程を習いながら、料理の楽しさ

や協力する大切さを学ぶ 

成果の活用 

１ 第 41回上尾公民館まつり 6月 ― 公民館利用サークルの活動成果の発表と地域住民との交流を図る 

平成２９年度 上尾公民館利用状況 

月別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

件数 0 0 0 0 0 0 323 285 274 297 309 337 

人数 0 0 0 0 0 0 5,666 4,497 4,399 5,055 4,982 5,579 

利用合計 1,825件   30,178人 
 

 

 

 

 

 

 

 

〔公民館まつり〕 〔タイルで作るフォトフレーム〕 〔子ども工作教室〕 
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（２）上平公民館 
現在約 200 団体が活動の場として利用している。本年度は、第 33 回上平公民館まつりをはじめ、22 の

公民館事業を計画し、多様な学習機会の提供を行っている。 

 

① 利用時間・休館日 

 ○ 利用時間 ： 午前９時から午後１０時まで 

 ○ 休館日 ： 年末年始・その他臨時休館日 
 

② 使用料 

利用単位 

利用区分 
午前 午後 夜間 全日 

講座室 1 400 500 600 1,500 

講座室 2 400 500 600 1,500 

会議室 400 500 600 1,500 

和室 1 300 400 500 1,200 

和室 2 200 300 400 900 

調理室 500 600 700 1,800 

陶芸窯 １回（3日間） 3,000 

③ 平成 30年度 上平公民館事業計画 

№ 事 業 名 時期 定員 内     容 

世代別講座（子供） 

1 
かがやキッズ DAY 子ども将棋

教室 
6月 50人 

「将棋に興味を持ち始めた」「もっと対局をしたい」たくさんの

友達と交流し、将棋の楽しさや礼儀作法を学ぶ 

2 夏休み子ども造型教室 8月 １5人 小学生を対象に、粘土造型の楽しさを体験し創造力を養う 

3 夏休み子ども理科教室 8月 15人 
小学生高学年を対象に、理科工作を通じて科学の不思議

と面白さを体験する 

４ 警察官になってみよう 8月 15人 
小学生高学年を対象に、警察官はどんなお仕事をしてい

るのか見て、聞いて、体験する 

世代別講座（高齢者） 

１ いきいき教室 9～10月 
160 

人 

60歳以上の高齢者を対象に、健康で心豊かな生きがいの

ある生活の達成を目的とした各講座を開設し、参加者の親

睦と交流を図りながら学ぶ 

一般教養に関する講座 

1 埼玉の城めぐり 9月 30人 
県内にある主要な城址・館跡について映像を使いながらわ

かりやすく解説する 

2 上平の寺院と仏像 10月 20人 

上平地区の寺院や仏像の歴史について、実際に仏像を見

学するなどして学び、より深く理解することで郷土への愛着

を深める 

3 三国志の世界を入門 2～3月 30人 
三国志の代表的な戦いを「史実」と「演義」の両面から紐解

き、三国志の新たな魅力に迫る 

文化・芸術に関する講座 

1 初心者ギター教室 11～12月 15人 

初心者または初級の人を対象に、「ギター独奏にチャレン

ジしたい人」「弾き語りを楽しみたい人」に共通するギターの

基本を学ぶ 

2 巡礼と遍路 2月予定 25人 
今なお多くの人が巡る遍路旅の魅力を探る。遍路の成り立

ちから巡礼方法についても学ぶ 

利用単位 

利用区分 
午前 午後１ 午後２ 夜間 全日 

集会室兼体育室 ２，０００ ２，０００ ２，０００ ２，６００ ８，６００ 

（単位：円） 
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№ 事 業 名 時期 定員 内     容 

3 クリスマスコンサート 12月 100人 
クリスマスソングなどの心地よい音楽に親しんで、年末のひ

とときを楽しむ 

4 伝統文化教室 3月予定 未定 日本の伝統文化を学ぶ 

健康・スポーツに関する講座 

1 自力整体体操教室 7～8月 25人 
柔らかい筋肉にするためにコリや痛みに気づき、自分で身

体をほぐし整え、生涯現役で動ける身体作りを目指す 

2 はじめてのバレトン 8～9月 20人 

フィットネス・バレエ・ヨガの要素を組み合わせたエクササイ

ズで、全身の筋力バランス、柔軟性、心肺機能の向上を図

る 

3 
親子バランスボールエクササ

イズ 
12月 10人 

バランスボールを使用して、親子のふれあい、リフレッシュ

を図る 

家庭生活に関する講座 

1 はじめての手ごねパン作り 10月 12人 
初心者を対象に、手ごねパンの基礎を学ぶ。ミニ食パンと

ハムチーズパンを作り、食生活を豊かに彩る 

2 今日から楽しく菌活生活 10月 12人 
身体に良い働きをする菌を食事に取り入れる方法を学び、

腸内環境を整えることで代謝や免疫力を高める 

連携・協働した講座 

1 食と健康 6月 25人 

いつまでも健康に元気に生活していくため、おいしく食べ

て、かつ、その食の内容を改善して健康になれる食生活を

学ぶ（キッコーマン出前講座） 

２ 健康講座 11・12月 30人 

食べ物と毒「毒があるのに食べられるのはなぜ？」 

冬を乗り切る漢方「薬膳にもなる漢方薬」 

（日本薬科大学との共催） 

政策・施策に関する講座 

1 
人権講座「音楽から人権を考

える」 
11月 120人 

明治時代に国語教育から生まれた唱歌・童謡や、昭和歌

謡を題材に音楽から人権を考える 

2 お正月料理教室 11月 16人 
食生活改善推進員協議会との共催。手作りのお正月料理

で、家族や仲間と新年の団らんを過ごす 

3 台湾料理 2月 12人 
台湾料理の中で一般に馴染み深い飲茶を作ることで「食」

を通じで台湾の魅力を探る 

成果の活用 

1 第 33回上平公民館まつり 5月 ― 
公民館利用サークルの活動成果の発表と地域住民との交

流を図る 

 平成 29年度 上平公民館利用状況 

月別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

件数 418 411 389 383 344 416 350 388 334 319 340 380 

人数 5,344 5,562 4,675 4,948 4,001 5,165 5,125 4,309 4,092 4,039 3,907 5,084 

利用合計 4,472件 56,251人 

 

    

 

   

     

       

 

 〔食と健康講座〕 〔子ども将棋教室〕 〔子ども造型教室〕 
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（３）平方公民館 
現在約 90 団体が活動の場として利用している。本年度は主催事業として、第 33 回平方公民館文化祭

をはじめ、24の公民館事業を計画し、多様な学習機会の提供を行っている。 

 

 

① 利用時間・休館日 

 ○ 利用時間 ： 午前９時から午後１０時まで 

 ○ 休館日 ： 年末年始・その他臨時休館日 

 

② 使用料 

利用単位 

利用区分 
午前 午後 夜間 全日 

講座室 1 400 500 600 1,500 

講座室 2 400 500 600 1,500 

和室 1 300 400 500 1,200 

和室 2 200 300 400 900 

調理室 500 600 700 1,800 

 

③ 平成 30年度 平方公民館事業計画 

№ 事 業 名 時期 定員 内     容 

世代別講座（子供） 

1 
スパイス工場見学とカレー作り

教室 
6月 16人 

親子で平方地区内にあるスパイス工場を見学し、スパイス

について学ぶ。その後、公民館でカレーを作り試食する 

2 夏休み子ども絵画教室 8月 20人 
絵の描き方の基本を学び、自由に描くことで、作品作りの楽

しさを体験する 

3 
夏休み親子工作教室 

～ギコギコ★のこぎり体験だ～ 
8月 10組 

親子で、のこぎりやドライバーの基本的な使い方を学び椅

子を作る 

４ 
冬休みわくわく体験教室 

～お正月飾りを作ろう！～ 
12月 15人 

正月飾りである門松の由来を学び、作成した門松で新年を

迎える 

世代別講座（高齢者） 

１ たちばな学級 5・6月 30人 

高齢者が健康で明るい毎日を過ごすための知識の向上

と、参加者同士の親睦を深めることを目的に、健康講座や

平方小学校児童との交流会等を行う 

一般教養に関する講座 

1 バラの一年 
5・9 

12・2月 
15人 

バラの栽培を通して自然に親しむ。季節ごとのバラの育成

と手入れのポイントを実践で学び、バラの特徴、生態、天敵

を知り、綺麗な花を咲かせるコツを学ぶ 

2 
古典文学講座  

～宇治拾遺物語を読む～ 
2月 30人 中世の逸話集を題材に古典文学を学ぶ 

3 
歴史講座 ～拓本をとって身

近な歴史を探ろう～ 
3月 15人 身近な庚申塔や句碑を拓本にとって読み解く 

文化・芸術に関する講座 

1 琴と尺八のしらべ 6月 30人 
日本の伝統和楽器を代表する琴と尺八の澄んだ音色を楽

しむ 

2 
水彩画はじめよう～芸術の秋

を先取り・絵を描こう～ 
8・9月 15人 

初心者を対象に絵の描き方の基本を学び、制作する楽し

さを体験する機会を提供する 

3 
新春落語講座 ～平方寄席

で初笑い～ 
1月 80人 

日本の伝統的な話芸である古典落語の魅力を知る機会を

提供し、誰にでも楽しめる落語の公演を開催する 

利用単位 

利用区分 
午前 午後１ 午後２ 夜間 全日 

集会室兼 

体育室 
１，６００ １，６００ １，６００ ２，０００ ６，８００ 

 

 （単位：円） 
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№ 事 業 名 時期 定員 内     容 

4 

春のコンサート 

～ヴァイオリン・ピアノ・フルート

のアンサンブル～ 

3月 100人 
コンサートを通して、地域住民との交流を図り、音楽を身近

に感じる 

健康・スポーツに関する講座 

１ 声をきたえて健康になろう！ 6月 15人 

腹式呼吸、ボイストレーニングを習い、「声の武道」詩吟を

通して、心身ともに健康の増進を図る。お腹から声を出すこ

とで、気分転換、ストレス解消、代謝を活発にする 

2 
スポーツの秋！楽しいソフトバ

レーボール 
9月 16人 

ソフトバレーボールの基本的な技術とルールを学び、練習

やゲームを通して仲間づくりと健康増進を図る 

家庭生活に関する講座 

1 多肉植物でつくるテラリウム 9月 20人 
小型の多肉植物をガラス容器などにおしゃれに飾る方法を

学び、小さな緑の世界を楽しむ機会を提供する 

2 
もっちりふわふわの米粉パンづ

くり教室 
9・12月 12人 

米粉を使ったパンを作ることにより、米粉の利点を学び、手

作りの楽しさを味わう 

3 つまみ細工で雛人形 2月 20人 つまみ細工の基本を習い、小さなひな人形を作る 

連携・協働した講座 

1 

まいにち BO‐SAI ～知ってお

こう！ﾑﾘなくﾑﾀﾞなく備える安

心～ 

5月 30人 
企業との連携により、講師を招き専門的な学習機会を提

供することで、防災に関する知識の向上を図る 

2 
パソコン教室（入門編）～ワー

ド・エクセルを使いこなそう～ 
7・8月 各 24人 

県立上尾橘高等学校の教諭と生徒の協力を得て、パソコ

ン初心者を対象に、文書作成ソフトワードと表計算ソフトエク

セルの基本操作を学ぶ 

3 
シニア向け はじめてのスマート

フォン教室（Android） 
3月 20人 

スマーフォンの基本操作から、日々の生活や災害等に役

立つ活用術を学ぶ機会を提供する 

政策・施策に関する講座 

1 
はじめてさんのハワイアンフラ

♪ 
7月 25人 

フラダンスを通して、しなやかな身体を作る。フラダンスの

踊りは、海・風・花などハワイの美しい自然を表現しているこ

とから、ハワイの伝統文化についても学ぶ機会を提供する 

2 男のそば打ち道場 12月 10人 
そば打ちの基本を学び、そばの持つ魅力や味わいを体験

する 

3 人権講座 1月 50人 
「北朝鮮による拉致被害者家族連絡会」代表飯塚繁雄氏

による拉致問題の解決に向けての公演会 

成果の活用 

1 第 33回平方公民館文化祭 5月 ― 
平方公民館を利用しているサークルの活動成果の発表と

地域住民との交流を図る 

④ 平成 29年度平方公民館利用状況 

月別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

件数 218 214 194 195 124 188 197 202 172 128 187 212 

人数 2,585 3,272 2,381 2,334 1,634 2,274 2,626 2,679 1,977 1,575 2,204 2,842 

    計 2,231件   28,383人 

                              

 

 

 

 

〔夏休み子ども工作教室〕 〔はじめての卓球教室〕 〔盆栽入門講座〕 
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（４）原市公民館 

現在約 140 団体が活動の場として利用している。本年度は主催事業として、第 31 回原市公民館祭りを

はじめ、23の公民館事業を計画し、多様な学習機会の提供を行っている。 

 

 

① 利用時間・休館日 

 ○利用時間：午前９時から午後１０時まで 

 ○休館日：年末年始・その他臨時休館日 

 

② 使用料 

利用単位 

利用区分 
午前 午後 夜間 全日 

講座室 1 400 500 600 1,500 

講座室 2 400 500 600 1,500 

和室 1 300 400 500 1,200 

和室 2 200 300 400 900 

調理室 500 600 700 1,800 

 

 

③ 平成 30年度原市公民館主催講座 

№ 事 業 名 時期 定員 内     容 

世代別講座（子供） 

1 
夏休み子ども電気教室 

～レモン電池を作ろう～ 
7月 20人 

実験や身近な材料を使っての工作を通して、科学への興

味を持つとともに、ものづくりの楽しさを体験する機会とする 

2 夏休み子ども紙粘土教室 8月 20人 
小学生を対象に粘土を手でこねる感覚や作品を作る楽し

さ、喜びを味わう 

3 夏休み子ども卓球教室 8月 20人 
ラケットの握り方やボールの打ち方などの基本的な技術と

ルールを習得し、後半は試合形式のゲームを楽しむ 

４ 子ども書道教室 12月 20人 
正しい筆の持ち方を学び、文字を美しく丁寧に書く心を育

む 

世代別講座（高齢者） 

１ 原市ことぶき学級 
5～7月 

9～11月 
150人 

健康で潤いのある充実した生活ができるよう高齢者のニー

ズに合ったレクリエーションや学習機会を提供する 

一般教養に関する講座 

1 
大人の語彙（ごい）力を身に付

けよう 
9月 30人 

大人として身につけておきたい語彙力、知性あふれる言葉

を学ぶ 

2 

百人一首を楽しく詠み味わう

～言葉の美、和歌･俳句の世

界～ 

11月 30人 
百人一首を音読することで美しい大和言葉の響きを楽し

み、さらに万葉集、俳句の世界との違いを学ぶ 

３ 城めぐり入門 3月 30人 
城の見方や楽しみ方、城めぐりに役立つ鑑賞のポイントや

城の歴史、種類を学ぶ 

文化・芸術に関する講座 

1 歌唱講座 
6月 

7月 
40人 ボイストレーニングにより正しい歌い方を身に付ける 

2 
とんぼ玉教室～自分だけの手

作りアクセサリー～ 
10月 10人 

ガラスを溶かしてオリジナルのトンボ玉を作ることにより、創

作の喜びと楽しさを体験する 

3 趣味の書道教室 11月 20人 日本の伝統美「書」を基礎から学び、書く楽しみを実践する 

利用単位 

利用区分 
午前 午後１ 午後２ 夜間 全日 

集会室兼体育室 １，６００ １，６００ １，６００ ２，０００ ６，８００ 

（単位：円） 
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№ 事 業 名 時期 定員 内     容 

健康・スポーツに関する講座 

1 骨盤矯正ヨガ教室 
6月 

7月 
20人 

ゆったりとした呼吸に合わせて骨盤を中心に全身を調整

し、心と体を整える 

2 「ガン」について学ぶ 9月 20人 
がんについての正しい知識を深め、心身ともに健康な生活

を送るための生活習慣等を学ぶ 

3 はじめてのフォークダンス教室 
10月 

11月 
20人 

軽快な音楽とリズムに合わせて楽しく気軽に踊りながら健

康と仲間づくり 

家庭生活に関する講座 

1 パッチワーク入門講座 9月 20人 
ハギレや余り布を使って作るパッチワークを基本から学び、

かわいい小物を作る 

2 
知っておきたい葬祭知識と生

前の心構え 
11月 20人 いざという時に困らない葬送の基礎知識を学ぶ 

3 
そば教室 

～今年は手打ちに挑戦！～ 
12月 16人 

そば打ちの基本を学び、コシのある美味しいお蕎麦を自分

で作る楽しさを味わう 

連携・協働した講座 

1 
エコで楽しい食生活 

～賢い節約術～ 
2月 20人 

省エネ・時短・節約のポイントを学び、環境に優しい食生活

を送るきっかけを提供する 

2 
試して実感！サプリメントでプリ

プリお肌に 
2月 30人 

上手にサプリメントを取り入れることにより、お肌の調子を整

える方法を学ぶ（日本薬科大学との共催） 

政策・施策に関する講座 

1 原市日本語教室 通年 30人 
外国籍市民を対象とした実践的な日本語教室 

（原市日本語ボランティアサークルへの委託事業） 

2 人権講座 7月 180人 
上尾市聴覚障害者協会から講師を招き、「聴覚障害と人

権」をテーマに講演を行う 

3 食育に関する講座 10月 16人 
地域の食生活改善推進員と連携して実施する（コバトン健

康メニュー） 

成果の活用 

1 第 31回原市公民館祭り 5月 ― 
公民館利用サークルの活動成果の発表と地域住民との交

流を図る 

④ 平成 29年度原市公民館利用状況 

月別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

件数 295 264 288 292 252 280 281 291 230 238 275 271 

人数 3,251 3,890 3,170 3,774 3,193 3,208 3,412 3,361 2,480 2,421 2,850 2,967 

 利用合計  3,257件 37,977人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
〔夏休み子ども紙粘土教室〕                               〔原市公民館まつり〕 
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（５）大石公民館 

現在約 200団体が活動の場として利用している。本年度は主催事業として、第 28回大石公民館まつりを

はじめ、23の公民館事業を計画し多様な学習機会の提供を行っている。 

 

① 利用時間・休館日 

 ○ 利用時間 ： 午前９時から午後１０時まで 

 ○ 休館日 ： 年末年始・その他臨時休館日 

② 使用料 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 平成 30年度 大石公民館事業計画 

№ 事 業 名 時期 定員 内     容 

世代別講座（子供） 

1 
子ども科学教室～リモコンロボッ

トを作ろう～ 
7月 30人 ペットボトルとモーターを使って、動くロボットを作る 

2 夏休みこども３Ｄアート教室 8月 20人 
夏をテーマにした絵を重ねて、立体的に見える自分だけ

の３Ｄアートを作る 

3 親子ケーキ教室 １２月 
12組 

24人 
親子でチョコレートを使ったガトー・ショコラを作って楽しむ 

４ 親子バルーンでメリークリスマス １2月 
12組 

24人 

小学生までの親子対象に、風船を使って、バルーンアー

トを作り、形になっていく面白さを体験する 

世代別講座（高齢者） 

１ 大石若返り学級 9・10月  80人 

「心と体の健康、マジック、軽スポーツ、防犯のまちづく

り、能を楽しもう」の 5 回シリーズで高齢者がいきいきとし

た生活を送るための知識を得る 

一般教養に関する講座 

1 環境講座 5月 30人 
上尾にまだ残っている希少動植物の姿について学び、地

域の現状を知る 

2 文学講座～中島敦の世界～ 
11月 

12月 
30人 

文学講座をきっかけとして、読書の楽しさを再発見しても

らう（中島敦の世界・予定） 

３ 歴史講座 1月 30人 元号の歴史 

文化・芸術に関する講座 

1 ふれあいコンサート 6月    － 

楽器紹介など吹奏楽の知識と面白さを体験し、馴染みの

ある曲を中心に演奏し、地域の人達との親睦の輪を広げ

る 

2 
似顔絵を描いてみよう～はじめ

てでも大丈夫～ 
6・7月 16人 

初心者を対象に似顔絵を描くときの特徴の捉え方、表現

の仕方などを学び、描く楽しさを体験する 

利用単位 

利用区分 
午前 午後１ 午後２ 夜間 全日 

集会室兼体育室 ２，０００ ２，０００ ２，０００ ２，６００ ８，６００ 

利用単位 

利用区分 
午前 午後 夜間 全日 

講座室 １ 400 500 600 1,500 

講座室 ２ 400 500 600 1,500 

和室 １ 300 400 500 1,200 

和室 ２ 200 300 400 900 

調理室 500 600 700 1,800 

多目的室 500 600 700 1,800 

陶芸窯 １回（3日間） 3,000 

（単位：円） 
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№ 事 業 名 時期 定員 内     容 

3 ミニチュア着物を作ろう １１月 16人 
和裁の基礎を学びながら、５分の１サイズのミニチュア着

物を作り、飾って楽しむ 

健康・スポーツに関する講座 

1 
健康講座～いつまでも若々しく

いるために～ 
7月 30人 

健康に美しく年を重ねるために、食事・運動・睡眠など 20

代からできるエイジングケアについて学ぶ 

2 ペタンクを楽しもう 9月 36人 
室内ペタンクのルールとマナーを学び、専用の球で競技

を楽しむ 

3 初心者リラクゼーションヨガ教室 
 9 月～

10月 
20人 

セルフマッサージとヨガのポーズで心と体をリラックスさ

せ、健康できれいな身体づくりを目指す 

家庭生活に関する講座 

1 
ハーバリウム作り～魅惑のインテ

リア～ 
４月 20人 

母の日や自分へのご褒美に、専用のオイルでドライフラワ

ーを瓶に閉じ込めて、長く観賞できるハーバリウムを作る 

2 
ライフプラン講座～生きがい＆

我が家の家計プラン～ 
５月 30人 

子育てや介護などで忙しい自分の未来を、より良く楽しい

ものにするヒントを学ぶ 

3 
パソコン教室～ワードで作るカレ

ンダー～ 
11月 20人 

新元号を機会に、自分のパソコンのワード機能でオリジナ

ルのカレンダーを作る 

4 風呂敷を見直そう「包み
２ ・ ２ ３

の日」 2月 16人 
風呂敷をライフスタイルに取り入れることで、地球環境に

優しいエコな暮らしに役立てる 

連携・協働した講座 

1 介護・転倒予防筋トレ体操教室 
5月～ 

3月 
  ― 椅子座位と、つかまり立ちで行う簡単な体操教室 

政策・施策に関する講座 

１ 四川料理を作ろう １０月 12人 
四川出身の講師をむかえて、簡単な中国語を交えなが

ら四川料理を作る 

2 コミュニティ人権講座 2月 80人 
地域社会における高齢者の人権について改めて考える

機会にする 

成果の活用 

1 第 28回大石公民館まつり 6月 ― 
公民館利用サークルの活動成果の発表と地域住民との

交流を図る 

2 大石・秋の音楽祭 11月 ― 大石公民館の音楽サークルが練習成果を発表する 

④ 平成 29年度 大石公民館利用状況  

月別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

件数 354 326 354 354 311 372 361 324 301 278 335 335 

人数 4,373 4,141 7,448 4,498 3,682 4,510 4,384 3,878 3,537 3,373 3,935 4,179 

合計 4,005 件   51,938人 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

〔第 28回大石公民館祭り〕         〔ハーバリウム作り〕            〔子ども科学教室〕 
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（６）大谷公民館 

現在約 230団体が活動の場として利用している。本年度は主催事業として、第 26回大谷公民館まつりの

ほか、24の公民館事業を計画し、多様な学習機会の提供を行っている。 
 

① 利用時間・休館日 

 ○ 利用時間 ： 午前９時から午後１０時まで 

 ○ 休館日 ： 年末年始・その他臨時休館日 

 

② 使用料 

利用単位 

利用区分 
午前 午後 夜間 全日 

講座室 １ 400 500 600 1,500 

講座室 ２ 400 500 600 1,500 

和室 １ 300 400 500 1,200 

和室 ２ 300 400 500 1,200 

調理室 500 600 700 1,800 

工作室 400 500 600 1,500 

陶芸窯 １回（3日間） 3,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用単位 

利用区分 
午前 午後１ 午後２ 夜間 全日 

集会室兼体育室 ２，０００ ２，０００ ２，０００ ２，６００ ８，６００ 

 

 

③ 平成 30年度 大谷公民館事業計画 

№ 事 業 名 時期 定員 内     容 

世代別講座（子供） 

1 
子ども算数教室  

～おもしろ計算・図形を学ぼう～ 
8月 20人 

小学校中学年程度の計算や暮らしにまつわる算数を楽しく

学び、苦手意識の克服につなげる 

2 
子ども科学教室 なぜ動く？ 

～ばねの性質を調べて工作しよう～ 
8月 20人 

身近な道具やおもちゃを分解したり、びっくり箱を作ったりす

ることによって“ばね”の仕組みや特性を学ぶ 

３ プラネタリウムで星空を見てみよう 11月 160人 移動プラネタリウムで宇宙や星空について学ぶ 

４ 
子ども囲碁教室 

～頭脳ゲームの世界へ GO！～ 
12月 20人 

年齢を問わず生涯楽しめる囲碁の基本ルールと奥深さを

学ぶ 

世代別講座（高齢者） 

１ 大谷いきいき学級 9～10月 150人 
高齢者がより充実した生活を送るため、各種講話、レクリエ

ーション、音楽鑑賞など様々な内容の講座を開催する 

一般教養に関する講座 

1 
続・江戸の文化に触れる 

～女筆手本の世界～ 
10月 30人 

江戸時代の教科書から、女筆文化の作品を紹介、当時女

性教育を学ぶ。（H29年度往来物講座の続編） 

2 
心を伝える朗読 

～大切な誰かに語ってみよう～ 
1月 20人 

作品性を捉え、聞き手の想像をかき立てる朗読を目指し、

基本の発声法から始める 

３ 
南極＆北極の魅力 

～南極観測隊の仕事～ 
1月 30人 

地球上でもっとも原生的自然環境が残された南極と北極

について、南極観測隊の仕事や生活にも触れながら学び、

自然環境へ興味関心を持つ機会とする 

４ 
歴史講座 古代ギリシアを訪ね

て 
2月 40人 

個体オリンピックが行われていた古代ギリシアの歴史や文

化を学ぶ 

文化・芸術に関する講座 

1 初めてのステンドグラス教室 6月 20人 ステンドグラス作品の制作を通じてガラス芸術に触れる 

2 ボタニカルアート入門 12月 16人 植物の特徴的な部分をとらえて描く植物画の基本を学ぶ 

（単位：円） 
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№ 事 業 名 時期 定員 内     容 

3 
尺八をはじめよう♪ 

アメイジンググレイスに挑戦！ 
11～12月 10人 

伝統の和楽器で独特の深い音色の尺八に触れ、邦楽に親

しむきっかけとする 

健康・スポーツに関する講座 

1 
バランスボールで姿勢美人をめ

ざそう！ 
10～11月 20人 

バランスボールで、肩こり、腰痛、冷えの原因となる骨格の

ゆがみや筋力の低下を調整しながら体幹の鍛え方を学ぶ 

2 
健康講座 

冬の食中毒予防 
10月 25人 

冬季に流行するノロウイルス等による食中毒について正しく

理解し、食中毒を予防する知識を学ぶ 

3 
やってみませんか？ 

ニュースポーツディスコン 
2～3月 16人 

誰でも気軽に参加できるニュースポーツディスコンを通し

て、ニュースポーツへの知識や理解を深め、ゲームの楽し

さを味わう 

家庭生活に関する講座 

1 御朱印帳を作ってみよう！ 11月 20人 和紙を使ってオリジナルの御朱印帳を作る方法を学ぶ 

2 指で編むおしゃれなスヌード 11月 20人 
道具を使わず指で編み上げるスヌードの作り方を学び、作

る楽しさと完成の喜びを味わう 

3 
玄米ごはん de ランチ 

～鍋炊きをマスター～ 
2月 16人 

雑穀と野菜・海藻を中心とした日本の伝統食を、食べやす

く現代風にアレンジしたメニューを作る 

連携・協働した講座 

1 骨粗しょう症のおはなし 4月 30人 
骨粗しょう症になる原因、治療法、予防法などについて学

び、健康寿命延伸につなげる 

2 暮らしに生かす漢方講座 1月 40人 
健康的に暮らすため、漢方薬などについて実習などを含め

て学ぶ（日本薬科大学との共催） 

政策・施策に関する講座 

１ えいごであそぼう！ 5月 15組 
未就学児とその保護者を対象に、歌や遊びで身体を動か

しながら楽しく英語に触れる 

２ 埼玉県の明治維新 9月 30人 
明治 150 年をきっかけとして、古文書や当時の史料を参

考に明治維新頃の埼玉県の様子について学ぶ 

３ 
人権講座「地域で支える認知

症」 
9月 50人 

認知症について学び、認知症の方の人権を尊重した互い

に支え合える地域づくりのきっかけとする 

（大谷いきいき学級公開講座） 

4 
健康レシピ 

～血圧が気になる方へ～ 
9月 18人 

食生活改善推進員協議会との共催。塩分控えめの料理を

学び、高血圧の予防を心がける 

成果の活用 

1 第 26回大谷公民館まつり 5月 － 
公民館利用サークルの活動成果の発表と地域住民との交

流を図る 

④ 平成 29年度 大谷公民館利用状況 

月別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

件数 372 374 373 359 288 362 389 352 292 256 315 359 

人数 4,549 6,093 4,527 4,305 3,593 4,045 4,423 4,884 3,655 2,743 3,856 5,388 

利用合計 4,091 件   52,061 人 

 

 

 

 

 

 

〔子ども科学教室〕 〔第 26回大谷公民館まつり〕 〔健康レシピ〕 
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６ 図書館事業の充実 

多様化・専門化する市民ニーズに応えるため、広い視野での資料の充実に努めている。収集・整理・保存

した図書、雑誌、視聴覚資料については、本館、各分館・公民館図書室のどこでも予約・貸出・返却ができる

ようネットワーク化し、パソコンやスマートフォンから検索や予約ができるようにしている。また、「歴史的音源」

「ナクソス・ミュージック・ライブラリー」「デジタル化資料送信サービス」などデジタル化資料の提供を行うなど、

幅広い資料の提供を行っている。団体向けには視聴覚機材の貸出を行っている。 

主催事業としては、おはなし会、映画会、図書館まつりなどを開催するほか、４か月健診の会場で乳児に

読み聞かせを行うとともに絵本を手渡しし、本に親しむ礎を築く支援を行う「ブックスタート事業」、文字を覚え、

知る喜びにあふれる小学校１年生におはなし会を行うとともに「読書パスポート」を配布し、自ら読書に親しむ

習慣を身に付けてもらうため「セカンドブックスタート事業」を実施している。 

そのほか、録音資料の郵送・来館貸出や録音資料再生機器の貸出、図書館への来館が困難な人へのサ

ービスや、本館及び市内の公共施設での「対面朗読サービス」を実施している。 

また、子どもの読書活動支援センターでは、生涯にわたる読書習慣を身に付けられるよう、家庭・地域・学

校に向けた支援を行っている。 

家庭に対しては、保護者からの絵本に関する相談にこたえる「おやこでえほんサロン」や読書イベントの開催、

地域に対しては、地域の読書普及活動の担い手となる読み聞かせボランティアの育成や派遣、学校に対し

ては、司書教諭等への読み聞かせや図書館づくりのアドバイス、図書館支援員への助言、研修会への講師

派遣を行い、これらの活動を通じて、家庭・地域・学校と図書館との連携を推進している。 

（１）名称と所在地 

名  称 所在地 電話番号 

上尾市図書館 （本館） 上町１－７－１ ７７３－８５２１ 

上尾市図書館平方分館 平方４３５４－２ （平方東小学校内） ７８１－６８００ 

上尾市図書館瓦葺分館 瓦葺２５２８－３ ７２３－１０７０ 

上尾市図書館たちばな分館 平方１７１３－１ ７８２－１９１９ 

上尾市図書館大石分館 中分１－２３２ ７２６－６０５９ 

上尾市図書館上尾駅前分館 柏座１－１－１５ プラザ館１・２階 ７７８－４１１１ 

上平公民館図書室 上平中央３－３１－５ ７７５－９３０８ 

原市公民館図書室 原市３４９９大谷本郷９４９－１ ７２１－４９４６ 

大谷公民館図書室 大谷本郷９４９－１ ７８１－０８９２ 

 

（２）開館時間と休館日 

 名 称 開館時間 休館日 

上尾市図書館（本館） 火～日曜日・祝日 ： 午前９時～午後７時 （１階児童室は午後５時まで） 

月曜日（祝

日を除く） 

年末年始・

図書整理期

間 

平方分館・たちばな分館 

及び公民館図書室 
火～金曜日 ： 午後１時３０分～午後５時 
土・日・祝日・夏季期間（７/２１～８/３１） ： 午前１０時～午後５時 

瓦葺分館・大石分館 火～日曜日・祝日 ： 午前１０時～午後５時 

上尾駅前分館 火～金曜日 ： 午前１０時～午後８時 
土･日・祝日 ： 午前１０時～午後５時 
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（３）利用状況 （平成２９年度） 

施設名 開館日 年間利用者数 年間貸出点数 １日平均貸出点数 

上尾市図書館 （本館） ２９８ 日 ２０７，１７４ 人 ６２３，８６２ 点 ２，０９３ 点 

平方分館 ２９８ 日 ９，５３５ 人 ２７，８４４ 点 ９３ 点 

瓦葺分館 ２９８ 日 ２６，４３８ 人 ８４，４８４ 点 ２８３ 点 

たちばな分館 ２９８ 日 ９，３５５ 人 ３４，２９８ 点 １１５ 点 

大石分館 ２９８ 日 ４８，９９８ 人 １９１，７２５ 点 ６４３ 点 

上尾駅前分館 ２９８ 日 ５４，４９１ 人 １２４，８９６ 点 ４１９ 点 

上平公民館図書室 ２９８ 日 １４，７５７ 人 ５３，４６９ 点 １７９ 点 

原市公民館図書室 ２９８ 日 １０，３８２ 人 ３３，４１２ 点 １１２ 点 

大谷公民館図書室 ２９８ 日 １２，５２５ 人 ４１，５１９ 点 １３９ 点 

全館合計 ２９８ 日 ３９３，６５５ 人 １，２１５，５０９ 点  

 

（４）各館の種類別資料の状況 （平成３０年３月３１日現在） 

 一般書 児童書 紙芝居 郷土資料 雑誌 洋書 AV資料 計 

上尾市図書館
（本館） 

２３５，１１４ ７２，１１３ ８８３ ７，５６９ ９，８７１ ９２４ ９，１０８ ３３５，５８２ 

平方分館 １９，６７７ １４，８２９ １５３ １８４ ６４０ ０ ０ ３５，４８３ 

瓦葺分館 １６，０１０ １０，８６８ １５６ １４２ ３１５ ０ ０ ２７，４９１ 

たちばな分館  ２２，９６９ ９，５１５ １２９ １５２ ３６９ ０ ０ ３３，１３４ 

大石分館 ３１，０８４ １５，８６５ ５４３ １７０ ５９０ ０ ４，８５２ ５３，１０４ 

上尾駅前分館 ２０，４２７ ２，５３４ ０ １０５ ５７６ ０ ０ ２３，６４２ 

上平公民館 
図書室 １０，８７０ １３，１３４ ２２１ １４５ ２９３ ０ ０ ２４，６６３ 

原市公民館 
図書室 １１，６１７ １０，０９７ １８８ １４０ ３２４ ４ ０ ２２，３７０ 

大谷公民館 
図書室  １６，９２３ １０，１６２ ２６１ １０３ ２９１ ３ ０ ２７，７４３ 

合 計 ３８４，６９１ １５９，１１７ ２，５３４ ８，７１０ １３，２６９ ９３１ １３，９６０ ５８３，２１２ 

 

（５）年齢別利用登録者数 （平成３０年 3月 31日現在） 

年齢 
性別 

0～6 7～12 13～15 16～19 20～24 25～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70～ 合計 

男性 ３４４ ５，１５４ ２，２５６ ３，２５４ ４，６１１ ４，２３７ ６，７３２ ７，１３１ ５，１４９ ４，８９３ ７，８７１ ５１，６３２ 

女性 ４０６ ５，１８１ ２，４７８ ３，６９２ ５，３１５ ５，１９０ １２，１７９ １５，５４４ ８，９２８ ６，９２０ ７，６１５ ７３，４４８ 

合計 ７５０ １0，３３５ ４，７３４ ６，９４６ ９，９２６ ９，４２７ １８，９１１ ２２，６７５ １４，０７７ １１，８１３ １５，４８６ １２５，０８０ 
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（６）団体向け視聴覚機材・教具利用状況 （平成２９年度） 

項 目 所蔵数 利用数 項 目 所蔵数 利用数 

１６ミリ映画フィルム １４５本 ４２本 １６ミリ映写機 ５台 ９回 

ビデオテープ ４８５本 ３３本 プロジェクター ３台 ８０回 

ＤＶＤ １３８枚 ７７枚 ＯＨＣ （資料提示装置） ２台 １回 

 

（７）平成３０年度事業計画 

事業名 期日 講師等 内容 

◎おはなし会 

○本館 
毎週水曜日・土曜日 上尾おはなしの会 

昔話・童話の語り 

○駅前分館 ８月１０日 
絵本の森 もこもこ・ 

図書館職員 

○平方分館 毎週土曜日 

上尾おはなしの会 

○瓦葺分館 毎週土曜日 

○たちばな分館 ７月２６日・８月９日 

○大石分館 
毎週土曜日 

（第２土曜日を除く） 

○上平公民館図書室 毎月第４日曜日 

○原市公民館図書室 毎月第１日曜日 

○大谷公民館図書室 毎月第１・３土曜日 お話の会 よむよむ 

◎大人のためのお話し会 ３月 上尾おはなしの会 昔話・童話の語り 

◎あかちゃんおはなし会 毎月第３火曜日 図書館職員ほか 絵本の読み聞かせなど 

◎絵本の時間 

○本館 
毎週火曜日 図書館職員ほか 

絵本の読み聞かせ・ 
パネルシアターなど ○たちばな分館 毎月第１・３土曜日 

絵本の森 もこもこ 
○大石分館 毎月第２土曜日 

◎ブックスタート事業 ４か月児健康診査時 
図書館職員・ 
ブックスタート支援員 

乳児への絵本の読み聞か
せと、本の手渡し 

◎セカンドブックスタート事業 ５月２９日～６月２８日 
図書館職員ほか・ 
学校図書館支援員 

市内小学校の新１年生を対
象に「読書パスポート」の配
布とおはなし会を行う 

◎夏休み体験図書館員 ８月１・３日 図書館職員 
小学校５・６年生の図書館
員体験 

◎科学あそび ８月５日 
科学教育ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

植竹 紀子 氏ほか 

科学あそび（事件を解決！
～きみも科学探偵だ！～） 

◎図書館まつり 

○図書館寄席 
１０月７日 明治大学落語研究会  

アマチュアならではのひたむ
きな寄席 

○文学講座  

 「藤沢周平の文学」 
１０月１３日 

早稲田大学教授 

高橋 敏夫 氏 

庶民や下級武士の哀切を
描いた作品を数多く発表し
た藤沢周平の文学について
の講座 

○図書館で宝探し １０月１４日 図書館職員ほか 
地下書庫で本のヒントを手が
かりに宝物を探す 
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事業名 期日 講師等 内容 

○薮内正幸原画展 
１０月１８日から 

１０月３０日まで 
図書館職員ほか 

動物画家として図鑑、絵本
など幅広い分野で活躍した
薮内正幸氏の原画を展示 

○薮内正幸 

ギャラリートーク 
１０月２４日 

薮内美術館館長 

藪内 竜太 氏 

藪内竜太氏による薮内正幸
氏にまつわるエピソードや原
画の紹介トークショー 

○楽しいカスパ－シアタ－ 

～人形劇～ 
１０月２７日 

おひさま文庫代表 

加藤 寛子氏 
人形劇・読み聞かせ・手遊び  

○「バムとケロのにちようび 

～絵本の読み聞かせと 

ドーナツづくり～」 

１０月２８日 
料理教室主宰 

北川 悦子 氏 

絵本「バムとケロのにちよう
び」の読み聞かせとその作
品に登場するドーナツを実
際につくる 

○文芸講演会 

「西郷どん！」と「西郷どん」  

～大河ドラマ原作と 

ドラマの比較から～」 

１１月１０日 
東京学芸大学教授 

大石 学 氏 

明治元年から１５０年目に当
たる今日、激動の時代に生
き、新たな時代を切り開いた
西郷隆盛について、時代考
証をする講演会 

◎クリスマス会 １２月下旬 図書館職員 
絵本の読み聞かせ 

パネルシアタ－など 

◎図書のリサイクル 
常時 

（団体向けのみ 

平成３１年２月下旬） 

図書館職員 
個人対象・団体（児童向け）
対象 

◎子ども映画会 

４/１５・６/１０・７/８・ 

８/１９・１０/１４・ 

１１/１１・１２/９・１/１３・ 

３/２４（日曜日） 

図書館職員 子供向け映画会 

◎土曜映画会（大人向け） 
５/１２・９/８・２/９
（土曜日） 図書館職員 大人向け映画会 

 

（８）子どもの読書活動支援センター 
所 在 地    上尾市柏座４－３－８（富士見小学校内） 

電話番号   ７７３－３７１１ 

利用時間   月～金曜日  午前１０時～午後４時３０分 

             （土曜日・日曜日・祝日・学校行事日・年末年始・図書整理期間は休館） 

ア 平成３０年度事業計画 

事業名 期日 講師等 内容 

◎家庭向け支援 
○読書パスポート 
えほんのきろく 

通年 支援センター職員 
セカンドブックスタート事業で配布した「読
書パスポート」、おはなし会等で配布した
「えほんのきろく」の活用を促す 

○読書相談 不定期 支援センター職員 子供の年齢や成長にあった本の紹介 

〇おや子でえほんサロン 
月１回 
（年１１回） 

支援センター職員 

読み聞かせボランティア  

絵本を囲んで親子で楽しい時間を過ご
す。ボランティアのおはなし会、読書相談 

○おはなし会 
７月２７日（金） 
３月予定 

支援センター職員 
読み聞かせボランティア  
（ＡＹＹレンジャー） 

子供向けのおはなし会 

○子どもイベント 
「図書館へ行こう！本を
使って調べてみよう！
～謎に挑戦～」 

８月１６日（木） 支援センター職員 
「調べ学習」に向け、図書館司書が「本
で調べるノウハウ」を伝え、図書館の利用
や本の楽しさを伝える 
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事業名 期日 講師等 内容 

○子どもイベント 

「楽しい科学あそび」 
１０月１３日（土） 

科学読物研究会 

藤高 信男 氏 

自ら体験することで、科学の楽しさを知っ
てもらい、読書の幅を広げるとともに、科
学絵本を紹介していただく。 

◎地域向け支援 
○ボランティア支援 

月１回 

（年９回） 
支援センター 

おはなしの会 よむよむ 

（ＡＹＹボランティア） 

○おはなし会で読ん
でみよう！不思議で
楽しい科学絵本 

１１月２２日（木） 
科学読物研究会 

中村 涼子 氏 

おはなし会で活用できる科学絵本を紹
介する講座 

○（仮）読み聞かせに
向く絵本 
低学年～高学年 

１２月１２日（水） 
ＪＰＩＣ読書アドバイザ
ー 佐藤 あけみ 氏 

読み聞かせに向く絵本について紹介する
講座 

◎学校向け支援 

○あっぴぃぶっくる本 
通年 支援センター職員 

子供の年齢層に合わせて薦める読み物
セット「あっぴぃぶっくる本」の管理・活用 

○学校図書館の書
架作りの指導 

３２回 

（５月～７月） 
支援センター職員 

講師を各学校に派遣し、図書館の配架・
本の選定など、学校図書館支援員に指
導を行う 

○アッピースマイル学
校図書館支援員研
修 

９回 

（４月～平成３１
年３月） 

支援センター職員 

指導課職員 

講師を派遣し、読書パスポート、あっぴぃ
ぶっくる本、団体貸出、支援センターや
学校図書館司書の仕事、読み聞かせ、
ブックトークについて説明 

○講師派遣 
おはなし会の指導 

７月１０日（火） 

～１１日（水） 
支援センター職員 

講師を派遣し、中学生を対象とするおは
なし会に関する指導 

○おはなし会の開催 ４月２４日（月） 支援センター職員 
市内の小学校の読書週間に合わせた全
校おはなし会 

○読み聞かせ入門 
９月１８日（火） 

１０月１日（月） 
支援センター職員 

学校応援団を対象とした読み聞かせ入
門への講師派遣 

○朝読書支援 
月１回 

（年１１回） 

支援センター職員 

ＡＹＹレンジャー 

小学校の朝読書の支援 

（１・３・５年と２・４・６年を隔月で実施） 

 

イ 家庭・地域・学校をつなぐ取組み 

子どもの読書活動支援センターは、「読書パスポート」の活用を働きかけることで、図書館と家庭・地域・学

校の連携を進めている。「読書パスポート」は、子供が読書の記録をすることで家庭や学校で読書活動を進め

る励みになっており、おはなし会など地域の事業に参加するきっかけにもなっている。 

また、市立幼稚園・保育所・小学校・中学校に「あっぴぃぶっくる本」を定期的に巡回配送し、普段、図書

館まで足を運びにくい子供たちに対しても、学校図書室を通じて幅広いジャンルの本に親しめる環境を整えて

いる。 

利用状況（平成２９年度）及び種類別資料の状況 （平成３０年３月３１日現在） 

あっぴぃぶっくる本 
支援用資料  

年間利用数 年間貸出点数 
児童書 紙芝居 雑誌 計  

３，４９８ ２，８６４ １３ ２７ ６，４０２  ２５５人 １，９１８点 

 

 

 

 

 

 
あっぴぃぶっくる本 

（小学校・中学校向け） 
えほんあっぴぃぶっくる 

（幼稚園・保育所向け） 
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第４章 健康で活力に満ちた市民スポーツ活動の推進 

余暇時間の増加等の社会環境の変化に伴い、老若男女を問わず、健康・体力づくりに対する関心や多種

多様なスポーツ・レクリエーション活動、広範なスポーツイベントへの市民の参加要求はますます高まってき

ている。また、上尾市が健康で明るく活力に満ちた都市になるため、スポーツ都市宣言の趣旨を踏まえ、市

民が生涯にわたってスポーツ・レクリエーションに親しむことのできる機会と場の提供が求められている。 

 こうしたことから、あらゆる機会を通じ個々の体力や適性に応じてスポーツ・レクリエーション活動ができるよう、

施設・設備の整備・拡充をはじめ、スポーツ関係団体の指導・育成のほか、健康・体力づくりのためのスポー

ツ大会やスポーツ教室（講座）を開催している。また、スポーツ・レクリエーション指導者の発掘と養成（育成）

など、生涯スポーツ・レクリエーションの向上を目指した環境整備を推進している。 

 

１ 生涯スポーツ・レクリエーション活動の推進 

市民誰もが気軽にスポーツ・レクリエーション活動に参加できるよう、ライフステージに合わせた活動機会の

拡充を図る。 

（１） スポーツ都市宣言の実績 

市民のスポーツに対する関心と理解を高め、スポーツの生活化を促進するため、スポーツ関連情報の提供

充実をはじめ、スポーツ環境の整備拡充を推進する。 

○スポーツ都市宣言記念大会用賞状の提供 

○スポーツ関連情報資料の作成と提供 

・「スポーツ・レクリエーション行事予定表」の作成 

・「スポーツ推進委員活動の記録」発刊(隔年) 

・「さわやかあげお」の発行（年１回） 

 

（２） スポーツクラブの育成 

地域のスポーツ愛好者のクラブ結成を促進するため、各種スポーツ大会の開催やスポーツ施設利用者の組

織化を推進するとともに、指導者の紹介などにも力を入れていく。 

また、市民の健康・体力づくりのための機会を提供するとともに地域スポーツ活動の活性化を図るため、体育

協会をはじめ各種スポーツ関係団体等との連携によりシティマラソンや市民体育祭などのスポーツイベントを開

催する。 

  

◎スポーツ大会 

事 業 名 会  場 開催日 対  象 

市制施行６０周年記念 

第３４回いきいきライフ大運動会 
上尾市民体育館 平成３０年５月２６日 市内在住の６０歳以上 

市制施行・体育協会創立６０周年記念 

第６０回上尾市民体育祭 
上尾運動公園陸上競技場 平成３０年１０月７日 市内在住・在勤・在学者 

市制施行・体育協会創立６０周年記念 

第３１回２０１８上尾ｼティマラソン 

上尾運動公園陸上競技場 

スタート・フィニッシュ 
平成３０年１１月１８日 小学５年生以上 

市制施行・体育協会創立６０周年記念 

第３７回上尾市民駅伝競走大会 

上尾運動公園陸上競技場 

周辺コース 
平成３１年２月１０日 市内在住・在勤・在学者 
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◎スポーツ教室 

事 業 名 会  場 開 催 日 対  象 

いきいきスポーツ教室 各公民館 ６月頃～ 市内在住の概ね６０歳以上 

 

 

（３） スポーツ・レクリエーション指導者と関係団体の育成 

指導者養成講習会の開催やスポーツ推進委員に関係する各種研修会・講習会の実施と派遣などをとおして

指導者の発掘と養成（育成）を図るとともに、体育協会の各種スポーツ・レクリエーション団体の指導、育成に努

めている。 

○指導者養成事業 

・ＡＥＤ講習会 

・スポーツ推進委員研修会 

・スポーツステップアップ講座 

○スポーツ・レクリエーション関係団体の育成 

【上尾市体育協会】 

・設立 ： 昭和３３年１０月 

・構成団体 ： ４７団体 

 （支部…１０、スポーツ・レクリエーション団体…３３、学校体育連盟〈小・中・高校〉…３ 

  指導育成団体…１） 

・内部組織 ： 常任理事会、理事会、部会 

・主な事業 ： 市民体育祭、市民駅伝、シティマラソン、スポーツ講演会、

レクリエーション大会、スポーツ振興基金の管理運営ほか 

・事務局 ： スポーツ振興課内 

（４） スポーツ推進委員 

スポーツ推進委員は、教育委員会から委嘱された４９人が連絡協議会を組織し、市が実施するスポーツ事業

の運営協力にあたるほか、委員相互の連絡協調と指導力、資質の向上を図るための研修に積極的に取り組むと

ともに、関係機関・団体との連携を深め、地域に根差した生涯スポーツの一層の推進を図るため活動をしている。 

○スポーツ推進委員 

・定員 ： ５０名 

・任期 ： ２年 

○スポーツ推進委員連絡協議会 

【活動方針】 

・地域におけるスポーツ・レクリエーション指導者及び団体・組織の育成 

・地域スポーツの推進 

・生涯スポーツの推進 

・専門委員会活動の充実   

・スポーツ推進委員相互の連絡協調の推進 

・研修会、講習会への積極的な参加 

【組織】 

・内部組織：常任委員会・専門委員会 

・専門委員会：総務委員会、研修委員会、地域振興委員会 

広報委員会、女性委員会 

【主な事業】 

・小学生ドッジボール大会  

・軽スポーツ普及講習会…ニュースポーツ講習会（各体育協会支部を対象） 

・研修会･･･軽スポーツ、ドッジボール等の実技及び審判講習会 

・県内研修会等 

・その他･･･県と各種団体等が実施する事業に対する運営協力、 

各種研修会・講習会への参加、親睦事業等 
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２ スポーツ・レクリエーション施設の整備 

市民が身近な場所でスポーツ・レクリエーション活動が行えるよう、ソフトボール、野球やサッカーなど実施

可能な多目的運動場を整備していくとともに学校体育施設の有効活用と市民体育館の円滑な運営を推進

する。 

 

（１）学校体育施設開放事業 

  市民のスポーツ活動の場として市内小・中学校の校庭や体育館を開放し、地域スポーツの振興とコミュ

ニティづくりの推進に努めている。開放にあたっては、各学校単位に学校施設開放運営委員会を設置し円

滑な運営を図っている。また、東小学校の校庭には、夜間照明施設を設置しサッカーや軽スポーツを行う

場として開放している。 

◎屋外運動場・屋内運動場（体育館） 

〔開放日時〕 

区 分 利用施設 利 用 時 間 利 用 者 

土曜日 校 庭 午後１時～午後６時３０分 利用に当たっては、教

育委員会への団体登

録が必要（市内在住・

在勤・在学の者で構成

する１０人以上の団体） 

 
体育館 

午前８時～午後９時（小学校） 

正午   ～午後９時まで（中学校） 

日曜日及び休日 校 庭 午前８時～午後６時３０分 

  体育館 午前８時～午後９時 

平日（月～金曜日） 体育館 午後７時～午後９時 

※利用できる運動種目 

・屋外運動場 … ソフトボール、バレーボール、少年サッカー、少年野球、その他軽スポーツ 

及びレクリエーション的なスポーツ 

・屋内運動場 … バレーボール、バスケットボール、バドミントン、卓球、武道、その他の軽スポーツ 

及びレクリエーション的なスポーツ 

・上記以外は教育委員会が特に許可した種目 

 

◎夜間照明屋外運動場 

東小学校の校庭に夜間照明施設を設置し、市民に開放している。 

利用できる種目は、ソフトボール・サッカーと教育委員会が許可した種目であり、開放時間は午後７時

から午後９時（準備と後片付けに要する時間を含む）までで、利用者は教育委員会に学校開放団体とし

て登録してある団体で、１時間の使用料は１，５００円となっている。開放期間は５月から１０月まで、申し

込みはスポーツ振興課で受け付けている。 
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◎平成２９年度学校開放施設利用状況                                     （単位：人） 

学校名 校庭 体育館 合計 学校名 校庭 体育館 合計 

上 尾 小 11,222 6,645 17,867 東 町 小 4,370 6,167 10,537 

中 央 小 4,561 6,018 10,579 平方北小 4,701 6,179 10,880 

大 谷 小 8,600 10,100 18,700 大石北小 8,575 5,080 13,655 

平 方 小 2,001 3,958 5,959 上平北小 8,518 5,745 14,263 

大 石 小 9,839 8,424 18,263 小学校合計 158,091 140,994 299,085 

原 市 小 5,057 5,237 10,294 上 尾 中 0 0 0 

上 平 小 4,127 3,209 7,336 太 平 中 3,503 8,786 12,289 

富士見小 27,330 15,434 42,764 大 石 中 383 5,942 6,325 

尾山台小 6,246 4,004 10,250 原 市 中 1,460 4,346 5,806 

東 小 10,200 5,885 16,085 上 平 中 1,730 2,485 4,215 

大石南小 7,460 2,603 10,063 西 中 9,220 1,191 10,411 

平方東小 4,359 7,389 11,748 東 中 3,414 1,058 4,472 

原市南小 9,238 5,249 14,487 大石南中 1,488 219 1,707 

鴨 川 小 4,384 9,429 13,813 瓦 葺 中 4,990 4,828 9,818 

芝 川 小 9,724 8,932 18,656 南 中 1,455 8,982 10,437 

瓦 葺 小 4,153 8,155 12,308 大 谷 中 3,217 6,155 9,372 

今 泉 小 1,742 4,826 6,568 中学校合計 30,860 43,992 74,852 

西 小 1,684 2,326 4,010 総 計 188,951 184,986 373,937 
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（２）体育施設整備 

急速に進行している高齢化や高度情報化、労働時間の短縮と女性のライフサイクルの変化などにより余暇

時間が増大していく中で、人々の健康・体力づくりに対する関心やスポーツ・レクリエーション活動への欲求は

ますます多様化している。 

そして、市民自ら健康・体力を維持増進し、明るく豊かで活力に満ちた生活を送るためには、日常生活の

中にスポーツを取り入れ、スポーツ活動に積極的に参加しながら、生涯を通じてスポーツ・レクリエーションに

親しめるよう、行政と地域、スポーツ関係団体が協力して総合的なスポーツ振興施策を実施していくことが求

められている。 

しかしながら、増加を続けるスポーツ人口に対応してスポーツ・レクリエーション活動の推進を図る上におい

ては、施設環境が十分に整っていない状況にある。特に、屋外体育施設の整備が課題となっている。 

 

◎平塚サッカー場 

平塚サッカー場は、総合福祉センター南

側の敷地（所在地：大字平塚５３６番地１）に、

サッカーコート１面（１０５m×６８ｍ）、トイレ、

駐車場を完備した施設です。使用料は下表

のとおり。申し込み方法など詳しくはスポーツ

振興課へ。 

◎平方野球場 

平方野球場は、平方公民館西側の敷地

（所在地：大字平方７９３番地）に、野球場１

面（両翼９０m、中堅１１５ｍ）、トイレ、駐車場

を完備した野球専用施設です。使用料は下

表のとおり。申し込み方法など詳しくはスポー

ツ振興課へ。 

【平塚サッカー場・平方野球場使用料】 

 午前１ 午前２ 午後 

一般・学生 １，０００ 円 １，０００ 円 １，０００ 円 

児童・生徒 ５００ 円 ５００ 円 ５００ 円 

◎平方スポーツ広場 

平方スポーツ広場は、平方小学校西側の敷地（所在地：大字平方１１８５番地）に、野球場、多目的

広場、ソフトボール場（A・B）、グラウンドゴルフ・ゲートボール場があり、使用料は下表のとおり。申し込み

方法など詳しくはスポーツ振興課へ。 

〔利用できる運動種目〕 

〔利用料金〕 

【利用区分】 

「児童･生徒」：中学生以下の人が利用する場合、または主

に中学生以下の人が利用する場合 

「一般･学生」：上記以外の人が利用する場合 

【利用単位】 

「午前１」： 午前８時～１１時 

「午前２」： 午前１１時～午後２時 

「午 後」： 午後２時～５時

多目的広場 野球場 ソフトボール場（Ａ・Ｂ） 
グラウンドゴルフ場 
ゲートボール場 

野球、サッカー、ソフトボー
ル、軽スポーツと教育委
員会が認めた運動種目 

野球、ソフトボール、軽スポ
ーツと教育委員会が認め
た運動種目 

少年野球、ソフトボール、
軽スポーツと教育委員会
が認めた運動種目 

グラウンドゴルフ、ゲートボ
ール、軽スポーツと教育委
員会が認めた運動種目 

               利用単位 

利用区分 
午前１ 午前２ 午 後 

野球場 
多目的広場 

一般・学生 １，０００ 円 １，０００ 円 １，０００ 円 

児童・生徒 ５００ 円 ５００ 円 ５００ 円 

ソフトボール場 Ａ 
ソフトボール場 Ｂ 

一般・学生 ６００ 円 ６００ 円 ６００ 円 

児童・生徒 ３００ 円 ３００ 円 ３００ 円 

グラウンドゴルフ場 
ゲートボール場 

一般・学生 ４００ 円 ４００ 円 ４００ 円 

児童・生徒 ２００ 円 ２００ 円 ２００ 円 
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（３）市民体育館の整備と管理運営 

市民の健康・体力の保持増進とスポーツ・レクリエーションの拠点としての市民体育館の施設・設備整備を

推進するとともに平成２５年４月１日から指定管理者制度を導入し、効率的な管理運営を行い、市民体育館

機能の充実を図る。 

①運営方針 

・市民スポーツ活動拠点 

市民の健康と体力の保持増進のための身体的活動とスポー

ツ愛好者の自発的・自主的スポーツ活動の拠点として、市

民スポーツの普及・振興を図る。 

・施設の効率的利用の促進 

市民に開かれたスポーツ・レクリエーション施設として、だれ

でも手軽に利用できるよう、施設利用の効率化を図る。 

・施設・設備の充実 

市民の多様化するスポーツ活動が、その能力・適性に応じて

効果的に行えるよう、施設・設備の充実を図る。 

・安全管理の徹底 

市民の身体的活動が安全に行えるよう、施設・設備と競技用

具等の点検、利用者の規律やマナーについての指導を徹底し、

安全の確保に努める。 

 

 

 

②施設の概要 

 平成２５年４月１日から、指定管理者制度を導入し、 

管理運営を指定管理者が行っている。 

  ・所在地  上尾市向山四丁目３番地１０ 

  ・電話番号 ７８１－８１１１ 

  ・利用時間  午前９時～午後９時 

  ・休館日  年末年始（１２月３１日～１月２日）・臨時休館日 年６日（施設点検） 

 

施設名 面積 備考 

アリーナ 
フロア 

(1,856㎡) 

バレーボールコート３面 
バスケットボールコート２面 

バドミントンコート１２面 
卓球台３２台 

卓球室 （ｻﾌﾞｱﾘｰﾅ） フロア （308㎡） 卓球台８台 

体力相談室兼ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ室 フロア （301㎡） トレーニング器具を利用して健康・体力の維持・増進 

柔道場 フロア （333㎡）  

剣道場 フロア （333㎡）  

弓道場 118.41㎡ 弓道(三人立) 

庭球場 4,066㎡ 全天候型２面  クレー４面 

会議室兼スタジオ フロア （129㎡） 全面利用 ９０人  
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③市民体育館自主事業                             ※期日変更の場合あり。 

○種目別個人開放 

市民の自主的スポーツ活動の促進と技術水準の向上を図り、市民スポーツの普及振興に寄与するこ

とを目的として実施している。 

 

○トレーニング室初心者講習会  初めて利用する人は、器具の安全な使用方法などの講習が必要。 

  ○各種スポーツ教室 日ごろ運動する機会が少ない市民や高齢者などに運動する機会を提供し、健 

康づくりに役立てることを目的に実施する。 

教室名 実施頻度 教室名 実施頻度 教室名 実施頻度 

ｽﾎﾟｰﾂ吹矢教室 全８回 ｼﾞｭﾆｱｿﾌﾄﾃﾆｽ教室 全５回 ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ初心者教室 全８回 

バレーボール教室 全１回 卓球愛好者教室 全６回 筋力アップ教室 週１回 

ミニﾊﾞﾗﾝｽﾎﾞｰﾙ教室 週１回 ヨガ教室 週１回 ﾊﾞﾗﾝｽﾎﾞｰﾙ教室 週１回 

ﾘﾗｯｸｽﾎﾟｰﾙｴｸｻｻｲｽﾞ教室 週１回 ｿﾌﾄｴｱﾛﾋﾞｸｽ教室 週１回 ベンチプレス記録会 全１回 
親子基礎体力づくり講座 全３回 初心者弓道教室 全８回 初心者なぎなた教室 全３回 

高齢者向け健康教室 全１回     

④施設の利用状況                             〔年度別・月別施設利用人数の推移〕 

  平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

４月 １６，７３３ １，４９１ １１，５９９ ２１，３４４ ２４，９１５ ２２，７３２ ２９，５８９ ２７，６７３ 

５月 １７，９０５ １，２９７ １１，５７１ ２９，５１０ ３１，５６８ ３８，２５４ ３０，３４２ ３１，０７０ 

６月 ２０，５０６ １０，５２９ １２，１７７ ２８，６９４ ２８，８７６ ２７，１１８ ２８，４０９ ３１，８９１ 

７月 １７，１４４ １２，０７４ １２，６６５ ２２，７４９ ３３，４５５ ４２，７５０ ３４，３２７ ３１，３５５ 

８月 １６，４６１ １０，４８３ １０，８０２ ２５，５４７ ３０，１６６ ３１，９４１ ３０，６１６ ３１，３７６ 

９月 １７，２８４   １１，６１６ ０ ３４，９００ ３６，６８１ ３１，４９３ ３３，７２４ ３６，５７５ 

１０月 １７，１８５ １２，３８７ ０ ２５，９０１ ３５，８００ ３５，６４１ ４６，２３９ ５４，５０３ 

１１月 １３，７５２ １０，４８６ ０ １９，６９１ ２１，９２０ ２９，４１８ ２２，２１７ ２３，１５０ 

１２月 １５，７４１ １１，０１６ ０ ３１，５７８ ２６，２６３ ２３、７０５ ２９，０９６ ３０，３３５ 

１月 １５，５４３ １０，４５７ ０ ２６，８８０ ３０，４９５ ２９，５３０ ３２，１７６ ２５，６９６ 

２月 １６，５４６ １０，８６６ ０ ２４，８０９ ２６，４７７ ２３、８３３ ２７，５３１ ２７，６３６ 

３月 ８，０２０ １１，４１８ ０ ３１，８４２ ３９，０２１ ３３，９４６ ３８，７５７ ３６，７５４ 

合計 １９２,８２０ １１４，１２０ ５８，８１４ ３２３，４４５ ３６５，６３７ ３７０、３６１ ３８３，０２３ ３８８，０１４ 

※平成２３年３月１１日から、東日本大震災の被害の為、アリーナは使用不可。 

  平成２４年９月１日から平成２５年３月３１日まで、大規模改造（耐震補強）工事のため休館。 

種 目 期日 時間 

バドミントン 毎週火曜日 １８：００～２１：００ 

バスケットボー
ル 毎週金曜日 １８：００～２１：００ 

卓球 

毎週金曜日 １８：００～２１：００ 

毎週土曜日 
９：００～１８：００ 

毎月第４月曜日 

毎週日曜日・祝日 ９：００～２１：００ 

バレーボール 毎週土曜日 １８：００～２１：００ 

期日 時間 対象 備考 

毎日（休館日
を除く） 

受付時間 講習開始時間
10:40～  11:00～ 

18:40～  19:00～ 

トレーニング室を初めて利
用する人（高校生以上） 

受講者に「トレーニング室 
使用許可証」を交付 
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上尾市民体育祭 

  上尾シティマラソン 



〔 統計等資料 〕 

〔 市内学校一覧 〕 119 

市市内内学学校校一一覧覧  

（１）市立幼稚園 

幼稚園名 園 長 所 在 地 電話番号 

平方幼稚園 深谷  桂治 上尾市大字平方１３４６-１ ７２５-２００８ 

（２）小学校 

学校名 校 長 教 頭 教職
員数 児童数 学級数 所  在  地 電話番号 

上尾小学校 升屋  好永 韮 塚   昇 32 531 19 上尾市仲町１-１１-４６ ７７１-００６７ 

中央小学校 三角  正敏 能 登   貢 35 557 20 上尾市上町１-１５-４ ７７１-０２５６ 

大谷小学校 深澤  孝忠 帆玉  敬一 47 862 27 上尾市大字大谷本郷５２８ ７８１-０１２０ 

平方小学校 深谷  桂治 赤羽  洋治 27 355 14 上尾市大字平方１３４６-１ ７２５-２０７０ 

大石小学校 豊田  好伸 
田 川   豊 
惠守みどり 

50 988 31 上尾市小泉９-２８-２ ７８１-０３４２ 

原市小学校 上 野   明 熊坂由美子 37 643 22 上尾市大字原市３５０８-１ ７２１-１５３６ 

上平小学校 石塚  昌夫 小林  克則 32 527 19 上尾市大字南１０２ ７７１-１７５１ 

富士見小学校 市河  利之 小 川   浩 38 715 24 上尾市柏座４-３-８ ７７１-０５０５ 

尾山台小学校 加藤  雅教 住吉  俊哲 23 266 13 上尾市大字瓦葺５０９-１ ７２１-３４００ 

東 小 学 校 
(向原分教室含む) 浅沼  正義 野本  恭子 51 828 29 上尾市大字上尾村１１７１-２ ７７３-２４９０ 

大石南小学校 増 田   司 新 井   透 24 288 13 上尾市大字畔吉１３３３ ７２６-２６５５ 

平方東小学校 松本  壽男 廣   美 穂 20 203 9 上尾市大字平方４３５４-２ ７２５-２６２３ 

原市南小学校 吉 田   充 小笠原裕司 34 556 20 上尾市大字原市３９９０ ７２２-２１００ 

鴨川小学校 井浦  博史 湯本  貴幸 29 387 16 上尾市西宮下４-４００ ７７５-６５６２ 

芝川小学校 秋 山   誠 伊藤  高広 36 540 20 上尾市上平中央１-８-１ ７７３-２５６０ 

瓦葺小学校 鮫島  啓一 田中幸太郎 30 458 16 上尾市大字瓦葺２２６０ ７２１-４６１８ 

今泉小学校 石 井   都 篠崎  弘敬 27 424 16 上尾市大字今泉２６８ ７８１-４３１８ 

西 小 学 校 龍 前   進 田中栄次郎 30 424 15 上尾市今泉１-７-２ ７８１-６５６７ 

東町小学校 倉品  幸二 黒木  康文 41 735 24 上尾市東町３-１９４７ ７７５-６５６９ 

平方北小学校 野本  智子 大島  順一 20 186 9 上尾市大字平方３６５７ ７２６-２１２０ 

大石北小学校 太田  光登 半谷  忠彦 41 770 27 上尾市井戸木４-２３ ７７５-４４２８ 

上平北小学校 新 井   宏 井本  和良 23 251 12 上尾市大字南２８７ ７７５-４４２７ 

（（平平成成３３００年年４４月月１１日日現現在在））  

教職員数・児童数・学級数は、平成３０年５月１日現在 

校長氏名・教頭氏名は、平成３０年４月１日現在 
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（３）中学校 

学校名 校 長 教 頭 
教職
員数 

生徒数 学級数 所  在  地 電話番号 

上尾中学校 西 倉   剛 
示野  浩生 

日詰恵美子 
54 774 26 上尾市愛宕３-２３-３４ ７７１-０１２９ 

太平中学校 田 中   博 佐々木智美 29 337 13 上尾市大字小敷谷２-３ ７２５-２０２６ 

大石中学校 宮田  純生 
牛田  博和 

青木  忠博 
49 824 23 上尾市中妻４-１９ ７７２-２６６０ 

原市中学校 栗原  信幸 関口  利夫 32 558 17 上尾市大字原市３４７９ ７２１-０６３６ 

上平中学校 瀧 澤   誠 村田  正則 46 654 22 上尾市大字菅谷１２１ ７７１-１５５５ 

西 中 学 校 島田  研吾 谷田部俊彦 36 568 19 上尾市大字今泉５１５ ７８１-１５４１ 

東 中 学 校 森田  直樹 山田  正浩 37 656 18 上尾市大字上尾村４７９ ７７５-６５６６ 

東 中 学 校 
向 原 分 校 森田  直樹 洞派  英樹 14 32 6 上尾市大字上尾宿２０９６ ７７１-００６４ 

大石南中学校 田沼  良宣 武田  直美 22 203 8 上尾市大字小敷谷１１０５ ７２６-０５１１ 

瓦葺中学校 平田  健司 市 ノ川  誠 26 371 11 上尾市大字瓦葺１６３ ７２２-２１０１ 

南 中 学 校 福 田   哲 萩 谷  健 27 431 13 上尾市大字大谷本郷１２４ ７８１-２２９９ 

大谷中学校 佐藤  禎宏 上原  英樹 24 335 10 上尾市向山４-１０ ７８１-９０８０ 

教職員数・生徒数・学級数は、平成３０年５月１日現在 

校長氏名・教頭氏名は、平成３０年４月１日現在 
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（４）高等学校 

学 校 名 学 科 校長氏名 所  在  地 電話番号 

県 立 上 尾 高 等 学 校 
普通科 
商業科 

杉林 正敏 上尾市浅間台１-６-１ ７７２-３３２２ 

県 立 上 尾 南 高 等 学 校 普通科 橋 本  淳 上尾市大字中新井５８５ ７８１-３３５５ 

県立上尾鷹の台高等学校 普通科 新井 秀明 上尾市大字原市２８００ ７２２-１２４６ 

県 立 上 尾 橘 高 等 学 校 
普通科 

普通科情報ｺｰｽ 
鈴 木  健 上尾市大字平方２１８７-１ ７２５-３７２５ 

県立上尾高等学校（定時制） 普通科 杉林 正敏 上尾市浅間台１-６-１ ７７２-３３２２ 

秀 明 英 光 高 等 学 校 普通科 福 島  克 上尾市大字上野１０１２ ７８１-８８２１ 

 

（５）特別支援学校 

学 校 名 学 部 校長氏名 所  在  地 電話番号 

県立上尾特別支援学校 
小学部 
中学部 
高等部 

井上 隆 上尾市東町３-２００９-３ ７７４-９３３１ 

県 立 上 尾 か し の 木 
特 別 支 援 学 校 

小学部 
中学部 
高等部 

小佐野 雅子 上尾市平塚１２８１－１ ７７６-４６０１ 

 

（６）大学 

学 校 名 学部・学科 学長氏名 所 在 地 電話番号 

聖 学 院 大 学 

政治経済学部 政治経済学科 

清 水 正 之 
上尾市大字 
戸崎１-１ 

７８１-０９２５ 
（総務課） 

人文学部 
欧米文化学科 
日本文化学科 

児童学科 

心理福祉学部 心理福祉学科 

人間福祉学部 

児童学科 

こども心理学科 

人間福祉学科 

〔平成３０年４月１日現在〕 
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学校別在籍児童生徒数・学級数 

（１）小学校 

学 校 名 第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 
特別支援 
学 級 

学校計 

上尾小学校 
６１ 人 ７４ 人 ９０ 人 ９７ 人 ９４ 人 １０２ 人 １３ 人 ５３１ 人 

２ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ １９ ｸﾗｽ 

中央小学校 
８７ 人 ９５ 人 ８９ 人 １０２ 人 ９２ 人 ８２ 人 １０ 人 ５５７ 人 

３ ３ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２０ ｸﾗｽ 

大谷小学校 
１２６ 人 １２６ 人 １４６ 人 １３９ 人 １６８ 人 １４９ 人 ８ 人 ８６２ 人 

４ ｸﾗｽ ４ ｸﾗｽ ４ ｸﾗｽ ４ ｸﾗｽ ５ ｸﾗｽ ４ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２７ ｸﾗｽ 

平方小学校 
４７ 人 ４７ 人 ５４ 人 ６４ 人 ６１ 人 ７７ 人 ５ 人 ３５５ 人 

２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ １４ ｸﾗｽ 

大石小学校 
１４５ 人 １５５ 人 １５５ 人 １８２ 人 １６１ 人 １７８ 人 １２ 人 ９８８ 人 

５ ｸﾗｽ ５ ｸﾗｽ ４ ｸﾗｽ ５ ｸﾗｽ ５ ｸﾗｽ ５ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ３１ ｸﾗｽ 

原市小学校 
１１３ 人 １０６ 人 １０４ 人 ９７ 人 １１０ 人 １０２ 人 １１ 人 ６４３ 人 

４ ｸﾗｽ ４ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２２ ｸﾗｽ 

上平小学校 
８５ 人 ６９ 人 ９７ 人 ８８ 人 ８３ 人 ９８ 人 ７ 人 ５２７ 人 

３ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ １９ ｸﾗｽ 

富士見小学校 
１１８ 人 １１５ 人 １０２ 人 １２５ 人 １１９ 人 １２０ 人 １６ 人 ７１５ 人 

４ ｸﾗｽ ４ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ４ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ２４ ｸﾗｽ 

尾山台小学校 
３２ 人 ３７ 人 ４２ 人 ４５ 人 ５１ 人 ５４ 人 ５ 人 ２６６ 人 

１ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ １３ ｸﾗｽ 

東 小 学 校 

(向原分教室含む) 

１３９ 人 １３５ 人 １３９ 人 １１８ 人 １３５ 人 １４１ 人 ２１ 人 ８２８ 人 

４ ｸﾗｽ ４ ｸﾗｽ ５ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ５ ｸﾗｽ ４ ｸﾗｽ ４ ｸﾗｽ ２９ ｸﾗｽ 

大石南小学校 
３５ 人 ５１ 人 ４４ 人 ４１ 人 ５７ 人 ５１ 人 ９ 人 ２８８ 人 

１ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ １３ ｸﾗｽ 

平方東小学校 
４５ 人 ３２ 人 ２７ 人 ３０ 人 ２９ 人 ３４ 人 ６ 人 ２０３ 人 

２ ｸﾗｽ １ ｸﾗｽ １ ｸﾗｽ １ ｸﾗｽ １ ｸﾗｽ １ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ９ ｸﾗｽ 

原市南小学校 
８７ 人 ９５ 人 ８８ 人 ９１ 人 ９１ 人 ９６ 人 ８ 人 ５５６ 人 

３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２０ ｸﾗｽ 

鴨川小学校 
７３ 人 ７４ 人 ６２ 人 ５０ 人 ７５ 人 ４７ 人 ６ 人 ３８７ 人 

３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ １６ ｸﾗｽ 

芝川小学校 
８９ 人 ７６ 人 ８５ 人 ９４ 人 １０１ 人 ８８ 人 ７ 人 ５４０ 人 

３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２０ ｸﾗｽ 

瓦葺小学校 
７０ 人 ６５ 人 ８６ 人 ７３ 人 ７８ 人 ８３ 人 ３ 人 ４５８ 人 

２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ １６ ｸﾗｽ 

今泉小学校 
７６ 人 ６５ 人 ７４ 人 ５３ 人 ８２ 人 ６９ 人 ５ 人 ４２４ 人 

３ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ １６ ｸﾗｽ 

西 小 学 校 
６５ 人 ８０ 人 ６７ 人 ６６ 人 ７１ 人 ６６ 人 ９ 人 ４２４ 人 

２ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ １５ ｸﾗｽ 

東町小学校 
１０９ 人 １２１ 人 １０５ 人 １４５ 人 １１９ 人 １２８ 人 ８ 人 ７３５ 人 

４ ｸﾗｽ ４ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ４ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ４ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２４ ｸﾗｽ 

平方北小学校 
２５ 人 ２１ 人 ３２ 人 １８ 人 ４７ 人 ３７ 人 ６ 人 １８６ 人 

１ ｸﾗｽ １ ｸﾗｽ １ ｸﾗｽ １ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ １ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ９ ｸﾗｽ 

大石北小学校 
１１８ 人 １１７ 人 １３７ 人 １２３ 人 １２９ 人 １３０ 人 １６ 人 ７７０ 人 

４ ｸﾗｽ ４ ｸﾗｽ ４ ｸﾗｽ ４ ｸﾗｽ ４ ｸﾗｽ ４ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ２７ ｸﾗｽ 

上平北小学校 
４２ 人 ４５ 人 ４４ 人 ４８ 人 ３９ 人 ２９ 人 ４ 人 ２５１ 人 

２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ １ ｸﾗｽ １ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ １２ ｸﾗｽ 

総 合 計 
１,７８７ 人 １,８０１ 人 １,８６９ 人 １,８８９ 人 １,９９２ 人 １,９６１ 人 １９５ 人 １１,４９４ 人 

６２ ｸﾗｽ ６３ ｸﾗｽ ６０ ｸﾗｽ ６０ ｸﾗｽ ６２ ｸﾗｽ ６０ ｸﾗｽ ４８ ｸﾗｽ ４１５ ｸﾗｽ 

 

（（平平成成３３００年年５５月月１１日日現現在在））  
上段：人数 
下段：クラス数 
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（２）中学校 

学 校 名 第１学年 第２学年 第３学年 
特別支援 
学  級 

学校計 

上 尾 中 学 校 
２４２ 人 ２６１ 人 ２５２ 人 １９ 人 ７７４ 人 

７ ｸﾗｽ ７ ｸﾗｽ ７ ｸﾗｽ ５ ｸﾗｽ ２６ ｸﾗｽ 

太 平 中 学 校 
１０７ 人 １２６ 人 １００ 人 ４ 人 ３３７ 人 

４ ｸﾗｽ ４ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ １３ ｸﾗｽ 

大 石 中 学 校 
２７６ 人 ２６１ 人 ２８７ 人   ８２４ 人 

８ ｸﾗｽ ７ ｸﾗｽ ８ ｸﾗｽ   ２３ ｸﾗｽ 

原 市 中 学 校 
１７４ 人 １８８ 人 １８５ 人 １１ 人 ５５８ 人 

５ ｸﾗｽ ５ ｸﾗｽ ５ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ １７ ｸﾗｽ 

上 平 中 学 校 
２１８ 人 ２１４ 人 ２０７ 人 １５ 人 ６５４ 人 

７ ｸﾗｽ ６ ｸﾗｽ ６ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ２２ ｸﾗｽ 

西 中 学 校 
１６３ 人 １７６ 人 ２１１ 人 １８ 人 ５６８ 人 

５ ｸﾗｽ ５ ｸﾗｽ ６ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ １９ ｸﾗｽ 

東 中 学 校 
１９６ 人 ２２８ 人 ２３２ 人   ６５６ 人 

６ ｸﾗｽ ６ ｸﾗｽ ６ ｸﾗｽ   １８ ｸﾗｽ 

東 中 学 校 
向 原 分 校 

４ 人 １４ 人 １４ 人   ３２ 人 

１ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ   ６ ｸﾗｽ 

大石南中学校 
５２ 人 ７９ 人 ６２ 人 １０ 人 ２０３ 人 

２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ２ ｸﾗｽ ８ ｸﾗｽ 

瓦 葺 中 学 校 
１２２ 人 １０８ 人 １４１ 人   ３７１ 人 

４ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ４ ｸﾗｽ   １１ ｸﾗｽ 

南 中 学 校 
１４７ 人 １４２ 人 １４２ 人   ４３１ 人 

５ ｸﾗｽ ４ ｸﾗｽ ４ ｸﾗｽ   １３ ｸﾗｽ 

大 谷 中 学 校 
１１８ 人 １１７ 人 １００ 人   ３３５ 人 

４ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ ３ ｸﾗｽ   １０ ｸﾗｽ 

総 合 計 
１,８１９ 人 １,９１４ 人 １,９３３ 人 ７７ 人 ５,７４３ 人 

５８ ｸﾗｽ ５４ ｸﾗｽ ５７ ｸﾗｽ １７ ｸﾗｽ １８６ ｸﾗｽ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上段：人数 
下段：クラス数 
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124 〔 上尾市児童・生徒数推移 〕 

上上尾尾市市児児童童・・生生徒徒数数推推移移  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（昭昭和和 4477 年年～～平平成成 3300 年年度度））  
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126 〔 学校別在籍児童生徒数・学級数推計 〕 

学学校校別別在在籍籍児児童童生生徒徒数数・・学学級級数数推推計計  

（１）小学校 

学 校 名 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 平成３５年度 

上 尾 小 学 校 
５３１ 人 ５２８ 人 ５１２ 人 ５１２ 人 ５２５ 人 ５４０ 人 

普通１７・特別支援２ １８ ｸﾗｽ １８ ｸﾗｽ １８ ｸﾗｽ １７ ｸﾗｽ １８ ｸﾗｽ 

中 央 小 学 校 
５５７ 人 ５５７ 人 ５４７ 人 ５５３ 人 ５６７ 人 ５９６ 人 

普通１８・特別支援２ ２０ ｸﾗｽ ２０ ｸﾗｽ ２０ ｸﾗｽ ２０ ｸﾗｽ ２０ ｸﾗｽ 

大 谷 小 学 校 
８６２ 人 ８４０ 人 ８２１ 人 ８２３ 人 ８０４ 人 ８１３ 人 

普通２５・特別支援２ ２７ ｸﾗｽ ２７ ｸﾗｽ ２８ ｸﾗｽ ２７ ｸﾗｽ ２６ ｸﾗｽ 

平 方 小 学 校 
３５５ 人 ３１５ 人 ２９４ 人 ２８２ 人 ２７０ 人 ２５９ 人 

普通１２・特別支援２ １４ ｸﾗｽ １４ ｸﾗｽ １３ ｸﾗｽ １２ ｸﾗｽ １１ ｸﾗｽ 

大 石 小 学 校 
９８８ 人 ９６３ 人 ９６３ 人 ９４９ 人 ９２０ 人 ９０９ 人 

普通２９・特別支援２ ３０ ｸﾗｽ ２９ ｸﾗｽ ２８ ｸﾗｽ ２８ ｸﾗｽ ２９ ｸﾗｽ 

原 市 小 学 校 
６４３ 人 ６３５ 人 ６２１ 人 ６０８ 人 ５９１ 人 ５５５ 人 

普通２０・特別支援２ ２１ ｸﾗｽ ２０ ｸﾗｽ ２０ ｸﾗｽ ２０ ｸﾗｽ １９ ｸﾗｽ 

上 平 小 学 校 
５２７ 人 ５１３ 人 ５３０ 人 ５５０ 人 ５５４ 人 ５６４ 人 

普通１７・特別支援２ １９ ｸﾗｽ １９ ｸﾗｽ ２０ ｸﾗｽ ２０ ｸﾗｽ ２０ ｸﾗｽ 

富 士 見 小 学 校 
７１５ 人 ７０５ 人 ６７９ 人 ６５２ 人 ６３６ 人 ５９７ 人 

普通２１・特別支援３ ２４ ｸﾗｽ ２３ ｸﾗｽ ２１ ｸﾗｽ ２１ ｸﾗｽ ２１ ｸﾗｽ 

尾 山 台 小 学 校 
２６６ 人 ２４４ 人 ２２６ 人 ２１１ 人 ２０３ 人 １８９ 人 

普通１１・特別支援２ １１ ｸﾗｽ １０ ｸﾗｽ ９ ｸﾗｽ ８ ｸﾗｽ ８ ｸﾗｽ 

東 小 学 校 

( 向原分教室含む ) 

８２８ 人 ７７９ 人 ７６６ 人 ７５４ 人 ７２５ 人 ６６６ 人 

普通２５・特別支援４ ２６ ｸﾗｽ ２６ ｸﾗｽ ２６ ｸﾗｽ ２５ ｸﾗｽ ２４ ｸﾗｽ 

大 石 南 小 学 校 
２８８ 人 ２８２ 人 ２７３ 人 ２６６ 人 ２４４ 人 ２２４ 人 

普通１１・特別支援２ １３ ｸﾗｽ １３ ｸﾗｽ １２ ｸﾗｽ １１ ｸﾗｽ １０ ｸﾗｽ 

平 方 東 小 学 校 
２０３ 人 ２１６ 人 ２４０ 人 ２６９ 人 ３０３ 人 ３３２ 人 

普通７・特別支援２ １０ ｸﾗｽ １１ ｸﾗｽ １２ ｸﾗｽ １３ ｸﾗｽ １４ ｸﾗｽ 

原 市 南 小 学 校 
５５６ 人 ５４２ 人 ５３５ 人 ５２６ 人 ５０８ 人 ４８３ 人 

普通１８・特別支援２ ２０ ｸﾗｽ ２０ ｸﾗｽ ２０ ｸﾗｽ ２０ ｸﾗｽ ２０ ｸﾗｽ 

鴨 川 小 学 校 
３８７ 人 ４００ 人 ３９２ 人 ４０２ 人 ３８９ 人 ３７３ 人 

普通１４・特別支援２ １５ ｸﾗｽ １４ ｸﾗｽ １４ ｸﾗｽ １４ ｸﾗｽ １４ ｸﾗｽ 

芝 川 小 学 校 
５４０ 人 ５５２ 人 ５４２ 人 ５４７ 人 ５５３ 人 ５７９ 人 

普通１８・特別支援２ １９ ｸﾗｽ １９ ｸﾗｽ １９ ｸﾗｽ １９ ｸﾗｽ ２０ ｸﾗｽ 

瓦 葺 小 学 校 
４５８ 人 ４４７ 人 ４４１ 人 ４４０ 人 ４４２ 人 ４５９ 人 

普通１４・特別支援２ １６ ｸﾗｽ １７ ｸﾗｽ １７ ｸﾗｽ １６ ｸﾗｽ １６ ｸﾗｽ 

今 泉 小 学 校 
４２４ 人 ４１０ 人 ３９４ 人 ４００ 人 ３８７ 人 ３７７ 人 

普通１４・特別支援２ １６ ｸﾗｽ １４ ｸﾗｽ １４ ｸﾗｽ １４ ｸﾗｽ １４ ｸﾗｽ 

西 小 学 校 
４２４ 人 ４１７ 人 ４１８ 人 ４２４ 人 ４２８ 人 ４０９ 人 

普通１３・特別支援２ １４ ｸﾗｽ １４ ｸﾗｽ １４ ｸﾗｽ １５ ｸﾗｽ １５ ｸﾗｽ 

東 町 小 学 校 
７３５ 人 ７２９ 人 ７３１ 人 ６９５ 人 ７０８ 人 ７１１ 人 

普通２２・特別支援２ ２４ ｸﾗｽ ２４ ｸﾗｽ ２４ ｸﾗｽ ２４ ｸﾗｽ ２３ ｸﾗｽ 

平 方 北 小 学 校 
１８６ 人 １７４ 人 １５５ 人 １５７ 人 １５１ 人 １４４ 人 

普通７・特別支援２ ９ ｸﾗｽ ８ ｸﾗｽ ８ ｸﾗｽ ８ ｸﾗｽ ８ ｸﾗｽ 

大 石 北 小 学 校 
７７０ 人 ７６０ 人 ７４４ 人 ７４５ 人 ７１６ 人 ６９８ 人 

普通２４・特別支援３ ２６ ｸﾗｽ ２５ ｸﾗｽ ２４ ｸﾗｽ ２３ ｸﾗｽ ２３ ｸﾗｽ 

上 平 北 小 学 校 
２５１ 人 ２５８ 人 ２５４ 人 ２４４ 人 ２３４ 人 ２２１ 人 

普通１０・特別支援２ １３ ｸﾗｽ １３ ｸﾗｽ １２ ｸﾗｽ １１ ｸﾗｽ ９ ｸﾗｽ 

総 合 計 
１１,４９４ 人 １１,２６６ 人 １１,０７８ 人 １１,００９ 人 １０,８５８ 人 １０,６９８ 人 

普通３６７・特別支援４８ ４０５ ｸﾗｽ ３９８ ｸﾗｽ ３９３ ｸﾗｽ ３８６ ｸﾗｽ ３８２ ｸﾗｽ 

 

 

（（学学年年進進行行にによよるる推推計計））  
上段：人数 
下段：クラス数 
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（２）中学校 

学 校 名 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 平成３５年度 

上 尾 中 学 校 
７７４ 人 ７７７ 人 ７６７ 人 ８０２ 人 ７７７ 人 ７６４ 人 

普通２１・特別支援５ ２７ ｸﾗｽ ２７ ｸﾗｽ ２７ ｸﾗｽ ２６ ｸﾗｽ ２５ ｸﾗｽ 

太 平 中 学 校 
３３７ 人 ３７８ 人 ３７９ 人 ３８２ 人 ３４９ 人 ３２６ 人 

普通１１・特別支援２ １４ ｸﾗｽ １３ ｸﾗｽ １４ ｸﾗｽ １３ ｸﾗｽ １１ ｸﾗｽ 

大 石 中 学 校 
８２４ 人 ８２２ 人 ８４３ 人 ８５７ 人 ８５６ 人 ８４７ 人 

２３ ｸﾗｽ ２３ ｸﾗｽ ２４ ｸﾗｽ ２５ ｸﾗｽ ２５ ｸﾗｽ ２４ ｸﾗｽ 

原 市 中 学 校 
５５８ 人 ５５５ 人 ５６１ 人 ５６４ 人 ５６６ 人 ５６４ 人 

普通１５・特別支援２ １８ ｸﾗｽ １８ ｸﾗｽ １７ ｸﾗｽ １８ ｸﾗｽ １８ ｸﾗｽ 

上 平 中 学 校 
６５４ 人 ６２６ 人 ５９９ 人 ５７４ 人 ５８９ 人 ５６９ 人 

普通１９・特別支援３ ２１ ｸﾗｽ ２０ ｸﾗｽ １９ ｸﾗｽ １９ ｸﾗｽ １８ ｸﾗｽ 

西 中 学 校 ５６８ 人 ５４７ 人 ５６１ 人 ５８３ 人 ５５６ 人 ５４８ 人 

普通１６・特別支援３ １９ ｸﾗｽ １９ ｸﾗｽ １９ ｸﾗｽ １８ ｸﾗｽ １９ ｸﾗｽ 

東 中 学 校 ６５６ 人 ６４４ 人 ６２９ 人 ６３４ 人 ６３０ 人 ６１２ 人 

１８ ｸﾗｽ １８ ｸﾗｽ １８ ｸﾗｽ １８ ｸﾗｽ １９ ｸﾗｽ １８ ｸﾗｽ 

東 中 学 校 
向 原 分 校 

３２ 人           

６ ｸﾗｽ           

大石南中学校 
２０３ 人 ２０９ 人 ２０５ 人 ２０３ 人 １９３ 人 １７８ 人 

普通６・特別支援２ ８ ｸﾗｽ ９ ｸﾗｽ ８ ｸﾗｽ ８ ｸﾗｽ ８ ｸﾗｽ 

瓦 葺 中 学 校 ３７１ 人 ３６２ 人 ３７８ 人 ３６８ 人 ３５９ 人 ３３５ 人 

１１ ｸﾗｽ １１ ｸﾗｽ １２ ｸﾗｽ １２ ｸﾗｽ １１ ｸﾗｽ １０ ｸﾗｽ 

南 中 学 校 ４３１ 人 ４２５ 人 ４６８ 人 ４５７ 人 ４７０ 人 ４２２ 人 

１３ ｸﾗｽ １２ ｸﾗｽ １４ ｸﾗｽ １３ ｸﾗｽ １４ ｸﾗｽ １２ ｸﾗｽ 

大 谷 中 学 校 
３３５ 人 ３４３ 人 ３５１ 人 ３２５ 人 ３２９ 人 ３１５ 人 

１０ ｸﾗｽ １０ ｸﾗｽ １０ ｸﾗｽ １０ ｸﾗｽ １１ ｸﾗｽ １０ ｸﾗｽ 

総 合 計 
５,７４３ 人 ５,６８８ 人 ５,７４１ 人 ５,７４９ 人 ５,６７４ 人 ５,４８０ 人 

普通１６９・特別支援１７ １８１ ｸﾗｽ １８４ ｸﾗｽ １８２ ｸﾗｽ １８２ ｸﾗｽ １７３ ｸﾗｽ 

 

備考１ 平成３１年度以降の推計について、東小学校向原分教室と東中学校向原分校は推計不能のため除く。 
備考２ 小学校 1・2年生、中学校 1年生は３５人学級、その他は 40人学級として学級数を算出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上段：人数 
下段：クラス数 
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中中学学校校卒卒業業後後のの進進路路・・小・中学校児童生徒体格一覧 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小・中学校児童生徒体格一覧 
◎ 小学校 

     身長(㎝) 体重(㎏) 

市平均 県平均 市平均 県平均 

第１学年 
男子 116.7 116.5 21.3 21.4 

女子 115.5 115.7 20.8 20.9 

第２学年 
男子 122.4 122.9 24.1 24.3 

女子 121.8 122.1 23.7 23.7 

第３学年 
男子 128.6 128.6 27.4 27.1 

女子 127.5 127.8 26.7 26.6 

第４学年 
男子 133.8 133.4 30.8 30.5 

女子 133.2 133.4 29.7 30.0 

第５学年 
男子 139.1 138.9 33.7 34.2 

女子 140.3 139.8 34.5 33.8 

第６学年 
男子 145.1 145.5 38.1 38.7 

女子 146.9 147.1 38.5 38.8 

◎ 中学校 

 
身長(㎝) 体重(㎏) 

市平均 県平均 市平均 県平均 

第１学年 
男子 152.0 152.5 43.0 43.8 

女子 151.8 151.6 43.7 43.2 

第２学年 
男子 159.6 159.7 48.4 48.6 

女子 155.1 154.9 47.2 46.7 

第３学年 
男子 165.6 165.3 53.7 53.5 

女子 156.7 156.7 50.4 49.6 

（（平平成成３３００年年度度））  

（（平平成成２２９９年年度度））  



〔 統計等資料 〕 

 

〔 教職員の状況 〕 129 

教教職職員員のの状状況況  
 

男女別職員数 

職 名 性別 小学校 中学校 計   職 名 性別 小学校 中学校 計 

校長 

男性 20 11 31   

用務員 

男性 0 1 1 

女性 2 0 2   女性 0 0 0 

合計 22 11 33   合計 0 1 1 

教頭 

男性 19 12 31   
給食 

調理員 

男性 0 0 0 

女性 4 2 6   女性 44 0 44 

合計 23 14 37   合計 44 0 44 

主幹教諭 

男性 14 7 21   アッピー

スマイル

教員 

男性 0 5 5 

女性 2 2 4   女性 0 2 2 

合計 16 9 25   合計 0 7 7 

教諭 

男性 192 169 361   市費負担 

教職員 

合計 

男性 0 6 6 

女性 339 147 486   女性 44 2 46 

合計 531 316 847   合計 44 8 52 

助教諭 

男性 3 0 3 
 

    

女性 1 0 1       小学校 中学校 合計 

合計 4 0 4   
教職員 

総合計 

男性 268 218 486 

養護教諭 

男性 0 0 0 
 

女性 459 178 637 

女性 27 12 39 
 

合計 727 396 1,123 

合計 27 12 39 
 

 

    
栄養教諭 

男性 0 0 0 
 

女性 10 2 12 
 

合計 10 2 12 
      

拠点校指導員 

非常勤講師等 

男性 13 6 19       

女性 8 2 10       

合計 21 8 29       

事務職員 

男性 6 7 13 
      

女性 19 9 28 
      

合計 25 16 41 
      

学校栄養 

職員 

男性 1 0 1 
      

女性 3 0 3 
      

合計 4 0 4 
      

県費負担

教職員 

合計 

男性 268 212 480 
 

     

女性 415 176 591 
 

     

合計 683 388 1,071 
 

     

（平成３０年５月１日現在） 
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